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ข้อความเบ้ืองต้น
施行通則

-

มาตรา ๑
กฎหมายน้ีให้เรียกว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 1 New Text (1992) 1 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 1条
本法の名称を民事及び商事法典とする。の名称を民事及び商事法典とする。名称を民事及び商事法典とする。を民事及び商事法典とする。民事及び商事法典とする。び商事法典とする。商事法の名称を民事及び商事法典とする。典とする。とする。

-

มาตรา ๒
ให้ใช้ประมวลกฎหมายน้ีต้ังแต่วันที่ ๑ เดือนมกราคม พระพทุธศักราช ๒๔๖๘ เป็นต้นไป

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 2 New Text (1992) 2 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 2条
本法の名称を民事及び商事法典とする。は、仏歴仏歴 2468年［西暦 1926年］1月 1日よりその効力を発する。よりその名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。を民事及び商事法典とする。発する。する。

-

มาตรา ๓
ต้ังแต่วนัที่ใช้ประมวลกฎหมายน้ีสืบไป ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่

มีบัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายน้ี หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งประมวลกฎหมายน้ี
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 3 New Text (1992) 3 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 3条
本法の名称を民事及び商事法典とする。施行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。日よりその効力を発する。より、仏歴他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。すべての名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律、仏歴規則、仏歴命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法が本法に定められたそれと競合し、または本法本法の名称を民事及び商事法典とする。に定められたそれと競合し、または本法定が本法に定められたそれと競合し、または本法められたそれと競合し、または本法し、仏歴または本法の名称を民事及び商事法典とする。

の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。趣旨と矛盾する限りにおいて、その効力を失う。と矛盾する限りにおいて、その効力を失う。する限りにおいて、その効力を失う。りに定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。を民事及び商事法典とする。失う。う。
-
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第一編 総則 第一章 総則

บรรพ ๑
第一編

หลักท่ัวไป
総則

ลักษณะ ๑第一章 บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป総則
-

มาตรา ๔
กฎหมายน้ัน ท่านว่าต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษร 

หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัติน้ันๆ
เมื่อใดไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีน้ันตามคลองจารีตประเพณีแห่งทอ้งถ่ิน
ถ้าไมม่ีจารีตประเพณีเช่นว่าน้ัน ท่านให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทยีบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และ

ถ้าบทกฎหมายเช่นน้ันก็ไม่มีด้วยไซร้ ท่านให้วินิจฉยัตามหลักกฎหมายทัว่ไป
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [13, 14] New Text (1992) 4 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous * S.C.1 

第 4条
I. 本法の名称を民事及び商事法典とする。は、仏歴該当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する規定が本法に定められたそれと競合し、または本法が本法に定められたそれと競合し、または本法ある限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文ての名称を民事及び商事法典とする。事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文に定められたそれと競合し、または本法適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文されなければならない。その名称を民事及び商事法典とする。場合し、または本法、仏歴規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。文

言または立法趣旨に拠る。または立法の名称を民事及び商事法典とする。趣旨と矛盾する限りにおいて、その効力を失う。に定められたそれと競合し、または本法拠る。る。

II. 本法の名称を民事及び商事法典とする。に定められたそれと競合し、または本法準拠る。するべき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法が本法に定められたそれと競合し、または本法ないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該地方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法われる慣習の教えに従う。の名称を民事及び商事法典とする。教えに従う。えに定められたそれと競合し、または本法従う。う。

III. 法の名称を民事及び商事法典とする。規に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場る慣習の教えに従う。もないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文に定められたそれと競合し、または本法き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。わめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場した規定が本法に定められたそれと競合し、または本法が本法に定められたそれと競合し、または本法あれば、仏歴それを民事及び商事法典とする。類推適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文し、仏歴ない場

合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴一般的な法原則［条理］に従う。な法の名称を民事及び商事法典とする。原則［条理］に定められたそれと競合し、または本法従う。う。
-

มาตรา ๕
ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำาระหน้ีก็ดี ท่านว่าบคุคลทุกคนต้องกระทำาโดยสุจริต

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [5] New Text (1992) 5 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) [242] 

Miscellaneous * S.C.2 [=S.C.2 par.1] 

第 5条
権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法おいても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。履行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいても、仏歴各人は誠実にこれを行わなければならない。は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法これを民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法わなければならない。

-

มาตรา ๖
ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บคุคลทุกคนกระทำาการโดยสุจริต

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 18 New Text (1992) 6 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous S.C.3 par.1 
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第一編 総則 第一章 総則

第 6条
各人は誠実にこれを行わなければならない。は、仏歴誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。するもの名称を民事及び商事法典とする。と推定が本法に定められたそれと競合し、または本法される。

-

มาตรา ๗
ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กัน และดอกเบี้ยน้ันมิได้กำาหนดอัตราไว้ โดยนีติกรรม หรือโดยบท

กฎหมายอันใดอันหน่ึงชัดแจ้งไซร้ ท่านให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 22 New Text (1992) 7 

Jp. Code (1896,98) [404;] J.Com.276 Gr. Code (1896) 246; G.Com.352 

Miscellaneous Fr.1907; S.O.73 [=S.O.73 par.1] 

第 7条
利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。息を支払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてを民事及び商事法典とする。支払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてう場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。または法の名称を民事及び商事法典とする。令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法よって、仏歴何ら明確に決定されてら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法決定が本法に定められたそれと競合し、または本法されて

いないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴それを民事及び商事法典とする。年に定められたそれと競合し、または本法 7.5％とする。
-

มาตรา ๘
คำาว่า"เหตุสุดวิสัย"หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี ไมม่ีใครจะอาจ

ป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผ้้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุน้ัน จะได้จัดการระมัดระวังตาม
สมควร อนัพึงคาดหมายได้จากบุคคลน้ันในฐานะเช่นน้ัน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * [9] New Text (1992) 8 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Becker's p.210 

第 8条
「不可抗力を発する。」とは、それに遭遇した者、あるいは遭遇したであろう者全員が、同種の立場にある者に［通常］期待とは、仏歴それに定められたそれと競合し、または本法遭遇した者、あるいは遭遇したであろう者全員が、同種の立場にある者に［通常］期待した者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて、仏歴あるいは遭遇した者、あるいは遭遇したであろう者全員が、同種の立場にある者に［通常］期待したであろう者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文員が、同種の立場にある者に［通常］期待が本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴同種の立場にある者に［通常］期待の名称を民事及び商事法典とする。立場に定められたそれと競合し、または本法ある者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法［通常］期待

し得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場る適切な注意義務を順守していたにもかかわらず、あるいは順守したとしても、誰にも予防することのできなな注意義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。順守していたにもかかわらず、あるいは順守したとしても、誰にも予防することのできなしていたに定められたそれと競合し、または本法もかかわらず、仏歴あるいは順守していたにもかかわらず、あるいは順守したとしても、誰にも予防することのできなしたとしても、仏歴誰にも予防することのできなに定められたそれと競合し、または本法も予防することのできなすることの名称を民事及び商事法典とする。でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。な

かった出来事や被害をいう。被害をいう。を民事及び商事法典とする。いう。
-

มาตรา ๙
เมื่อมีกิจการอนัใดซึ่งกฎหมายบังคับให้ทำาเป็นหนังสือไซร้ ท่านว่าบุคคลผ้้จะต้องทำาหนังสือไม่

จำาเป็นต้องเขียนเอง แต่หนังสือน้ันต้องลงลายมอืชื่อของบุคคลน้ัน
ถ้าบุคคลผ้้ใดใช้ตราประทับแทนลงลายมือชื่ออย่้เป็นปกติ การประทับตราเช่นน้ัน ท่านว่าเสมอกับ

ลงลายมือชื่อ
ลายพิมพ์น้ิวมอื แกงได หรือเครื่องหมายอื่นทำานองเช่นว่าน้ันก็ดี ทำาลงในเอกสาร หากมีพะยาน

ลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคนแล้ว ท่านว่าเสมอกับลงลายมือชื่อ
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 15 New Text (1992) 9 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 9条
I. 法の名称を民事及び商事法典とする。律の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法より、仏歴ある法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。成立に定められたそれと競合し、または本法証書を作成することが義務づけられている場合であっても、その証書を民事及び商事法典とする。作成することが本法に定められたそれと競合し、または本法義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。づけられている場合し、または本法であっても、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。証書を作成することが義務づけられている場合であっても、その証書
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は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて自身によって執筆される必要はない。但し、その者の署名を必要とする。に定められたそれと競合し、または本法よって執筆される必要はない。但し、その者の署名を必要とする。される必要はない。但し、その者の署名を必要とする。はない。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。署名を民事及び商事法典とする。必要はない。但し、その者の署名を必要とする。とする。

II. 署名に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場わって捺印することを通常とする場合においては、その捺印は、署名と同様の効力を有する。することを民事及び商事法典とする。通常とする場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいては、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。捺印することを通常とする場合においては、その捺印は、署名と同様の効力を有する。は、仏歴署名と同様の効力を有する。の名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。を民事及び商事法典とする。有する。する。

III. 拇印することを通常とする場合においては、その捺印は、署名と同様の効力を有する。、仏歴十字紋、仏歴あるいはその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法類似の形式の記号が証書に記載されている場合、二人の証人が連署して保証の名称を民事及び商事法典とする。形式の記号が証書に記載されている場合、二人の証人が連署して保証の名称を民事及び商事法典とする。記号が証書に記載されている場合、二人の証人が連署して保証が本法に定められたそれと競合し、または本法証書を作成することが義務づけられている場合であっても、その証書に定められたそれと競合し、または本法記載されている場合、二人の証人が連署して保証されている場合し、または本法、仏歴二人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。証人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法連署して保証

するとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。記載されている場合、二人の証人が連署して保証は、仏歴署名と同様の効力を有する。の名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。を民事及び商事法典とする。有する。する。
-

มาตรา ๑๐
เมื่อความข้อใดข้อหน่ึงในเอกสารอาจตีความได้เป็นสองนัย นัยไหนจะทำาให้เป็นผลบังคับได้ ท่าน

ให้ถือเอาตามนัยน้ันดีกว่าที่จะถือเอานัยที่ไร้ผล
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) 26 New Text (1992) 10 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous * Fr.1157 

第 10条
証書を作成することが義務づけられている場合であっても、その証書中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがの名称を民事及び商事法典とする。一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがが本法に定められたそれと競合し、または本法二通りの名称を民事及び商事法典とする。解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがを民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがし、仏歴且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが一方に行われる慣習の教えに従う。の名称を民事及び商事法典とする。解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがに定められたそれと競合し、または本法は規定が本法に定められたそれと競合し、または本法としての名称を民事及び商事法典とする。意義が本法に定められたそれと競合し、または本法認められるが、他方にはそれがめられるが本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法はそれが本法に定められたそれと競合し、または本法

認められるが、他方にはそれがめられない場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴意義の名称を民事及び商事法典とする。認められるが、他方にはそれがめられる解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがが本法に定められたそれと競合し、または本法優先される。される。
-

มาตรา ๑๑
ในกรณีที่มีข้อสงสัย ท่านให้ตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่ค่้กรณีฝ่ายซึ่งจะเป็นผ้้ต้องเสียในม้ลหน้ี

น้ัน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) 21 New Text (1992) 11 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous * Fr.1162 

第 11条
事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文の名称を民事及び商事法典とする。解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがに定められたそれと競合し、または本法疑念の余地が残る場合においては、訴訟当事者のうち、当該債権債務関係において不利益を負の名称を民事及び商事法典とする。余地が本法に定められたそれと競合し、または本法残る場合においては、訴訟当事者のうち、当該債権債務関係において不利益を負る場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいては、仏歴訴訟当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。うち、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該債権債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。関係において不利益を負に定められたそれと競合し、または本法おいて不利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負を民事及び商事法典とする。負

担するべき側にとって有利な解釈を採用する。するべき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。側にとって有利な解釈を採用する。に定められたそれと競合し、または本法とって有する。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。な解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがを民事及び商事法典とする。採用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する。
-

มาตรา ๑๒
ลงจำานวนเงิน หรือปรมิาณในเอกสารด้วยตัวอักษรและตัวเลข ถ้าตัวอักษรกับตัวเลขทั้งสองอย่าง

น้ันไม่ตรงกัน และศาลมิอาจหยัง่ทราบเจตนาอันแท้จริงได้ไซร้ ให้ฟังเอาจำานวนเงินหรือปรมิาณซึ่ง
เขียนเป็นตัวอักษรน้ันเป็นประมาณ

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 27 New Text (1992) 12 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous B.of ex.Act.9 No.2 

第 12条
証書を作成することが義務づけられている場合であっても、その証書中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがに定められたそれと競合し、または本法金額または数量が文字と数字の両方をもって表記されいて、［その］文字表記と数字表記とが一致せまたは数量が文字と数字の両方をもって表記されいて、［その］文字表記と数字表記とが一致せが本法に定められたそれと競合し、または本法文字と数字の名称を民事及び商事法典とする。両方に行われる慣習の教えに従う。を民事及び商事法典とする。もって表記されいて、仏歴［その名称を民事及び商事法典とする。］文字表記と数字表記とが本法に定められたそれと競合し、または本法一致せせ

ず、仏歴且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法とって［当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。］真実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。推定が本法に定められたそれと競合し、または本法する可能性もないときは、文字をもって表記された金額もないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴文字を民事及び商事法典とする。もって表記された金額または数量が文字と数字の両方をもって表記されいて、［その］文字表記と数字表記とが一致せ

または数量が文字と数字の両方をもって表記されいて、［その］文字表記と数字表記とが一致せに定められたそれと競合し、または本法従う。う。
-
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มาตรา ๑๓
ถ้าจำานวนเงินหรือปริมาณได้แสดงไว้เป็นตัวอักษรหลายแห่ง หรือตัวเลขหลายแห่ง แต่ที่แสดงไว้

หลายแห่งน้ันไม่ตรงกัน และศาลมิอาจหยัง่ทราบเจตนาอันแทจ้ริงได้ไซร้ ให้ฟังเอาจำานวนหรือ
ปริมาณน้อยที่สุดเป็นประมาณ

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 28 New Text (1992) 13 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Fr.1327 

第 13条
証書を作成することが義務づけられている場合であっても、その証書中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがに定められたそれと競合し、または本法金額または数量が文字と数字の両方をもって表記されいて、［その］文字表記と数字表記とが一致せまたは数量が文字と数字の両方をもって表記されいて、［その］文字表記と数字表記とが一致せが本法に定められたそれと競合し、または本法文字を民事及び商事法典とする。もって数ヵ所に、あるいは数字をもって数ヵ所に表記されていて、それらの表所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法、仏歴あるいは数字を民事及び商事法典とする。もって数ヵ所に、あるいは数字をもって数ヵ所に表記されていて、それらの表所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法表記されていて、仏歴それらの名称を民事及び商事法典とする。表

記が本法に定められたそれと競合し、または本法一致せせず、仏歴且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法とって［当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。］真実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。推定が本法に定められたそれと競合し、または本法する可能性もないときは、文字をもって表記された金額もないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴表記中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがの名称を民事及び商事法典とする。最も少も少

ない金額または数量が文字と数字の両方をもって表記されいて、［その］文字表記と数字表記とが一致せまたは数量が文字と数字の両方をもって表記されいて、［その］文字表記と数字表記とが一致せに定められたそれと競合し、または本法従う。う。
-

มาตรา ๑๔
ถ้าเอกสารทำาข้ึนไว้เป็นสองภาษา เป็นภาษาไทยภาษาหน่ึง ภาษาอื่นภาษาหน่ึง แต่ข้อความในสอง

ภาษาน้ันแตกต่างกัน และศาลมิอาจหยัง่ทราบเจตนาของค่้กรณีได้ว่าจะให้ใช้ภาษาใดบังคับไซร้ ท่าน
ถือเอาภาษาไทยบังคับ

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 29 New Text (1992) 14 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 14条
証書を作成することが義務づけられている場合であっても、その証書が本法に定められたそれと競合し、または本法タイ語とその他の言語の二言語で作成されていて、それら二様の表記に意味の相違が認められ、且つ語とその他の言語の二言語で作成されていて、それら二様の表記に意味の相違が認められ、且つとその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。言または立法趣旨に拠る。語とその他の言語の二言語で作成されていて、それら二様の表記に意味の相違が認められ、且つの名称を民事及び商事法典とする。二言または立法趣旨に拠る。語とその他の言語の二言語で作成されていて、それら二様の表記に意味の相違が認められ、且つで作成されていて、仏歴それら二様の効力を有する。の名称を民事及び商事法典とする。表記に定められたそれと競合し、または本法意味の相違が認められ、且つの名称を民事及び商事法典とする。相違が認められ、且つが本法に定められたそれと競合し、または本法認められるが、他方にはそれがめられ、仏歴且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが

裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法とって、仏歴どちらに定められたそれと競合し、または本法準拠る。するか、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。推定が本法に定められたそれと競合し、または本法する可能性もないときは、文字をもって表記された金額もないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴タイ語とその他の言語の二言語で作成されていて、それら二様の表記に意味の相違が認められ、且つ語とその他の言語の二言語で作成されていて、それら二様の表記に意味の相違が認められ、且つに定められたそれと競合し、または本法よる表記に定められたそれと競合し、または本法従う。う。
-

― 5 ―



第一編 総則 第二章 人 第一節 自然人

ลกัษณะ ๒第二章 บุคคล人
หมวด ๑第一節 บุคคลธรรมดา自然人
ส่วนที่ ๑第一款 สภาพบุคคล権利能力

-

มาตรา ๑๕
สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอย่้รอดเป็นทารก และสุดส้ินลงเมื่อตาย
ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่างๆ ได้ หากว่าภายหลังเกิดมารอดอย่้

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 39 New Text (1992) 15 

Jp. Code (1896,98) [1, 968] Gr. Code (1896) [1, 1912] 

Miscellaneous S.31 [=S.C.31] 

第 15条
I. 自然人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。能力を発する。は、仏歴分娩が無事に完了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっが本法に定められたそれと競合し、または本法無事に定められたそれと競合し、または本法完了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっして新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっとして生き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。て［母体から］分離した時点に開始し、死によっから］分離した時点に開始し、死によっした時点に開始し、死によっに定められたそれと競合し、または本法開始し、死によっし、仏歴死によっに定められたそれと競合し、または本法よっ

て終了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっする。

II. 未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。母体から］分離した時点に開始し、死によっ内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法ある胎児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっであっても、仏歴後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。することを民事及び商事法典とする。条件として、種々の権利を享受することができる。として、仏歴種の立場にある者に［通常］期待々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。享受することができる。することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๑๖
ถ้าเป็นพ้นวิสัยที่จะร้้วันเกิดของบุคคลผ้้ใด ท่านให้นับอายุของบุคคลผ้้น้ันต้ังแต่วันต้นแห่งปี

ประดิทินหลวงซึ่งเป็นปีที่บคุคลผ้้น้ันเกิด
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 41 New Text (1992) 16 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Conscription Law. 

第 16条
ある個人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。出生日よりその効力を発する。を民事及び商事法典とする。知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算することが本法に定められたそれと競合し、または本法不可能なとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すは、仏歴出生した年の名称を民事及び商事法典とする。太陽暦上最も少初の日より起算すの名称を民事及び商事法典とする。日よりその効力を発する。より起算すす

る。
-

มาตรา ๑๗
ถ้าบุคคลหลายคนถึงชีวิตันตรายในเหตุภยนัตรายร่วมกัน และเป็นการพ้นวิสัยที่จะกำาหนดได้ว่าคน

ไหนถึงชีวิตันตรายก่อนหลังไซร้ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าตายพร้อมกัน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 17 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) 20 

Miscellaneous Br.11; * S.32 [=S.C.32 par.2] 
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第一編 総則 第二章 人 第一節 自然人

第 17条
危難に遭遇して複数の者が死亡し、それらの者の死亡時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同に定められたそれと競合し、または本法遭遇した者、あるいは遭遇したであろう者全員が、同種の立場にある者に［通常］期待して複数の名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法死によっ亡し、それらの者の死亡時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同し、仏歴それらの名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。死によっ亡し、それらの者の死亡時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同の名称を民事及び商事法典とする。前後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。関係において不利益を負を民事及び商事法典とする。認められるが、他方にはそれが定が本法に定められたそれと競合し、または本法することが本法に定められたそれと競合し、または本法不可能なとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴同

一時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同に定められたそれと競合し、または本法死によっ亡し、それらの者の死亡時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同したもの名称を民事及び商事法典とする。と推定が本法に定められたそれと競合し、または本法する。
-

มาตรา ๑๘
สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้น้ัน ถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดี หรือบคุคลผ้้

เจ้าของนามน้ันต้องเส่ือมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผ้อ้ื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอำานาจให้ใช้ได้
ก็ดี ท่านว่าบุคคลผ้้เจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลอื่นน้ันระงับความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นทีพ่ึงวิตก
ว่าจะต้องเสียหายอย่้สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สัง่ห้ามก็ได้

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [42] New Text (1992) 18 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) * 12 

Miscellaneous [S.C.29] 

第 18条
氏名を民事及び商事法典とする。使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する正当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文な権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法争うとき、または他人が正当な権限なく同一の氏名を使用したために、権うとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴または他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法正当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文な権限りにおいて、その効力を失う。なく同一の氏名を使用したために、権同一の名称を民事及び商事法典とする。氏名を民事及び商事法典とする。使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文したために定められたそれと競合し、または本法、仏歴権

利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負が本法に定められたそれと競合し、または本法侵害をいう。されたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては、仏歴侵害をいう。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。ましてその名称を民事及び商事法典とする。侵害をいう。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。停止を請求することができる。まを民事及び商事法典とする。請求することができる。ますることが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。ま

た、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。侵害をいう。が本法に定められたそれと競合し、または本法継続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してしている場合し、または本法、仏歴あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してに定められたそれと競合し、または本法侵害をいう。が本法に定められたそれと競合し、または本法継続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してする虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してが本法に定められたそれと競合し、または本法ある場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まして

侵害をいう。停止を請求することができる。ま［権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。保全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文］の名称を民事及び商事法典とする。訴えを民事及び商事法典とする。起こすことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

ส่วนที่ ๒第二款 ความสามารถ行為能力
-

มาตรา ๑๙
เมื่อมีอายยุี่สิบปีบริบ้รณ์ บคุคลย่อมพ้นจากภาวะผ้้เยาว์ และบรรลุนีติภาวะ

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * [40] New Text (1992) 19 

Jp. Code (1896,98) 3 Gr. Code (1896) 2 

Miscellaneous S.14 [=S.C.14] 

第 19条
人は誠実にこれを行わなければならない。は、仏歴満 20歳に達した時点で、未成年の地位を脱して成年としての地位を取得する。に定められたそれと競合し、または本法達した時点で、未成年の地位を脱して成年としての地位を取得する。した時点に開始し、死によっで、仏歴未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年の名称を民事及び商事法典とする。地位を脱して成年としての地位を取得する。を民事及び商事法典とする。脱して成年としての地位を取得する。して成年としての名称を民事及び商事法典とする。地位を脱して成年としての地位を取得する。を民事及び商事法典とする。取得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場する。

-

มาตรา ๒๐
ผ้้เยาว์ยอ่มบรรลุนีติภาวะเมื่อทำาการสมรส หากการสมรสน้ันได้ทำาเมื่อฝ่ายชายผ้้เยาวม์ีอายุสิบเจ็ด

ปี และฝ่ายหญิงผ้้เยาว์มอีายุสิบห้าปีบริบ้รณ์แล้ว
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * [40] New Text (1992) 20 

Jp. Code (1896,98) 765 Gr. Code (1896)

Miscellaneous S.14 [=S.C.14] [??] 

第 20条
［未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法婚姻を結ぶ場合において、］婚姻の時点で男性側［が未成年の場合］は満を民事及び商事法典とする。結ぶ場合において、］婚姻の時点で男性側［が未成年の場合］は満ぶ場合において、］婚姻の時点で男性側［が未成年の場合］は満場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴］婚姻を結ぶ場合において、］婚姻の時点で男性側［が未成年の場合］は満の名称を民事及び商事法典とする。時点に開始し、死によっで男性もないときは、文字をもって表記された金額側にとって有利な解釈を採用する。［が本法に定められたそれと競合し、または本法未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年の名称を民事及び商事法典とする。場合し、または本法］は満 17歳に達した時点で、未成年の地位を脱して成年としての地位を取得する。に定められたそれと競合し、または本法達した時点で、未成年の地位を脱して成年としての地位を取得する。し、仏歴女性もないときは、文字をもって表記された金額側にとって有利な解釈を採用する。で
は満 15歳に達した時点で、未成年の地位を脱して成年としての地位を取得する。に定められたそれと競合し、または本法達した時点で、未成年の地位を脱して成年としての地位を取得する。していたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては、仏歴婚姻を結ぶ場合において、］婚姻の時点で男性側［が未成年の場合］は満に定められたそれと競合し、または本法よって成年としての名称を民事及び商事法典とする。地位を脱して成年としての地位を取得する。を民事及び商事法典とする。取得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場する。
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-

มาตรา ๒๑
อนัผ้้เยาว์จะทำานีติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยนิยอมของผ้้แทนโดยชอบธรรมก่อน บรรดาการใดๆ

อนัผ้้เยาว์ได้ทำาลงปราศจากความยนิยอมเช่นว่าน้ัน ท่านว่าเป็นโมฆียะ เว้นแต่ที่กล่าวไว้ในมาตราทั้ง
ส่ีต่อไปน้ี

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 46 New Text (1992) 21 

Jp. Code (1896,98) 4 Gr. Code (1896) [107] 

Miscellaneous S.C.19 [=S.C.19 par.1] 

第 21条
未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法うために定められたそれと競合し、または本法は、仏歴予めその名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。同意を民事及び商事法典とする。得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場なければならない。この名称を民事及び商事法典とする。同意なく同一の氏名を使用したために、権して未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。

成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法った行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第すことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴第 22条より第 24条までに定められたそれと競合し、または本法規定が本法に定められたそれと競合し、または本法される場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おい
ては、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。限りにおいて、その効力を失う。りではない。

-

มาตรา ๒๒
ผ้้เยาว์อาจทำาการใดๆ ได้ทั้งส้ิน หากเป็นเพียงเพื่อจะได้ไปซึ่งสิทธิอนัใดอันหน่ึง หรือเป็นการเพื่อ

ให้หลุดพ้นจากหน้าทีอ่ันใดอันหน่ึง
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) 47 New Text (1992) 22 

Jp. Code (1896,98) * 4 [=4 par.1 sent.2] Gr. Code (1896) [107] 

Miscellaneous [S.C.19 par.2] 

第 22条
未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてであっても、仏歴単に権利を得、または義務を免れる限りにおいて、いかなる法律行為もこれを行うことがでに定められたそれと競合し、または本法権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場、仏歴または義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。免れる限りにおいて、いかなる法律行為もこれを行うことがでれる限りにおいて、その効力を失う。りに定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴いかなる法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。もこれを民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法うことが本法に定められたそれと競合し、または本法で

き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๒๓
ผ้้เยาว์อาจทำาการใดๆ ได้ทั้งส้ินซึ่งเป็นการต้องทำาเองฉะเพาะตัว

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 48 New Text (1992) 23 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous S.C.19 [=S.C.19 par.2] 

第 23条
未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年であっても、仏歴自ら単に権利を得、または義務を免れる限りにおいて、いかなる法律行為もこれを行うことがで独で行うべきこと［＝一身専属的な行為］は、すべてこれを行うことができる。で行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法うべき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。こと［＝一身専属的な行為］は、すべてこれを行うことができる。一身によって執筆される必要はない。但し、その者の署名を必要とする。専属的な法原則［条理］に従う。な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。］は、仏歴すべてこれを民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法うことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

-

มาตรา ๒๔
ผ้้เยาว์อาจทำาการใดๆ ได้ทั้งส้ินซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุร้ปแห่งตน และเป็นการอนัจำาเป็นเพื่อ

เล้ียงชีพตามสมควร
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第一編 総則 第二章 人 第一節 自然人

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 49 New Text (1992) 24 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Jenk's 50 

第 24条
未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてであっても、仏歴自分の名称を民事及び商事法典とする。身によって執筆される必要はない。但し、その者の署名を必要とする。分に定められたそれと競合し、または本法ふさわしく同一の氏名を使用したために、権、仏歴且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが相応の生活を維持する上で不可欠な行為は、すべてこれをの名称を民事及び商事法典とする。生活を維持する上で不可欠な行為は、すべてこれをを民事及び商事法典とする。維持する上で不可欠な行為は、すべてこれをする上で不可欠な行為は、すべてこれをな行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴すべてこれを民事及び商事法典とする。

行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法うことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๒๕
ผ้้เยาว์อาจทำาพินัยกรรม์ได้เมื่ออายุสิบห้าปีบริบ้รณ์

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 25 

Jp. Code (1896,98) * 1061 Gr. Code (1896) [2229 par.1] 

Miscellaneous [S.C.467] 

第 25条
未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてであっても、仏歴満 15歳に達した時点で、未成年の地位を脱して成年としての地位を取得する。に定められたそれと競合し、または本法達した時点で、未成年の地位を脱して成年としての地位を取得する。した時点に開始し、死によっより、仏歴遺言または立法趣旨に拠る。を民事及び商事法典とする。することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

-

มาตรา ๒๖
ถ้าผ้้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้ผ้้เยาว์จำาหน่ายทรัพย์สินเพื่อการอันใดอนัหน่ึงอนัได้ระบุให้ ท่าน

ว่าผ้้เยาว์จะจำาหน่ายทรัพย์สินน้ันเป็นประการใดภายในขอบของการที่ระบุให้น้ันก็ทำาได้ตามใจสมัคร 
อน่ึง ถ้าได้รับอนุญาตให้จำาหน่ายทรพัย์สินโดยมิได้ระบุว่าเพื่อการอันใด ผ้้เยาว์ก็จำาหน่ายได้ตามใจ
สมัคร

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 26 

Jp. Code (1896,98) * 5 Gr. Code (1896) [110] 

Miscellaneous

第 26条
法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法目的な法原則［条理］に従う。を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法めて処分を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがした財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することは、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。目的な法原則［条理］に従う。の名称を民事及び商事法典とする。範囲内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。で、仏歴未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法随意に定められたそれと競合し、または本法これを民事及び商事法典とする。処分すること

が本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。なお、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法目的な法原則［条理］に従う。を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法めないで処分を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがした財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することを民事及び商事法典とする。、仏歴未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法処分する場合し、または本法も、仏歴また同様の効力を有する。で

ある。
-

มาตรา ๒๗
ผ้้เยาว์จะขออนุญาตผ้้แทนโดยชอบธรรมเพื่อทำากิจการค้าขายรายหน่ึงหรือหลายรายก็ได้ ถ้าผ้้แทน

โดยชอบธรรมไม่อนุญาต และผ้้เยาว์ร้องขอต่อศาลๆ จะมีคำาสัง่มอบอำานาจให้ผ้้เยาว์ทำากิจการค้าขาย
ก็ได้ เมื่อเห็นว่าการน้ันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ผ้้เยาว์

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 50 New Text (1992) 27(I) 

Jp. Code (1896,98) [6] Gr. Code (1896) 5 [??] [112, 113] 

Miscellaneous [S.C.306 par.1] 
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第一編 総則 第二章 人 第一節 自然人

第 27条
未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては、仏歴一種の立場にある者に［通常］期待あるいは数種の立場にある者に［通常］期待の名称を民事及び商事法典とする。営利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法携わるために、法定代理人に対してその許諾を請うことができる。わるために定められたそれと競合し、または本法、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。ましてその名称を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。を民事及び商事法典とする。請うことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。を民事及び商事法典とする。拒否したため、その未成年者が裁判所に対して許諾を請求した場合において、当該したため、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まして許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。を民事及び商事法典とする。請求することができる。ました場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該

行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。が本法に定められたそれと競合し、または本法未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負に定められたそれと競合し、または本法なると認められるが、他方にはそれがめられるとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴［裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴］その名称を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。を民事及び商事法典とする。与えることができる。えることが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๒๘
ผ้้เยาว์ได้รับอนุญาตให้ทำากิจการค้าขายหน่ึงหรือหลายรายแล้ว ในความเก่ียวพันกับกิจการค้าขาย

น้ัน ท่านว่าผ้้เยาว์ยอ่มมีฐานะเสมอืนดังบุคคลซึ่งบรรลุนีติภาวะแล้วน้ัน
ในกรณีเช่นน้ี ถ้าผ้้เยาว์ไม่สามารถจัดการค้าขายน้ันได้ ผ้้แทนโดยชอบธรรมหรือศาล จะกลับถอน

อนุญาตเสียได้สุดแล้วแต่กรณี
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [50] New Text (1992) 27(II)(III) 

Jp. Code (1896,98) * 6 Gr. Code (1896) [112, 113] 

Miscellaneous [S.C.306 par.1] 

第 28条
I. 未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法一種の立場にある者に［通常］期待あるいは数種の立場にある者に［通常］期待の名称を民事及び商事法典とする。営利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法携わるために、法定代理人に対してその許諾を請うことができる。わるための名称を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。を民事及び商事法典とする。得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場たとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法関

しては、仏歴成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてと同一の名称を民事及び商事法典とする。能力を発する。を民事及び商事法典とする。有する。するもの名称を民事及び商事法典とする。とする。

II. 本条第 1項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがの名称を民事及び商事法典とする。場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。営むに定められたそれと競合し、または本法要はない。但し、その者の署名を必要とする。する十分な能力を発する。を民事及び商事法典とする。［未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。］有する。しない［ことが本法に定められたそれと競合し、または本法明ら
かとなった］とき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文に定められたそれと競合し、または本法応の生活を維持する上で不可欠な行為は、すべてこれをじ、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。あるいは裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴営利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。を民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第すことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

-

มาตรา ๒๙
บุคคลวิกลจริตผ้้ใด ถ้าภริยาสามีก็ดี ผ้้บุพการี กล่าวคือ บิดามารดา ป่ย้่า ตายาย ทวดก็ดี ผ้้สืบ

สันดาน กล่าวคอื ล้ก หลาน เหลน ล้ือก็ดี ผ้อ้นุบาล หรือผ้้พทิักษ์ก็ดี หรือพนักงานอยัยการก็ดี 
ร้องขอต่อศาลแล้ว ศาลจะสัง่ให้บุคคลผ้้น้ันเป็นคนไร้ความสามารถก็ได้

คำาสัง่ศาลอันน้ี ให้โฆษณาในราชกิจจานุเบกษา
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 54 New Text (1992) 28(I)(III) 

Jp. Code (1896,98) 7 Gr. Code (1896) [6 par.1 No.1] 

Miscellaneous Fr.490 [; S.C.17] 

第 29条
I. ある個人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法心神喪失う。の名称を民事及び商事法典とする。状態にある場合において、その者の夫または妻、に定められたそれと競合し、または本法ある場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。夫または妻、または妻、仏歴3親等以内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。直系尊属すなわち父母、仏歴
父方に行われる慣習の教えに従う。あるいは母方に行われる慣習の教えに従う。の名称を民事及び商事法典とする。祖父母または曾祖父母、仏歴4親等以内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。直系卑属すなわち子、仏歴孫、仏歴曾孫あるいは玄孫、仏歴［未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。
成年］後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。見人は誠実にこれを行わなければならない。または保佐人は誠実にこれを行わなければならない。、仏歴若しくは検察官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁しく同一の氏名を使用したために、権は検察官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁が本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まして請求することができる。ましたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まして禁

治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。下すことができる。すことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

II. 本条第 1項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがに定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づく同一の氏名を使用したために、権裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額の名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁報で公示する。で公示する。する。
-

มาตรา ๓๐
บุคคลผ้้ซึ่งศาลได้สัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถน้ัน ท่านว่าต้องจัดให้อย่้ในความอนุบาล
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第一編 総則 第二章 人 第一節 自然人

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 28(II) 

Jp. Code (1896,98) * 8 Gr. Code (1896) [1896] 

Miscellaneous [S.C.369] 

第 30条
［前項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがの名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法従う。って］禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。受することができる。けた者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては、仏歴これを民事及び商事法典とする。後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。見人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。監督の下に置かなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。下すことができる。に定められたそれと競合し、または本法置かなければならない。かなければならない。

-

มาตรา ๓๑
การใดๆ อนับุคคลผ้้ซึ่งศาลได้สัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถได้ทำาลง การน้ันท่านว่าเป็นโมฆียะ

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [55] New Text (1992) 29 

Jp. Code (1896,98) * 9 Gr. Code (1896) [105 par.1] 

Miscellaneous [S.C.18] 

第 31条
裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額が本法に定められたそれと競合し、または本法禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。下すことができる。した者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。なした行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第すことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

-

มาตรา ๓๒
การใดๆ อนับุคคลวิกลจริตได้ทำาลง แต่หากบุคคลน้ันศาลยังมิได้สัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถไซร้

ท่านว่าการน้ันจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อพิส้จน์ได้ว่าได้ทำาลงในเวลาซึ่งบุคคลน้ันจริตวิกลอย่้ และค่้กรณีอีก
ฝ่ายหน่ึงได้ร้้แล้วด้วยว่าผ้้ทำาเป็นคนวิกลจริต

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 56 New Text (1992) 30 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) [105 par.2] 

Miscellaneous

第 32条
心神喪失う。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法った［法の名称を民事及び商事法典とする。律］行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額が本法に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まして未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。下すことができる。していないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。

行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。が本法に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。実にこれを行わなければならない。際に心神喪失状態にある時点で行われたことを証明することができ、且つ行為の相手方もに定められたそれと競合し、または本法心神喪失う。状態にある場合において、その者の夫または妻、に定められたそれと競合し、または本法ある時点に開始し、死によっで行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法われたことを民事及び商事法典とする。証明することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。相手方に行われる慣習の教えに従う。も

その名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法心神喪失う。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてであることを民事及び商事法典とする。知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すっていた場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法限りにおいて、その効力を失う。って、仏歴これを民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第すことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๓๓
ถ้าเหตุที่ทำาให้เป็นคนไร้ความสามารถได้สุดส้ินไปแล้ว และเมื่อบคุคลผ้้น้ันเองหรือบคุคลใดๆ ดัง

กล่าวมาในมาตรา ๒๙ น้ัน ร้องขอต่อศาล ก็ให้ศาลถอนคำาที่ได้สัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถน้ันให้
คำาสัง่ของศาลถอนคำาสัง่เดิมน้ี ให้โฆษณาในราชกิจจานุเบกษา

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 31 

Jp. Code (1896,98) * 10 Gr. Code (1896) [6 par.2] 

Miscellaneous [S.C.433] 

第 33条
I. 禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。原因が解消したときは、裁判所は、禁治産者自身または第が本法に定められたそれと競合し、または本法解消すことができる。但し、第したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて自身によって執筆される必要はない。但し、その者の署名を必要とする。または第 29条に定められたそれと競合し、または本法掲げた何れかの者の請求に基づげた何ら明確に決定されてれかの名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。まに定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づ
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第一編 総則 第二章 人 第一節 自然人

いて、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第さなければならない。

II. 本条第 1項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがに定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づいて従う。前の名称を民事及び商事法典とする。禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第す裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額の名称を民事及び商事法典とする。決定が本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴これを民事及び商事法典とする。官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁報で公示する。に定められたそれと競合し、または本法公示する。する。
-

มาตรา ๓๔
บุคคลผ้้ใดไม่สามารถจะจัดทำาการงานของตนเองได้ เพราะกายพิการ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สม

ประกอบก็ดี เพราะความประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณก็ดี เพราะเป็นคนติดสุรายาเมาก็ดี เมื่อ
บุคคลผ้้หน่ึงผ้้ใดดัง่ระบุไว้ในมาตรา ๒๙ ร้องขอต่อศาล ศาลจะสัง่ให้บุคคลน้ันเป็นคนเสมือนไร้ความ
สามารถ และสัง่ให้ผ้้น้ันอย่้ในความพทิักษ์ก็ได้

คำาสัง่ศาลน้ี ให้โฆษณาในราชกิจจานุเบกษา
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 59 New Text (1992) 32 

Jp. Code (1896,98) 11 Gr. Code (1896) [6 par.1] 

Miscellaneous [S.C.370; Fr. 513, 514 ] 

第 34条
I. 身によって執筆される必要はない。但し、その者の署名を必要とする。体から］分離した時点に開始し、死によっ障害をいう。あるいは心神耗弱のため、または浪費癖あるいはアルコールや薬物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。ため、仏歴または浪費癖あるいはアルコールや薬物の中毒のために、ある個人が自あるいはアルコールや被害をいう。薬物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、または本法、仏歴ある個人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法自

分で自分の名称を民事及び商事法典とする。事務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。管理の名称を民事及び商事法典とする。でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。ない状態にある場合において、その者の夫または妻、に定められたそれと競合し、または本法ある場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴第 29条に定められたそれと競合し、または本法掲げた何れかの者の請求に基づげた何ら明確に決定されてれかの名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。まに定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づ
いて、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まして準禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。し、仏歴この名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてを民事及び商事法典とする。保佐人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。監督の下に置かなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。下すことができる。に定められたそれと競合し、または本法置かなければならない。く同一の氏名を使用したために、権ことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

II. 本条第 1項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがに定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づく同一の氏名を使用したために、権裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額の名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁報で公示する。に定められたそれと競合し、または本法公示する。する。
-

มาตรา ๓๕
บุคคลผ้้เสมือนไร้ความสามารถน้ัน ต้องได้รับความยินยอมของผ้้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงจะทำาการอย่าง

หน่ึงอย่างใดที่กล่าวต่อไปน้ีได้ คอื
(๑) รับ หรือใช้เงินทุน
(๒) ทำาสัญญาก้้ยืม หรือรับประกัน
(๓) ทำาการอย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือจะได้มา หรือปล่อยไป ซึ่งสทิธิในอสังหาริมทรัพย์ หรือในสังหารมิทรัพย์อันทีม่ีค่า
(๔) ทำาการอันหน่ึงอันใดเก่ียวด้วยคดีความในศาล เว้นแต่การร้องขอถอนผ้้พิทักษ์
(๕) ให้โดยเสน่หา หรือปราณีปรานอมยอมความ หรือทำาความตกลงให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาคดี
(๖) รับ หรือบอกสละ ความเป็นทายาท
(๗) บอกปัดเมื่อเขาได้ให้โดยเสน่หา หรือไม่รับสว่นทรัพย์มฤดก หรือรับเอาทรัพย์เขาให้ หรือทรัพย์มฤดกอันมีค่า

ภาระติดพัน
(๘) ก่อสร้าง ปล้กสร้างซ่อมแปลง หรือขยายโรงเรือนให้ใหญ่ขึ้น หรือทำาการซ่อมแซมอย่างใหญ่
(๙) เช่า หรือให้เช่า ทรัพย์สินเป็นสังหาริมทรัพย์ มีกำาหนดนานกว่าหกเดือน หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ มีกำาหนดรา

รกว่าสามปี

อน่ึงในพฤตติการณ์อันสมควร ศาลจะสัง่ว่าบุคคลผ้้เสมือนคนไร้ความสามารถ ต้องได้รับความ
ยนิยอมของผ้้พิทักษ์ก่อน เพื่อทำาการอื่นใดนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วน้ันอีกก็ได้

การใดอันกระทำาลงโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติทั้งหลายซึ่งกล่าวข้างบนน้ี ท่านว่าเป็นโมฆยีะ
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第一編 総則 第二章 人 第一節 自然人

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) 60, 61 New Text (1992) 34 

Jp. Code (1896,98) * 12 Gr. Code (1896)

Miscellaneous Fr.513; Br.459 

第 35条
I. 準禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法次に掲げる行為をするためには、予め保佐人の同意を得たのでなければならない。に定められたそれと競合し、または本法掲げた何れかの者の請求に基づげる行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。するために定められたそれと競合し、または本法は、仏歴予め保佐人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。同意を民事及び商事法典とする。得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場たの名称を民事及び商事法典とする。でなければならない。

(1) 資金［＝一身専属的な行為］は、すべてこれを行うことができる。元本］を民事及び商事法典とする。領収し、またはこれを利用すること。し、仏歴またはこれを民事及び商事法典とする。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文すること。

(2) 消すことができる。但し、第費貸借契約を結び、または保証をすること。を民事及び商事法典とする。結ぶ場合において、］婚姻の時点で男性側［が未成年の場合］は満び商事法典とする。、仏歴または保証を民事及び商事法典とする。すること。

(3) 不動産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することあるいは価値を有する動産に関する権利の得喪を目的とする行為を行うこと。を民事及び商事法典とする。有する。する動産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することに定められたそれと競合し、または本法関する権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場喪を民事及び商事法典とする。目的な法原則［条理］に従う。とする行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法うこと。

(4) 訴訟行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法うこと。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴保佐人は誠実にこれを行わなければならない。解任の請求は、この限りではない。の名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。まは、仏歴この名称を民事及び商事法典とする。限りにおいて、その効力を失う。りではない。

(5) 贈与えることができる。すること、仏歴和解すること、仏歴または仲裁人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。裁定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法よる訴訟の名称を民事及び商事法典とする。解決に定められたそれと競合し、または本法同意すること。

(6) ［自己の］相続人としての地位を承認し、または放棄すること。の名称を民事及び商事法典とする。］相続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対して人は誠実にこれを行わなければならない。としての名称を民事及び商事法典とする。地位を脱して成年としての地位を取得する。を民事及び商事法典とする。承認められるが、他方にはそれがし、仏歴または放棄すること。すること。

(7) 贈与えることができる。あるいは遺贈の名称を民事及び商事法典とする。受することができる。領を民事及び商事法典とする。拒絶すること、または付随義務を伴う贈与あるいは遺贈を受領すること。すること、仏歴または付随義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。伴う贈与あるいは遺贈を受領すること。う贈与えることができる。あるいは遺贈を民事及び商事法典とする。受することができる。領すること。

(8) 家屋を新築あるいは改築し、または増築あるいは大修繕を行うこと。を民事及び商事法典とする。新築あるいは改築し、または増築あるいは大修繕を行うこと。あるいは改築あるいは改築し、または増築あるいは大修繕を行うこと。し、仏歴または増築あるいは改築し、または増築あるいは大修繕を行うこと。あるいは大修繕を行うこと。を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法うこと。

(9) 動産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は 6ヶ月、不動産の場合には月、仏歴不動産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は 3年を民事及び商事法典とする。超える期間にわたって、賃貸借を行うこと。える期間にわたって、賃貸借を行うこと。に定められたそれと競合し、または本法わたって、仏歴賃貸借を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法うこと。

II. なお、仏歴［本条第 1項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがに定められたそれと競合し、または本法］規定が本法に定められたそれと競合し、または本法されたもの名称を民事及び商事法典とする。以外の行為であっても、相当と認められる場合には、裁判所は、それを行の名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。であっても、仏歴相当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文と認められるが、他方にはそれがめられる場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴それを民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法
うために定められたそれと競合し、または本法は、仏歴予め保佐人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。同意を民事及び商事法典とする。得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場なければならない旨と矛盾する限りにおいて、その効力を失う。を民事及び商事法典とする。加えて命じることができる。えて命じることが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

III. 上記の名称を民事及び商事法典とする。何ら明確に決定されてれの名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法反して行われた行為も、これを取り消すことができる。して行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法われた行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。も、仏歴これを民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第すことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๓๖
ถ้าเหตุอันทำาให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้สุดส้ินไปแล้ว ท่านให้นำาบทบัญญัติมาตรา ๓๓ 

มาใช้บังคับตามแต่กรณี
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 36 

Jp. Code (1896,98) * 13 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 36条
準禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること宣告を下すことができる。の名称を民事及び商事法典とする。原因が解消したときは、裁判所は、禁治産者自身または第が本法に定められたそれと競合し、または本法解消すことができる。但し、第した場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴第 33条の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法を民事及び商事法典とする。準用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する。

-

มาตรา ๓๗
หญิงมีสามีน้ัน ในส่วนที่เก่ียวด้วยสินส่วนตัวย่อมมอีย่างบุคคลผ้้บรรลุนีติภาวะ

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Jenk's No.71 

第 37条
夫または妻、を民事及び商事法典とする。有する。する女性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴専ら自己の］相続人としての地位を承認し、または放棄すること。に定められたそれと競合し、または本法帰属する財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することに定められたそれと競合し、または本法関しては、仏歴成人は誠実にこれを行わなければならない。と同様の効力を有する。の名称を民事及び商事法典とする。能力を発する。を民事及び商事法典とする。有する。する。

-

มาตรา ๓๘
ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติทั้งหลายต่อไปน้ี หญิงมีสามี ถ้ามิได้รับอนุญาตของสามี หาอาจทำาการ

อนัหน่ึงอันใดที่จะผ้กพนัสินบริคณห์ได้ไม่
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第一編 総則 第二章 人 第一節 自然人

การใดอันกระทำาลงฝ่าฝืนบทบัญญัติอันน้ี ท่านว่าเป็นโมฆียะ
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) [14] Gr. Code (1896) [1395 - 1400] 

Miscellaneous

第 38条
I. 本条以下すことができる。に定められたそれと競合し、または本法掲げた何れかの者の請求に基づげる規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法従う。い［＝一身専属的な行為］は、すべてこれを行うことができる。本条以下すことができる。に定められたそれと競合し、または本法掲げた何れかの者の請求に基づげる場合し、または本法を民事及び商事法典とする。除き］、夫を有する女性は、夫の許諾を得ない限り、き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。］、仏歴夫または妻、を民事及び商事法典とする。有する。する女性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴夫または妻、の名称を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。を民事及び商事法典とする。得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場ない限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴

財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することおよび商事法典とする。家屋を新築あるいは改築し、または増築あるいは大修繕を行うこと。を民事及び商事法典とする。拘束するような如何なる行為も、これをすることができない。するような如何ら明確に決定されてなる行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。も、仏歴これを民事及び商事法典とする。することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。ない。

II. 本条の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法反して行われた行為も、これを取り消すことができる。する如何ら明確に決定されてなる行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。も、仏歴これを民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第すことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๓๙
ในกรณีดัง่กล่าวต่อไปน้ี หญิงมีสามียอ่มทำาการอันผ้กพนัส่วนของตนในสินบริคณห์ได้ โดยมิต้อง

ได้รับอนุญาตของสามี คอื
(๑) เมื่อเป็นการไม่แน่นอนว่าสามียันมีชีวิตอย่้ หรือตายแลว้
(๒) เมื่อสามีได้สละละทิ้งตน
(๓) เมื่อสามีถ้กศาลสัง่แสดงให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) เมื่อสามวีิกลจริตต้องเขา้อย่้ในโรงพยาบาลเพ่ือพิทักษ์รักษา
(๕) เมื่อสามีต้องคำาพิพากษาลงอาชญาจำาคุกปีหน่ึงขึ้นไปหรืออาชญาแรงกว่าน้ัน และกำาลังรับโทษอย่้

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) * 17 Gr. Code (1896) [1401] 

Miscellaneous

第 39条
次に掲げる行為をするためには、予め保佐人の同意を得たのでなければならない。に定められたそれと競合し、または本法掲げた何れかの者の請求に基づげる場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいては、仏歴夫または妻、を民事及び商事法典とする。有する。する女性もないときは、文字をもって表記された金額も、仏歴財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することおよび商事法典とする。家屋を新築あるいは改築し、または増築あるいは大修繕を行うこと。の名称を民事及び商事法典とする。うち、仏歴専ら自己の］相続人としての地位を承認し、または放棄すること。に定められたそれと競合し、または本法帰属する部分に定められたそれと競合し、または本法関しては、仏歴

夫または妻、の名称を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。を民事及び商事法典とする。得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場ずして、仏歴それを民事及び商事法典とする。拘束するような如何なる行為も、これをすることができない。するような行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法うことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。即ちち

(1) 夫または妻、が本法に定められたそれと競合し、または本法なお生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。しているか、仏歴あるいは既に死亡したかが不明のとき。に定められたそれと競合し、または本法死によっ亡し、それらの者の死亡時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同したかが本法に定められたそれと競合し、または本法不明の名称を民事及び商事法典とする。とき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

(2) 夫または妻、に定められたそれと競合し、または本法遺棄すること。されたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

(3) 夫または妻、が本法に定められたそれと競合し、または本法裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額より禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することあるいは準禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。受することができる。けたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

(4) 夫または妻、が本法に定められたそれと競合し、または本法心神喪失う。に定められたそれと競合し、または本法陥り、病院で入院治療を受けなければならないとき。り、仏歴病院で入院治療を受けなければならないとき。で入院で入院治療を受けなければならないとき。治療を受けなければならないとき。を民事及び商事法典とする。受することができる。けなければならないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

(5) 夫または妻、が本法に定められたそれと競合し、または本法 1年以上の名称を民事及び商事法典とする。懲役刑あるいはより重い刑を科する刑事判決を受け、服役中であるとき。あるいはより重い刑を科する刑事判決を受け、服役中であるとき。い刑あるいはより重い刑を科する刑事判決を受け、服役中であるとき。を民事及び商事法典とする。科する刑事判決を受け、服役中であるとき。する刑あるいはより重い刑を科する刑事判決を受け、服役中であるとき。事判決を民事及び商事法典とする。受することができる。け、仏歴服役中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがであるとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

-

มาตรา ๔๐
หญิงมีสามีอาจทำาพินัยกรรม์ว่าด้วยส่วนของตนในสินบริคณห์ได้ มิพักต้องได้อนุญาตของสามี

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous * Fr.226, * 905 
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第一編 総則 第二章 人 第一節 自然人

第 40条
夫または妻、を民事及び商事法典とする。有する。する女性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することおよび商事法典とする。家屋を新築あるいは改築し、または増築あるいは大修繕を行うこと。の名称を民事及び商事法典とする。うち、仏歴専ら自己の］相続人としての地位を承認し、または放棄すること。に定められたそれと競合し、または本法帰属する部分に定められたそれと競合し、または本法関しては、仏歴夫または妻、の名称を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。を民事及び商事法典とする。俟たずとも遺言をたずとも遺言または立法趣旨に拠る。を民事及び商事法典とする。

することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๔๑
ถ้าหญิงมีสามีได้รับอนุญาตของสามีให้ทำากิจการค้าขายอนัใดอันหน่ึงแยกเป็นส่วนหน่ึงต่างหาก

แล้ว จะทำานีติกรรมและอรรถคดีอย่างใดๆ ภายในขอบแห่งกิจการค้าขายอันน้ัน ก็หาจำาเป็นต้องมี
อนุญาตของสามอีีกชั้นหน่ึงไม่

ถ้าหญิงน้ันทำากิจการค้าขายเช่นน้ันด้วยความร้้เห็นของสามีและสามีก็มิได้ทักท้วงประการใดไซร้ 
ท่านให้ถือว่าสามอีนุญาตแล้วโดยปรยิาย

อน่ึงกรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม หญิงมีสามีจะทำาผ้กพนัถึงสินบริคณห์ได้แต่ฉะเพาะเพียงที่เป็นส่วน
ของตนเท่าน้ัน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) [15] Gr. Code (1896) * 1405 

Miscellaneous

第 41条
I. 夫または妻、を民事及び商事法典とする。有する。する女性もないときは、文字をもって表記された金額が本法に定められたそれと競合し、または本法独で行うべきこと［＝一身専属的な行為］は、すべてこれを行うことができる。立して何ら明確に決定されてらかの名称を民事及び商事法典とする。営利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法う許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。を民事及び商事法典とする。夫または妻、から得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場ているとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。範囲内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法おいて

は、仏歴改めて夫または妻、の名称を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。を民事及び商事法典とする。得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場ずとも、仏歴何ら明確に決定されてれの名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。あるいは訴訟行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。も行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法うことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

II. 夫または妻、を民事及び商事法典とする。有する。する女性もないときは、文字をもって表記された金額が本法に定められたそれと競合し、または本法営利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。営み、仏歴夫または妻、もそれを民事及び商事法典とする。知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すりつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが何ら明確に決定されてら異議を唱えないときは、夫は、暗黙のうちに許諾をを民事及び商事法典とする。唱えないときは、夫は、暗黙のうちに許諾をえないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴夫または妻、は、仏歴暗黙のうちに許諾をの名称を民事及び商事法典とする。うちに定められたそれと競合し、または本法許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。を民事及び商事法典とする。

与えることができる。えたもの名称を民事及び商事法典とする。と見なす。

III. なお、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。如何ら明確に決定されてなる場合し、または本法であれ、仏歴専ら自己の］相続人としての地位を承認し、または放棄すること。に定められたそれと競合し、または本法帰属する部分の名称を民事及び商事法典とする。みに定められたそれと競合し、または本法関する限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴夫または妻、を民事及び商事法典とする。有する。する女性もないときは、文字をもって表記された金額も、仏歴財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することある

いは家屋を新築あるいは改築し、または増築あるいは大修繕を行うこと。を民事及び商事法典とする。拘束するような如何なる行為も、これをすることができない。するような行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๔๒
สามจีะถอนคนื หรือจำากัดข้ออนุญาตอันตนได้ให้ไว้น้ันก็ได้ แต่การถอนคืนหรือจำากัดเช่นว่าน้ีหา

อาจจะยกข้ึนเป็นข้อต่อส้้บุคคลผ้้ทำาการโดยสุจริตไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) * 16 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 42条
夫または妻、は、仏歴［妻に定められたそれと競合し、または本法］与えることができる。えた許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。を民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第し、仏歴または制限りにおいて、その効力を失う。することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴この名称を民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第しまたは制限りにおいて、その効力を失う。は、仏歴善意の名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法

為するものと推定される。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて［＝一身専属的な行為］は、すべてこれを行うことができる。第三者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて］に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。ま抗することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。ない。
-

มาตรา ๔๓
ถ้าสามีหน่วง หรือถอนการอนุญาตโดยปราศจากเหตุอันสมควร หญิงมีสามีจะร้องขอต่อศาลเพื่อ

สัง่อนุญาตให้ตนจัดการแก่ส่วนของตนในสินบรคิณห์ก็ได้
เวลาพิจารณาคำาร้อง ต้องเรียกสามมีาส้่ศาลด้วย
เมื่อศาลเห็นว่าการน้ันจะเป็นคุณประโยชน์แก่หญิงน้ัน จะออกคำาสัง่อนุญาตก็ได้ และศาลจะถอน
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第一編 総則 第二章 人 第一節 自然人

คืนหรือจำากัดข้อคำาสัง่อนุญาตน้ันเมื่อใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Fr.219 

第 43条
I. 夫または妻、が本法に定められたそれと競合し、または本法正当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文な事由なく徒に許諾を躊躇い、または取り消したときは、その者を夫とする妻は、財産あるいは家屋のなく同一の氏名を使用したために、権徒に許諾を躊躇い、または取り消したときは、その者を夫とする妻は、財産あるいは家屋のに定められたそれと競合し、または本法許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。を民事及び商事法典とする。躊躇い、または取り消したときは、その者を夫とする妻は、財産あるいは家屋のい、仏歴または取り消すことができる。但し、第したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてを民事及び商事法典とする。夫または妻、とする妻は、仏歴財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することあるいは家屋を新築あるいは改築し、または増築あるいは大修繕を行うこと。の名称を民事及び商事法典とする。

うち専ら自己の］相続人としての地位を承認し、または放棄すること。に定められたそれと競合し、または本法帰属する部分に定められたそれと競合し、または本法関して、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。事務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。管理が本法に定められたそれと競合し、または本法行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法えるよう、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。ましてその名称を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。を民事及び商事法典とする。請求することができる。ますることが本法に定められたそれと競合し、または本法

でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

II. ［本条第 1項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがの名称を民事及び商事法典とする。］請求することができる。まの名称を民事及び商事法典とする。審理に定められたそれと競合し、または本法当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文たっては、仏歴［裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は］夫または妻、に定められたそれと競合し、または本法も出頭を命じなければならない。を民事及び商事法典とする。命じなければならない。
III. 当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。が本法に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。女性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法とって利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負を民事及び商事法典とする。もたらすと認められるが、他方にはそれがめられるとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。を民事及び商事法典とする。命じることが本法に定められたそれと競合し、または本法で

き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。また裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴相当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文と認められるが、他方にはそれがめられるとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は何ら明確に決定されて時でも、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが諾を請うことができる。を民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第し、仏歴または制限りにおいて、その効力を失う。することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

ส่วนที่ ๓第三款 ภูมิลำาเนา住所
-

มาตรา ๔๔
ภ้มิลำาเนาของบุคคลธรรมดา ได้แก่ถ่ินอันบุคคลน้ันมีสถานทีอ่ย่้เป็นแหล่งสำาคัญ

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) 43 [=43 sen.1] New Text (1992) 37 

Jp. Code (1896,98) * 21 Gr. Code (1896) [7 par.1] 

Miscellaneous Fr.102 [; S.C.23 par.1] 

第 44条
自然人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額とは、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法［継続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対して的な法原則［条理］に従う。に定められたそれと競合し、または本法］主な居所としている場所をいう。な居所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額としている場所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。いう。

-

มาตรา ๔๕
ถ้าบุคคลธรรมดามีถ่ินที่อย่้หลายแห่งซึ่งอย่้สับเปล่ียนกันไปก็ดี หรือมีหลักแหล่งที่ทำาการเป็นปกติ

ต่างแห่งหลายแห่งก็ดี ท่านให้ถือเอาแห่งใดแห่งหน่ึงดัง่กล่าวมาก่อนและหลังน้ันว่าเป็นภ้มิลำาเนาของ
บุคคลน้ัน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 38 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) 7 [=7 par.2] 

Miscellaneous Br.32 [; S.C.23 par.2] 

第 45条
自然人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。居所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。数カ所に有して往来を繰り返しているとき、またはその生活の本拠地を数カ所に有してい所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法有する。して往来を民事及び商事法典とする。繰り返しているとき、またはその生活の本拠地を数カ所に有していり返しているとき、またはその生活の本拠地を数カ所に有していしているとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴またはその名称を民事及び商事法典とする。生活を維持する上で不可欠な行為は、すべてこれをの名称を民事及び商事法典とする。本拠る。地を民事及び商事法典とする。数カ所に有して往来を繰り返しているとき、またはその生活の本拠地を数カ所に有してい所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法有する。してい

るとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴各々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。場合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。何ら明確に決定されてれか一ｶ所をその者の住所と見なす。所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。その名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額と見なす。
-

มาตรา ๔๖
ถ้าภ้มิลำาเนาไม่ปรากฏ ท่านให้ถือว่าถ่ินที่อย่้เป็นภ้มิลำาเนา
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第一編 総則 第二章 人 第一節 自然人

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 39 

Jp. Code (1896,98) * 22 Gr. Code (1896)

Miscellaneous [S.C.24 par.2] 

第 46条
［自然人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。］住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額が本法に定められたそれと競合し、または本法不明の名称を民事及び商事法典とする。場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。居所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額と見なす。

-

มาตรา ๔๗
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผ้้ไมม่ีทีอ่ย่้ปกติเป็นหลักแหล่งก็ดี หรือเป็นผ้้ครองชีพในการเดินทางไปมา

ปราศจากหลักแหล่งที่ทำาการงานก็ดี พบตัวในถ่ินไหน ท่านให้ถือว่าถ่ินน้ันเป็นภ้มิลำาเนาของบุคคล
น้ัน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 40 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Br.33 

第 47条
自然人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法常住するべき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。居所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。どこに定められたそれと競合し、または本法も有する。しない場合し、または本法、仏歴または営業の本拠地を置かずに、常に移動しながらそのの名称を民事及び商事法典とする。本拠る。地を民事及び商事法典とする。置かなければならない。かずに定められたそれと競合し、または本法、仏歴常に定められたそれと競合し、または本法移動しなが本法に定められたそれと競合し、または本法らその名称を民事及び商事法典とする。

生業の本拠地を置かずに、常に移動しながらそのを民事及び商事法典とする。営んでいる場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴何ら明確に決定されてれの名称を民事及び商事法典とする。場所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額でその名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてと遭遇した者、あるいは遭遇したであろう者全員が、同種の立場にある者に［通常］期待したに定められたそれと競合し、または本法せよ、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。場所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。その名称を民事及び商事法典とする。住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額と見なす。
-

มาตรา ๔๘
ภ้มิลำาเนายอ่มเปล่ียนไปด้วยการย้ายถ่ินทีอ่ย่้ พร้อมด้วยเจตนาปรากฏว่าจงใจจะเปล่ียนภ้มิลำาเนา

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [44] New Text (1992) 41 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) 7 [=7 par.3] 

Miscellaneous Br.34 [; * Fr. 103] 

第 48条
［自然人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。］住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴それを民事及び商事法典とする。変更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してしようとする意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。持する上で不可欠な行為は、すべてこれをって居所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。移転することにより、当然に変更される。することに定められたそれと競合し、または本法より、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法変更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してされる。

-

มาตรา ๔๙
ถ้าได้เลือกเอาถ่ินใดเป็นภ้มิลำาเนา แต่เฉพาะการเพื่อจะทำาการอนัใดอันหน่ึง ท่านให้ถือว่าถ่ินน้ัน

เป็นภ้มิลำาเนาในการอันน้ัน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 42 

Jp. Code (1896,98) * 24 Gr. Code (1896)

Miscellaneous Br.42; Arg.101 [; S.C.23 par.3] 

第 49条
何ら明確に決定されてらか一定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。ためだ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。けに定められたそれと競合し、または本法、仏歴ある場所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額として選定が本法に定められたそれと競合し、または本法したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴この名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法関してはその名称を民事及び商事法典とする。場所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。

［行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。］住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額と見なす。
-
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第一編 総則 第二章 人 第一節 自然人

มาตรา ๕๐
หญิงมีสามียอ่มถือเอาภ้มิลำาเนาของสามี ถ้าสามีไปต้ังภ้มิลำาเนาในถ่ินต่างประเทศ และหญิงไม่จำา

ต้องตามไปอย่้ด้วยไซร้ ท่านว่าหญิงน้ันย่อมมิได้ถือเอาภ้มิลำาเนาของสามี
ตราบใดสามยีังไมม่ีภ้มิลำาเนา หรือไมม่ีใครร้้ว่ามีภ้มิลำาเนาแห่งใด หรือหญิงมีสามมีิได้ถือเอา

ภ้มิลำาเนาของสามีไซร้ ตราบน้ัน ฝ่ายหญิงจะถือเอาภ้มิลำาเนาต่างหากจากสามีก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [45] New Text (1992) 43 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) * 10 

Miscellaneous S.25 [=S.C.25] 

第 50条
I. 夫または妻、を民事及び商事法典とする。有する。する女性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法夫または妻、の名称を民事及び商事法典とする。住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。置かなければならない。く同一の氏名を使用したために、権もの名称を民事及び商事法典とする。と見なす。［但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴］夫または妻、が本法に定められたそれと競合し、または本法国外の行為であっても、相当と認められる場合には、裁判所は、それを行の名称を民事及び商事法典とする。土地に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。置かなければならない。

き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが妻が本法に定められたそれと競合し、または本法夫または妻、に定められたそれと競合し、または本法同行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法する必要はない。但し、その者の署名を必要とする。の名称を民事及び商事法典とする。ない場合し、または本法は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。限りにおいて、その効力を失う。りではない。

II. 夫または妻、が本法に定められたそれと競合し、または本法未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法定が本法に定められたそれと競合し、または本法まった住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。有する。しないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴夫または妻、の名称を民事及び商事法典とする。住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算する者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法誰にも予防することのできな一人は誠実にこれを行わなければならない。いないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴または夫または妻、を民事及び商事法典とする。有する。する女性もないときは、文字をもって表記された金額が本法に定められたそれと競合し、または本法夫または妻、の名称を民事及び商事法典とする。

住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法自らの名称を民事及び商事法典とする。住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。置かなければならない。く同一の氏名を使用したために、権意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。もっていないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。女性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴夫または妻、とは異なる住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。置かなければならない。く同一の氏名を使用したために、権ことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๕๑
ภ้มิลำาเนาของผ้้เยาว์ หรือของบุคคลผ้้ไร้ความสามารถน้ัน ได้แก่ภ้มิลำาเนาของผ้้แทนโดยชอบ

ธรรม
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 45 New Text (1992) 44 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) [11] 

Miscellaneous Br.36 [; S.C.25] 

第 51条
未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されておよび商事法典とする。禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法あるもの名称を民事及び商事法典とする。とする。

-

มาตรา ๕๒
ข้าราชการทั้งปวงน้ัน ท่านถือว่ายอ่มมีภ้มิลำาเนา ณ ถ่ินอนัเป็นทีท่ำาการตามตำาแหน่งหน้าที่ หาก

มิใช่เป็นตำาแหน่งหน้าที่ชัว่คราวชัว่ระยะเวลา หรือเป็นเพียงแต่งต้ังไปฉะเพาะการครั้งเดียวคราวเดียว
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 46 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) [9] 

Miscellaneous Br.37; Arg.90 

第 52条
公務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。員が、同種の立場にある者に［通常］期待の名称を民事及び商事法典とする。住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。職責に基づく任地にあるものとする。但し、その職責が暫定的なものであるとき、まに定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づく同一の氏名を使用したために、権任の請求は、この限りではない。地に定められたそれと競合し、または本法あるもの名称を民事及び商事法典とする。とする。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。職責に基づく任地にあるものとする。但し、その職責が暫定的なものであるとき、まが本法に定められたそれと競合し、または本法暫定が本法に定められたそれと競合し、または本法的な法原則［条理］に従う。なもの名称を民事及び商事法典とする。であるとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴ま

たは一回限りにおいて、その効力を失う。りの名称を民事及び商事法典とする。委任の請求は、この限りではない。に定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づく同一の氏名を使用したために、権に定められたそれと競合し、または本法過ぎないときは、その限りではない。ぎないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。限りにおいて、その効力を失う。りではない。
-

― 18 ―



第一編 総則 第二章 人 第一節 自然人

ส่วนที่ ๔第四款 สาบศูนย์失踪
-

มาตรา ๕๓
ถ้าบุคคลใดไปเสียจากภ้มิลำาเนาหรือถ่ินที่อย่้ ท้ังมิได้ต้ังตัวแทนมอบอำานาจทัว่ไปไว้ และไม่มีใครร้้

แน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรไซร้ เมื่อผ้ม้ีส่วนได้เสียคนใดคนหน่ึง หรือพนักงานอยัยการร้องขอต่อ
ศาลๆ จะสัง่การให้ทำาพลางตามที่จำาเป็นเพื่อจัดการทรัพย์สินของบุคคลน้ันก็ได้

อน่ึงเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปปีหน่ึงแล้ว นับแต่วันที่บุคคลน้ันไปเสียจากภ้มิลำาเนาหรือถ่ินทีอ่ย่้ ไมม่ี
ใครได้รับข่าวคราวประการใดเลยก็ดี หรือปีหน่ึงนับแต่วันมีผ้้ได้พบเห็น หรือได้ทราบข่าวมาเป็นครั้ง
หลังที่สุดก็ดี ศาลจะต้ังแต่งผ้้จัดการทรัพย์สินของบุคคลผ้้น้ันข้ึนก็ได้

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 64 New Text (1992) 48 

Jp. Code (1896,98) 25 Gr. Code (1896) 1911 

Miscellaneous Br.463 

第 53条
I. ある者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。選任の請求は、この限りではない。して包括的な法原則［条理］に従う。な管理権を民事及び商事法典とする。委託することなく、その住所または居所から失踪し、且つその死することなく同一の氏名を使用したために、権、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額または居所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額から失う。踪し、且つその死し、仏歴且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがその名称を民事及び商事法典とする。死によっ

亡し、それらの者の死亡時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同を民事及び商事法典とする。確に決定されて知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すする者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法誰にも予防することのできな一人は誠実にこれを行わなければならない。いないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。害をいう。関係において不利益を負人は誠実にこれを行わなければならない。または検察官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁の名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。まに定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。財

産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること管理に定められたそれと競合し、または本法必要はない。但し、その者の署名を必要とする。不可欠な行為は、すべてこれをの名称を民事及び商事法典とする。処分を民事及び商事法典とする。暫定が本法に定められたそれと競合し、または本法的な法原則［条理］に従う。に定められたそれと競合し、または本法命じることが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

II. なお、仏歴不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額または居所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額から失う。踪し、且つその死した日よりその効力を発する。から起算すして 1年を民事及び商事法典とする。経過ぎないときは、その限りではない。し、仏歴［その名称を民事及び商事法典とする。間にわたって、賃貸借を行うこと。、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてから］何ら明確に決定されて等か
の名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第息を支払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてを民事及び商事法典とする。受することができる。け取った者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法誰にも予防することのできな一人は誠実にこれを行わなければならない。いないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴または、仏歴何ら明確に決定されてれかの名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法最も少後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法遭遇した者、あるいは遭遇したであろう者全員が、同種の立場にある者に［通常］期待し、仏歴あるいはその名称を民事及び商事法典とする。

最も少後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第息を支払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてを民事及び商事法典とする。知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場た日よりその効力を発する。から起算すして 1年が本法に定められたそれと競合し、または本法経過ぎないときは、その限りではない。したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、または本法管理人は誠実にこれを行わなければならない。
を民事及び商事法典とする。選任の請求は、この限りではない。することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

-

มาตรา ๕๔
ถ้าผ้้ไมอ่ย่้น้ันได้ต้ังตัวแทนมอบอำานาจทัว่ไปไว้ แต่หากการมอบอำานาจน้ันถึงที่สุดลงก็ดี หรือ

ปรากฏว่าการที่ตัวแทนจัดทรัพย์สินน้ันเกลือกจะเสียหายแก่ผ้้ไม่อย่้ก็ดี ท่านให้นำาบทบัญญัติตาม
ความในมาตราก่อนมาใช้

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 65 New Text (1992) 49 

Jp. Code (1896,98) 25 [, 26] Gr. Code (1896) [1911] 

Miscellaneous

第 54条
不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて自身によって執筆される必要はない。但し、その者の署名を必要とする。が本法に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。選任の請求は、この限りではない。して包括的な法原則［条理］に従う。な管理権を民事及び商事法典とする。委託することなく、その住所または居所から失踪し、且つその死していた場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいても、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。委託することなく、その住所または居所から失踪し、且つその死行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。が本法に定められたそれと競合し、または本法消すことができる。但し、第滅

したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴またはその名称を民事及び商事法典とする。代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法よる管理行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。が本法に定められたそれと競合し、または本法不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することに定められたそれと競合し、または本法損害をいう。を民事及び商事法典とする。生じさせる虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してが本法に定められたそれと競合し、または本法あると判明したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴

第 53条の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法を民事及び商事法典とする。準用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する。
-

มาตรา ๕๕
เมื่อผ้ม้ีส่วนได้เสียคนใดคนหน่ึง หรือพนักงานอยัยการร้องขอ ศาลจะสัง่ตัวแทนผ้้รบัมอบอำานาจ

ทัว่ไปให้จัดการทำาบัญชีทรพัย์สินของผ้้ไม่อย่้น้ันข้ึนก็ได้
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Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 50 

Jp. Code (1896,98) * 27 par.2 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 55条
裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。害をいう。関係において不利益を負人は誠実にこれを行わなければならない。または検察官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁の名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。まに定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。目録を作成するよう、［不在者が選任しを民事及び商事法典とする。作成するよう、仏歴［不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法選任の請求は、この限りではない。し

た］包括代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法命じることが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๕๖
ถ้าเป็นการจำาเป็นที่ตัวแทนผ้้รับมอบอำานาจทัว่ไปจะต้องทำาการอันใดอนัหน่ึง เกินขอบอำานาจที่ได้

รับไว้ เมื่อขออนุญาตต่อศาลได้แล้ว จะทำาการเช่นน้ันก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 66 New Text (1992) 51 

Jp. Code (1896,98) 28 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 56条
［不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法選任の請求は、この限りではない。した］包括代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。は、仏歴［不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。保存することを条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、または本法］委託することなく、その住所または居所から失踪し、且つその死された代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理権を民事及び商事法典とする。越える事務が必要える事務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法必要はない。但し、その者の署名を必要とする。

不可欠な行為は、すべてこれをなとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。ましてその名称を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが可を民事及び商事法典とする。申請し、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが可を民事及び商事法典とする。得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場ての名称を民事及び商事法典とする。み、仏歴これを民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法うことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๕๗
ผ้้จัดการทีศ่าลได้ต้ังแต่งข้ึนน้ัน ต้องทำาบัญชีทรพัย์สินของผ้้ไม่อย่้ในขณะเมื่อเข้าจัดการ บัญชี

ทรัพย์สินน้ีต้องทำาต่อหน้าพะยานสองคน และให้ลงลายมือชื่อพะยานในบัญชีน้ันด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 67 New Text (1992) 52 

Jp. Code (1896,98) 27 par.1 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 57条
裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法より選任の請求は、この限りではない。された［不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。］財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること管理人は誠実にこれを行わなければならない。は、仏歴管理の名称を民事及び商事法典とする。開始し、死によっ時に定められたそれと競合し、または本法不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。目録を作成するよう、［不在者が選任しを民事及び商事法典とする。作成しなければ

ならない。この名称を民事及び商事法典とする。目録を作成するよう、［不在者が選任しは、仏歴二人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。証人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。立会の下に作成しなければならず、また、その証人が目録内に署名するこの名称を民事及び商事法典とする。下すことができる。に定められたそれと競合し、または本法作成しなければならず、仏歴また、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。証人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法目録を作成するよう、［不在者が選任し内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法署名するこ

とを民事及び商事法典とする。要はない。但し、その者の署名を必要とする。する。
-

มาตรา ๕๘
ผ้้จัดการน้ันมีอำานาจหน้าอย่างตัวแทนผ้้รับมอบอำานาจทัว่ไป เมื่อจะทำาการใดๆ เกินขอบอำานาจ 

ต้องได้รับอนุญาตของศาลก่อนแล้วจึงทำาได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 68 New Text (1992) 54 

Jp. Code (1896,98) 28 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 58条
［裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法より選任の請求は、この限りではない。された］財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること管理人は誠実にこれを行わなければならない。は、仏歴［不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法選任の請求は、この限りではない。した］包括代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。と同様の効力を有する。の名称を民事及び商事法典とする。権限りにおいて、その効力を失う。を民事及び商事法典とする。有する。する。委託することなく、その住所または居所から失踪し、且つその死され
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た代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理権を民事及び商事法典とする。越える事務が必要える事務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法おうとするとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴事前に定められたそれと競合し、または本法裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。ましてその名称を民事及び商事法典とする。許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが可を民事及び商事法典とする。申請しなければならない。
-

มาตรา ๕๙
ถ้าผ้้ไมอ่ย่้ได้ต้ังแต่งตัวแทนผ้้รับมอบอำานาจฉะเพาะการอนัใดไว้ ผ้้จัดการหาอาจจะสอบเข้าไป

เก่ียวข้องกับการที่เป็นอำานาจเฉพาะการเช่นน้ันได้ไม่ แต่ถ้ามาพิจารณาเห็นปรากฏว่าการที่ตัวแทนจัด
ทำาอย่้น้ันเกลือกจะเสียหายแก่ผ้้ไมอ่ย่้ไซร้ ก็อาจจะร้องขอให้ศาลถอดถอนตัวแทนน้ันเสียได้

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 69 New Text (1992) 55 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Plan.vol.I. No.625 

第 59条
不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法特定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。事務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴自ら代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。選任の請求は、この限りではない。していたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴［裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法より選任の請求は、この限りではない。された］財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること管理人は誠実にこれを行わなければならない。は、仏歴こ

の名称を民事及び商事法典とする。事務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。管理権限りにおいて、その効力を失う。に定められたそれと競合し、または本法かかる事項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがに定められたそれと競合し、または本法は、仏歴一切な注意義務を順守していたにもかかわらず、あるいは順守したとしても、誰にも予防することのできな干渉することができない。但し、その代理人による事務管理の結果、することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。ない。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法よる事務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。管理の名称を民事及び商事法典とする。結ぶ場合において、］婚姻の時点で男性側［が未成年の場合］は満果、仏歴

不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて［の名称を民事及び商事法典とする。財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること］に定められたそれと競合し、または本法損害をいう。が本法に定められたそれと競合し、または本法生じる虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してが本法に定められたそれと競合し、または本法あると判明した場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴［財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること管理人は誠実にこれを行わなければならない。は、仏歴］その名称を民事及び商事法典とする。代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。解任の請求は、この限りではない。を民事及び商事法典とする。裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額

に定められたそれと競合し、または本法請求することができる。ますることが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๖๐
ศาลจะสัง่เองในขณะใดๆ หรือจะมีคำาสัง่เมื่อผ้้ใดผ้้หน่ึงซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการ

ร้องขอข้ึนในการเหล่าน้ี ก็สัง่ได้ คือ
(๑) ให้ผ้้จัดการหาประกันให้ไว้เพ่ือการที่จัดทำา และเพ่ือส่งคืนทรัพย์สินทีม่อบไว้
(๒) ให้ผ้้จัดการแจ้งรายงานให้ทราบวา่ทรัพย์สินทีว่่ามาแลว้น้ันเป็นอย่างไรๆ
(๓) ถอดถอนผ้้จัดการออกเสียโดยมเีหตุอันสมควร และตั้งแต่งผ้้อื่นให้จัดการแทนผ้้น้ันต่อไป

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 70 New Text (1992) 56 

Jp. Code (1896,98) 29 par.1 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 60条
裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴職権に定められたそれと競合し、または本法よって、仏歴または利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。害をいう。関係において不利益を負人は誠実にこれを行わなければならない。あるいは検察官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁の名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。まに定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴次に掲げる行為をするためには、予め保佐人の同意を得たのでなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。ことを民事及び商事法典とする。命じる［ことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。

る］。即ちち

(1) ［裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法より選任の請求は、この限りではない。された］財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること管理人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。管理行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法関し、仏歴また、仏歴委託することなく、その住所または居所から失踪し、且つその死された財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。返しているとき、またはその生活の本拠地を数カ所に有してい還を確実にを民事及び商事法典とする。確に決定されて実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法

するために定められたそれと競合し、または本法、仏歴担するべき側にとって有利な解釈を採用する。保を民事及び商事法典とする。提供させること。させること。

(2) 財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること管理人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法、仏歴不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。状態にある場合において、その者の夫または妻、を民事及び商事法典とする。報で公示する。告を下すことができる。させること。

(3) 相当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文の名称を民事及び商事法典とする。事由なく徒に許諾を躊躇い、または取り消したときは、その者を夫とする妻は、財産あるいは家屋のが本法に定められたそれと競合し、または本法ある場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること管理人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。解任の請求は、この限りではない。して他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてを民事及び商事法典とする。選任の請求は、この限りではない。し、仏歴管理を民事及び商事法典とする。続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対して行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法させること。

-

มาตรา ๖๑
ศาลจะมีคำาสัง่ให้ผ้้จัดการได้รับสินจ้างคิดจ่ายจากทรัพย์สินของผ้้ไมอ่ย่้ก็ได้
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第一編 総則 第二章 人 第一節 自然人

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 71 New Text (1992) 57 

Jp. Code (1896,98) 29 par.2 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 61条
裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴［不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、または本法自らが本法に定められたそれと競合し、または本法選任の請求は、この限りではない。する］財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること管理人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法、仏歴不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することから報で公示する。酬を支払うよう命じることがを民事及び商事法典とする。支払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてうよう命じることが本法に定められたそれと競合し、または本法

でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๖๒
อำานาจของผ้้จัดการน้ัน ย่อมสุดส้ินลงในกรณีดัง่กล่าวต่อไปน้ี คอื

(๑) เมื่อผ้้ไม่อย่้น้ันกลับมา
(๒) เมื่อได้หลักฐานเป็นแน่ชัดวา่ผ้้ไม่อย่้น้ันยังคงมีชีวิตอย่้ หรือถึงแก่ความตาย
(๓) เมื่อผ้้จัดการลาออกหรือถึงแก่ความตาย
(๔) เมื่อศาลมีคำาสัง่แสดงความสาบศ้นย์
(๕) เมื่อศาลถอดถอนผ้้จัดการ

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 72 New Text (1992) 58 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Plan.vol.I. No.636 

第 62条
［裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法より選任の請求は、この限りではない。された］財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること管理人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。権限りにおいて、その効力を失う。は、仏歴次に掲げる行為をするためには、予め保佐人の同意を得たのでなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。事由なく徒に許諾を躊躇い、または取り消したときは、その者を夫とする妻は、財産あるいは家屋のに定められたそれと競合し、または本法より当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法終了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっする。即ちち

(1) 不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法帰還を確実にしたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

(2) 不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。すること、仏歴あるいは既に死亡したかが不明のとき。に定められたそれと競合し、または本法死によっ亡し、それらの者の死亡時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同したことを民事及び商事法典とする。明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法伝える証拠を［裁判所が］入手したとき。える証拠る。を民事及び商事法典とする。［裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額が本法に定められたそれと競合し、または本法］入手したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

(3) 財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること管理人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法辞任の請求は、この限りではない。したか、仏歴または死によっ亡し、それらの者の死亡時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

(4) 裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額が本法に定められたそれと競合し、または本法［不在者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがいて］失う。踪し、且つその死宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。下すことができる。したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

(5) 裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額が本法に定められたそれと競合し、または本法財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること管理人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。解任の請求は、この限りではない。したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

-

มาตรา ๖๓
กฎหมายลักษณะตัวแทนดัง่กล่าวไว้ในลักษณะ ๑๕ แห่งบรรพ ๓ น้ัน ท่านให้ใช้บังคับในการ

จัดการทรพัย์สินของผ้้ไม่อย่้เพียงที่ไม่ขัดขวาง หรือไม่แย้งกับความในส่วนน้ี
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 73 New Text (1992) 60 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 63条
本法の名称を民事及び商事法典とする。典とする。第三編第十五章の代理人に関する規定は、本款の趣旨に抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不在の名称を民事及び商事法典とする。代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法関する規定が本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴本款の趣旨に抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不在の名称を民事及び商事法典とする。趣旨と矛盾する限りにおいて、その効力を失う。に定められたそれと競合し、または本法抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不在あるいは齟齬のない限りにおいて、不在の名称を民事及び商事法典とする。ない限りにおいて、その効力を失う。りに定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴不在

者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。管理行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法これを民事及び商事法典とする。適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する。
-
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第一編 総則 第二章 人 第一節 自然人

มาตรา ๖๔
ถ้าบุคคลได้ไปจากภ้มิลำาเนาหรือถ่ินทีอ่ย่้ และตราบเท่าเจ็ดปีไมม่ีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดี

อย่างไร เมื่อผ้้ใดผ้้หน่ึงซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยยการร้องขอต่อศาลๆ จะสัง่ให้บุคคลเช่นน้ัน
เป็นคนสาบศน้ย์ก็ได้

วิธีเดียวกันน้ี ท่านให้ใช้ตลอดถึงบุคคลซึ่งได้ไปถึงสมรภ้มิแ์ห่งสงคราม หรือไปตกอย่้ในเรือเมื่อ
อับปาง หรือไปตกต้องในฐานทจีะเป็นภยันตรายแก่ชีวิตประการอื่นใด หากนับแต่เวลาเมื่อสงครามได้
ส้ินสุดลงแล้ว หรือนับแต่เมื่อเรืออับปาง หรือนับแต่เมื่อภยนัตรายประการอื่นๆ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว
น้ัน ได้เวลาถึงสามปียังไมม่ีใครทราบว่าบคุคลน้ันเป็นตายร้ายดีอย่างไร

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 74 New Text (1992) 61 

Jp. Code (1896,98) 30 Gr. Code (1896) [13 - 17] 

Miscellaneous [S.C.38 par.1] 

第 64条
I. ある者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額または居所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額から立ち去ってからってから 7年が本法に定められたそれと競合し、または本法経過ぎないときは、その限りではない。し、仏歴且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。生死によっを民事及び商事法典とする。確に決定されて知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すする者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法誰にも予防することのできな一人は誠実にこれを行わなければならない。いない
とき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。害をいう。関係において不利益を負人は誠実にこれを行わなければならない。または検察官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁の名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。まに定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づいて失う。踪し、且つその死の名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

II. ある個人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法戦地に定められたそれと競合し、または本法臨んでいた場合、沈没した船舶に乗船していた場合、またはその他生命の危険に遭遇した場んでいた場合し、または本法、仏歴沈没した船舶に乗船していた場合、またはその他生命の危険に遭遇した場した船舶に乗船していた場合、またはその他生命の危険に遭遇した場に定められたそれと競合し、または本法乗船していた場合し、または本法、仏歴またはその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法生命の名称を民事及び商事法典とする。危険に遭遇した場に定められたそれと競合し、または本法遭遇した者、あるいは遭遇したであろう者全員が、同種の立場にある者に［通常］期待した場

合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴それぞれ、仏歴戦争うとき、または他人が正当な権限なく同一の氏名を使用したために、権が本法に定められたそれと競合し、または本法終結ぶ場合において、］婚姻の時点で男性側［が未成年の場合］は満した時点に開始し、死によっ、仏歴船舶に乗船していた場合、またはその他生命の危険に遭遇した場が本法に定められたそれと競合し、または本法沈没した船舶に乗船していた場合、またはその他生命の危険に遭遇した場した時点に開始し、死によっ、仏歴あるいはその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。危難に遭遇して複数の者が死亡し、それらの者の死亡時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同が本法に定められたそれと競合し、または本法去ってからった時点に開始し、死によっから起

算すして 3年を民事及び商事法典とする。経過ぎないときは、その限りではない。するも、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。個人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。生死によっを民事及び商事法典とする。知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算する者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法誰にも予防することのできな一人は誠実にこれを行わなければならない。いないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。もまた、仏歴［本条第 1項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがと］同様の効力を有する。とする。
-

มาตรา ๖๕
บุคคลอนัศาลได้มคีำาสัง่ให้เป็นคนสาบศน้ย์แล้วน้ัน ท่านให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำาหนด

ระยะเวลาดัง่ได้ระบุไว้ในมาตราก่อนน้ัน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [75] New Text (1992) 62 

Jp. Code (1896,98) * 31 Gr. Code (1896) [18] 

Miscellaneous [S.C.38 par.2] 

第 65条
裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額より失う。踪し、且つその死の名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。受することができる。けた者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては、仏歴第 64条に定められたそれと競合し、または本法規定が本法に定められたそれと競合し、または本法された期間にわたって、賃貸借を行うこと。が本法に定められたそれと競合し、または本法満了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっした時点に開始し、死によっに定められたそれと競合し、または本法死によっ亡し、それらの者の死亡時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同したもの名称を民事及び商事法典とする。と見なす。

-

มาตรา ๖๖
ถ้าพิส้จน์ได้ว่าบุคคลที่สาบศ้นย์น้ันยังคงมีชวีิตอย่้ก็ดี หรือว่าตายในเวลาอื่นผิดไปจากเวลาดัง่ระบุ

ไว้ในมาตราก่อนน้ันก็ดี เมื่อบคุคลผ้้น้ันเอง หรือผ้้ใดผ้้หน่ึงผ้้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยยการ
ร้องขอต่อศาลๆ จะต้องถอนคำาสัง่แสดงความสาบศ้นย์น้ันให้ แต่การถอนคำาสัง่น้ียอ่มไม่กระทบ
กระทัง่ถึงความสมบ้รณ์แห่งการทั้งหลาย อนัได้ทำาไปโดยสุจริตในระวางเวลาต้ังแต่ศาลมีคำาสัง่แสดง
ความสาบศน้ย์จนถึงเวลาถอนคำาสัง่น้ันแต่อย่างหน่ึงอย่างใด

อน่ึงบุคคลผ้้ได้ทรัพย์สินมาเน่ืองแต่การที่ศาลสัง่แสดงสาบศ้นย์ แต่ต้องเสียสิทธิของตนไปเพราะ
ศาลสัง่[ถอนคำาสัง่]แสดงสาบศน้ย์น้ัน จำาต้องส่งคืนทรพัย์สินแต่เพียงเท่าที่ยังได้เป็นลาภแก่ตนอย่้
เท่าน้ัน
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第一編 総則 第二章 人 第一節 自然人

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [76] New Text (1992) 63 

Jp. Code (1896,98) * 32 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 66条
I. 裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額より失う。踪し、且つその死の名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。受することができる。けた者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法なおも生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。すること、仏歴または第 65条に定められたそれと競合し、または本法掲げた何れかの者の請求に基づげられたもの名称を民事及び商事法典とする。と異なる時に定められたそれと競合し、または本法死によっ亡し、それらの者の死亡時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同し
たことが本法に定められたそれと競合し、または本法証明されたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴本人は誠実にこれを行わなければならない。、仏歴何ら明確に決定されてれかの名称を民事及び商事法典とする。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。害をいう。関係において不利益を負人は誠実にこれを行わなければならない。または検察官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁の名称を民事及び商事法典とする。申請に定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づいて、仏歴失う。踪し、且つその死の名称を民事及び商事法典とする。宣

告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第さなければならない。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴失う。踪し、且つその死の名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。の名称を民事及び商事法典とする。時からその名称を民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第しに定められたそれと競合し、または本法至るまでの間に、善意になされた如何るまでの名称を民事及び商事法典とする。間にわたって、賃貸借を行うこと。に定められたそれと競合し、または本法、仏歴善意に定められたそれと競合し、または本法なされた如何ら明確に決定されて

なる行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。も、仏歴失う。踪し、且つその死宣告を下すことができる。の名称を民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第しに定められたそれと競合し、または本法よってその名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。を民事及び商事法典とする。妨げられない。げられない。

II. なお、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法よる失う。踪し、且つその死宣告を下すことができる。の名称を民事及び商事法典とする。結ぶ場合において、］婚姻の時点で男性側［が未成年の場合］は満果として［何ら明確に決定されて等かの名称を民事及び商事法典とする。］財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することを民事及び商事法典とする。取得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場したが本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。失う。踪し、且つその死宣告を下すことができる。の名称を民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第しに定められたそれと競合し、または本法よって自

己の］相続人としての地位を承認し、または放棄すること。の名称を民事及び商事法典とする。権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。喪失う。した者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては、仏歴現に利益を得ている限度において、［その］財産を返還しなければならない。に定められたそれと競合し、または本法利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負を民事及び商事法典とする。得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場ている限りにおいて、その効力を失う。度において、［その］財産を返還しなければならない。に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴［その名称を民事及び商事法典とする。］財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することを民事及び商事法典とする。返しているとき、またはその生活の本拠地を数カ所に有してい還を確実にしなければならない。
-

มาตรา ๖๗
คำาสัง่ศาลแสดงสาบศ้นย์ก็ดี หรือสัง่ถอนคำาสัง่น้ันก็ดี ท่านให้โฆษณาในราชกิจจานุเบกษา

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 64 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Fr.118 

第 67条
失う。踪し、且つその死の名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。および商事法典とする。その名称を民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第しは、仏歴官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁報で公示する。でこれを民事及び商事法典とする。公示する。する。

-
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第一編 総則 第二章 人 第二節 法人

หมวด ๒第二節 นีติบุคคล法人
ส่วนที่ ๑第一款 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป総則

-

มาตรา ๖๘
อนัว่านีติบุคคลน้ัน จะมีข้ึนได้ก็แต่ด้วยอาศยัอำานาจแห่งบทบัญญัติทั้งหลายของประมวลกฎหมาย

น้ีหรือกฎหมายอื่น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) 78 New Text (1992) 65 

Jp. Code (1896,98) * 33 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 68条
法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。というもの名称を民事及び商事法典とする。は、仏歴本法の名称を民事及び商事法典とする。典とする。ならび商事法典とする。に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文ての名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法従う。っての名称を民事及び商事法典とする。み、仏歴これを民事及び商事法典とする。設立することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

-

มาตรา ๖๙
นีติบุคคลยอ่มมีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ต้องตามบทบัญญัติทั้งปวงแห่งกฎหมาย ภายในขอบวัตถุที่

ประสงค์ของตน ดัง่มีกำาหนดไว้ในข้อบังคับ หรือตราสารจัดต้ัง
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 66 

Jp. Code (1896,98) * 43 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 69条
法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。は、仏歴［関連する］法の名称を民事及び商事法典とする。律全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文ての名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法従う。い、仏歴定が本法に定められたそれと競合し、または本法款の趣旨に抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不在または寄附行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。で規定が本法に定められたそれと競合し、または本法された自らの名称を民事及び商事法典とする。目的な法原則［条理］に従う。に定められたそれと競合し、または本法相応の生活を維持する上で不可欠な行為は、すべてこれをする範囲内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。

に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。享受することができる。し義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。負う。
-

มาตรา ๗๐
ภายใต้บังคับมาตราก่อนน้ัน นีติบุคคลยอ่มมีสิทธิและหน้าที่เหมอืนบคุคลธรรมดา เว้นเสียแต่สิทธิ

และหน้าที่ซึ่งว่าโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้ฉะเพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่าน้ัน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 79 New Text (1992) 67 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous S.C.53 

第 70条
第 69条で規定が本法に定められたそれと競合し、または本法された範囲内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。は当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法、仏歴自然人は誠実にこれを行わなければならない。と同様の効力を有する。の名称を民事及び商事法典とする。権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。有する。し義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。負う。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。本性もないときは、文字をもって表記された金額
からして自然人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法固有する。の名称を民事及び商事法典とする。権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法関しては、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。限りにおいて、その効力を失う。りではない。

-

มาตรา ๗๑
ภ้มิลำาเนาของนีติบุคคลน้ัน ได้แก่ถ่ินที่สำานักงานใหญ่ หรือถ่ินที่ต้ังทำาการ หรือถ่ินที่ได้เลือกเอา
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第一編 総則 第二章 人 第二節 法人

เป็นภ้มิลำาเนาฉะเพาะการตามข้อบังคับ หรือตราสารจัดต้ัง
อน่ึงถ่ินทีม่ีสาขาสำานักงาน จะจัดว่าเป็นภ้มิลำาเนาในส่วนกิจการอันทำา ณ ที่น้ันด้วยก็ได้

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 80 New Text (1992) 68 

Jp. Code (1896,98) 50 Gr. Code (1896) [24, 80] 

Miscellaneous S.C.56; Br.35 

第 71条
I. 法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。主な居所としている場所をいう。な事務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額の名称を民事及び商事法典とする。所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額在地あるいは事業の本拠地を置かずに、常に移動しながらその所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額の名称を民事及び商事法典とする。所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額在地、仏歴または定が本法に定められたそれと競合し、または本法款の趣旨に抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不在あるいは寄附行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法よって特に定められたそれと競合し、または本法指定が本法に定められたそれと競合し、または本法

された場所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。有する。する。

II. なお、仏歴支所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額の名称を民事及び商事法典とする。所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額在地を民事及び商事法典とする。、仏歴そこで執務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。される業の本拠地を置かずに、常に移動しながらその務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法関する［法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。］住所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額と指定が本法に定められたそれと競合し、または本法することもまた、仏歴許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがされる。
-

มาตรา ๗๒
จำาพวกที่กล่าวต่อไปน้ี ยอ่มเป็นนีติบคุคล คือ

(๑) ทะบวงการเมือง
(๒) วัดวาอาราม
(๓) ห้างหุ้นสว่นที่จดทะเบียนแลว้
(๔) บริษทัจำากัด
(๕) สมาคม
(๖) ม้ลนิธิได้รับอำานาจแล้ว
(๗) สหกรณ์จดทะเบียนแล้ว

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 81 New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 72条
以下すことができる。に定められたそれと競合し、または本法掲げた何れかの者の請求に基づげる種の立場にある者に［通常］期待類の名称を民事及び商事法典とする。もの名称を民事及び商事法典とする。は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法これを民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。とする。即ちち

(1) 政府機関

(2) 寺院で入院治療を受けなければならないとき。

(3) 登記済みパートナーシップみパートナーシップ

(4) 有する。限りにおいて、その効力を失う。会の下に作成しなければならず、また、その証人が目録内に署名するこ社

(5) 社団

(6) 認められるが、他方にはそれが可済みパートナーシップみ財団

(7) 登記済みパートナーシップみ協同組合し、または本法

-

มาตรา ๗๓
ทะบวงการเมอืงน้ัน คือ กระทรวงและกรมในรัฐบาล เทศาภิบาลปกครองท้องที่ และประชาบาล

ทั้งหลาย
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Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 82 New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 73条
政府機関とは即ちち、仏歴中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが央政府の名称を民事及び商事法典とする。各省庁、仏歴地方に行われる慣習の教えに従う。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法政機関、仏歴および商事法典とする。地域自治体から］分離した時点に開始し、死によっの名称を民事及び商事法典とする。あらゆるもの名称を民事及び商事法典とする。を民事及び商事法典とする。いう。

-

มาตรา ๗๔
การจัดควบคมุทะบวงการเมืองและวัดวาอารามย่อมเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งปวงที่

ว่าการน้ัน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 83 par.1 New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 74条
政府機関および商事法典とする。寺院で入院治療を受けなければならないとき。の名称を民事及び商事法典とする。管理は、仏歴それに定められたそれと競合し、または本法関する法の名称を民事及び商事法典とする。律および商事法典とする。［その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。］法の名称を民事及び商事法典とする。令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法従う。う。

-

มาตรา ๗๕
อนัความประสงค์ของนีติบุคคลน้ัน ยอ่มแสดงปรากฏจากผ้้แทนทั้งหลายของนีติบุคคลน้ัน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 70 

Jp. Code (1896,98) [53] Gr. Code (1896) [26, 32, 86] 

Miscellaneous * S.C.55 [=S.C.55 par.1]; Br.17 

第 75条
法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理する者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文員が、同種の立場にある者に［通常］期待でこれを民事及び商事法典とする。表示する。する。

-

มาตรา ๗๖
ผ้้จัดการทั้งหลายก็ดี ผ้้แทนอื่นก็ดี ของนีติบุคคล หากทำาการตามหน้าที่ได้ทำาให้เกิดความเสียหาย

อย่างหน่ึงอย่างใดแก่บุคคลอื่นไซร้ ท่านว่านีติบุคคลจำาต้องเสียค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย
น้ัน แต่มีสิทธิจะไล่เบี้ยเอาแก่ตัวผ้้เป็นต้นเหตุทำาความเสียหายได้ภายหลัง

ถ้าและความเสียหายแก่บุคคลอื่นน้ันเกิดแต่ทำาการอันใดอันหน่ึงซึ่งมิได้อย่้ภายในชอบวัตประสงค์
แห่งนีติบุคคลน้ันไซร้ ท่านว่าสมาชิก หรือผ้้จัดการทั้งหลายเหล่าน้ัน บรรดาที่ได้ออกเสียงลงมติให้
ทำาการเช่นน้ัน กับทั้งผ้้จัดการและผ้้แทนอื่นๆ ทั้งหลายบรรดาที่ได้เป็นผ้้ลงมือทำาการจะต้องรับผิด
ร่วมกันออกใช้ค่าสินไหมทดแทน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 76 

Jp. Code (1896,98) * 44 Gr. Code (1896) 31 

Miscellaneous Br.15 
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第 76条
I. 法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。理事各人は誠実にこれを行わなければならない。、仏歴または法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理するその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。個人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。職務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。遂行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法が本法に定められたそれと競合し、または本法原因が解消したときは、裁判所は、禁治産者自身または第で他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法何ら明確に決定されて等かの名称を民事及び商事法典とする。損害をいう。を民事及び商事法典とする。加えて命じることができる。

えたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法損害をいう。を民事及び商事法典とする。賠償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償すしなければならない。但し、その者の署名を必要とする。し法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。は事後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。、仏歴損害をいう。の名称を民事及び商事法典とする。第一原因が解消したときは、裁判所は、禁治産者自身または第である者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まして求することができる。ま償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償すす

る権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。有する。することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

II. 法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。目的な法原則［条理］に従う。の名称を民事及び商事法典とする。範囲を民事及び商事法典とする。超える期間にわたって、賃貸借を行うこと。える何ら明確に決定されて等かの名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法よって他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法損害をいう。を民事及び商事法典とする。加えて命じることができる。えたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法うことに定められたそれと競合し、または本法賛意を民事及び商事法典とする。投

じた全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文ての名称を民事及び商事法典とする。社員が、同種の立場にある者に［通常］期待あるいは理事は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。署名を民事及び商事法典とする。以て承認められるが、他方にはそれがを民事及び商事法典とする。与えることができる。えた理事および商事法典とする。その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文員が、同種の立場にある者に［通常］期待とと

もに定められたそれと競合し、または本法、仏歴連帯してその損害を賠償しなければならない。してその名称を民事及び商事法典とする。損害をいう。を民事及び商事法典とする。賠償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償すしなければならない。
-

มาตรา ๗๗
ถ้ามีผ้้จัดการหลายคน และมิได้มีข้อกำาหนดไว้เป็นประการอื่นในข้อบังกับหรือตราสารจัดต้ังก็ดี 

มิได้มีบัญญัติไว้เป็นประการอื่นโดยกฎหมายก็ดี การจะทำาความตกลงต่างๆ ในทางอำานวยกิจการของ
นีติบุคคลน้ัน ท่านให้เป็นไปตามเสียงข้างมากในหม่้ผ้้จัดการทั้งหลายด้วยกัน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 71 

Jp. Code (1896,98) * 52 par.2 Gr. Code (1896) [28, 86] 

Miscellaneous

第 77条
理事が本法に定められたそれと競合し、または本法数人は誠実にこれを行わなければならない。いる場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴定が本法に定められたそれと競合し、または本法款の趣旨に抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不在または寄附行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法別段の定めがないとき、または法律に別段の定めのないの名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法めが本法に定められたそれと競合し、または本法ないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴または法の名称を民事及び商事法典とする。律に定められたそれと競合し、または本法別段の定めがないとき、または法律に別段の定めのないの名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法めの名称を民事及び商事法典とする。ない

とき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。運営に定められたそれと競合し、または本法関する各種の立場にある者に［通常］期待の名称を民事及び商事法典とする。決議を唱えないときは、夫は、暗黙のうちに許諾をは、仏歴理事全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文員が、同種の立場にある者に［通常］期待の名称を民事及び商事法典とする。過ぎないときは、その限りではない。半数を民事及び商事法典とする。以てこれを民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法う。
-

มาตรา ๗๘
ข้อจำากัดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงอำานาจของผ้้จัดการทั้งหลายในการเป็นผ้้แทนนีติบคุคลน้ันอย่าง

ใดๆ ก็ดี ท่านว่าหาอาจจะยกข้ึนเป็นข้อต่อส้้บุคคลภายนอกผ้ท้ำาโดยสุจริตได้ไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 72 

Jp. Code (1896,98) * 54 Gr. Code (1896) 26 [=26 par.2] [, 68, 70, 86] 

Miscellaneous

第 78条
法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。として理事の名称を民事及び商事法典とする。権限りにおいて、その効力を失う。の名称を民事及び商事法典とする。制限りにおいて、その効力を失う。または変更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対しては、仏歴これを民事及び商事法典とする。以て善意の名称を民事及び商事法典とする。第三者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。ま抗することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。ない。

-

มาตรา ๗๙
ถ้ามีตำาแหน่งว่างลงในจำานวนผ้้จัดการ และมีเหตุควรวิตกว่าทิ้ งตำาแหน่งว่างไว้ช้าไปเกลือกจะเกิด

ความเสียหายข้ึนได้ไซร้ เมื่อผ้้มีส่วนได้เสียคนใดคนหน่ึง หรือพนักงานอยัยการร้องขอต่อศาลๆ จะ
แต่งต้ังผ้้จัดการชัว่คราวข้ึนก็ได้

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) 90 New Text (1992) 73 

Jp. Code (1896,98) * 56 Gr. Code (1896) 29 

Miscellaneous

第 79条
法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。理事に定められたそれと競合し、または本法欠な行為は、すべてこれを員が、同種の立場にある者に［通常］期待が本法に定められたそれと競合し、または本法ある場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。地位を脱して成年としての地位を取得する。を民事及び商事法典とする。空席のままに放置しておくと、損害が発生する虞があると憂の名称を民事及び商事法典とする。ままに定められたそれと競合し、または本法放置かなければならない。しておく同一の氏名を使用したために、権と、仏歴損害をいう。が本法に定められたそれと競合し、または本法発する。生する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してが本法に定められたそれと競合し、または本法あると憂

慮すべき事由があるときは、裁判所は、何れかの利害関係人または検察官の請求に基づき、仮理事を選任するすべき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。事由なく徒に許諾を躊躇い、または取り消したときは、その者を夫とする妻は、財産あるいは家屋のが本法に定められたそれと競合し、または本法あるとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴何ら明確に決定されてれかの名称を民事及び商事法典とする。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。害をいう。関係において不利益を負人は誠実にこれを行わなければならない。または検察官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁の名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。まに定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴仮理事を民事及び商事法典とする。選任の請求は、この限りではない。する
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ことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๘๐
ในการอนัใด ถ้าประโยชนท์างได้ทางเสียของนีติบุคคลฝ่ายหน่ึง กับของตัวผ้้จัดการอีกฝ่ายหน่ึง

เป็นปฏิปักข์แก่กัน ท่านว่าในการอนัน้ันผ้้จัดการเป็นอันไม่มอีำานาจเป็นผ้้แทนได้ ในกรณีเช่นน้ี ต้อง
ต้ังแต่งผ้้แทนข้ึนฉะเพาะการน้ันตามบทบัญญัติมาตราก่อนน้ี

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 74 

Jp. Code (1896,98) * 57 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 80条
事項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがの名称を民事及び商事法典とする。如何ら明確に決定されてを民事及び商事法典とする。問わず、法人の利害と法人の理事個人の利害が相反するときは、その理事は、当該事項に関してわず、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。害をいう。と法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。理事個人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。害をいう。が本法に定められたそれと競合し、または本法相反して行われた行為も、これを取り消すことができる。するとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。理事は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該事項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがに定められたそれと競合し、または本法関して

法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。たる権限りにおいて、その効力を失う。を民事及び商事法典とする。有する。しない。この名称を民事及び商事法典とする。場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいては、仏歴第 79条の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法従う。って［＝一身専属的な行為］は、すべてこれを行うことができる。準じて］、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該事項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがに定められたそれと競合し、または本法関
する特命理事を民事及び商事法典とする。選任の請求は、この限りではない。しなければならない。

-

ส่วนที่ ๒第二款 มูลนิธิ財団法人
-

มาตรา ๘๑
ม้ลนิธิน้ันได้แก่ทรัพย์สินอันจัดสรรไว้เป็นแพนกเพื่อบำาเพ็ญทาน การศาสนา วทิยาศาสตร์ 

วรรณคดี หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่นๆ และไม่ได้หมายค้ากำาไร
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 84 New Text (1992) 110 

Jp. Code (1896,98) 34 Gr. Code (1896) 80 

Miscellaneous Sch.p.41 

第 81条
財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。とは、仏歴慈善事業の本拠地を置かずに、常に移動しながらその、仏歴宗教えに従う。、仏歴科する刑事判決を受け、服役中であるとき。学技術、仏歴文学、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法公益を負に定められたそれと競合し、または本法奉仕する機関として提供された財産であって、する機関として提供させること。された財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することであって、仏歴

営利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。目的な法原則［条理］に従う。としないもの名称を民事及び商事法典とする。を民事及び商事法典とする。いう。
-

มาตรา ๘๒
ม้ลนิธิน้ันจะต้องก่อต้ังด้วยทำาตราสารลงไว้ มีข้อความสำาคัญตามรายการดังต่อไปน้ี

(๑) ช่ือของม้ลนิธิ
(๒) วัตถุที่ประสงคข์องม้ลนิธิ
(๓) สำานักงานของม้ลนิธิ แมจ้ะพึงมี
(๔) ข้อกำาหนดวา่ด้วยทรัพย์สินของม้ลนิธิ
(๕) ข้อกำาหนดวา่ด้วยการตั้งแตง่และถอดถอนผ้้จัดการทั้งหลายของม้ลนิธิ
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Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) 55 par.1 [??] , 86 New Text (1992) 112 

Jp. Code (1896,98) * 37 [, 39] Gr. Code (1896) [81, 85] 

Miscellaneous [S.C.80, 81, 83] 

第 82条
財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。は、仏歴寄附行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法よって以下すことができる。に定められたそれと競合し、または本法掲げた何れかの者の請求に基づげる事項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがを民事及び商事法典とする。内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。容とする根本規則［＝定款］を規定し、これを設立しなけとする根本規則［＝一身専属的な行為］は、すべてこれを行うことができる。定が本法に定められたそれと競合し、または本法款の趣旨に抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不在］を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法し、仏歴これを民事及び商事法典とする。設立しなけ

ればならない。

(1) 財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。名称を民事及び商事法典とする。。

(2) 財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。目的な法原則［条理］に従う。。

(3) 財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。事務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額。 設立予定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。もの名称を民事及び商事法典とする。も含む。む。

(4) 財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。資産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することに定められたそれと競合し、または本法関する規定が本法に定められたそれと競合し、または本法。

(5) 財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。理事の名称を民事及び商事法典とする。任の請求は、この限りではない。免れる限りにおいて、いかなる法律行為もこれを行うことがでに定められたそれと競合し、または本法関する規定が本法に定められたそれと競合し、または本法。

-

มาตรา ๘๓
ถ้าม้ลนิธิก่อต้ังข้ึนด้วยนีติกรรมทำายกให้แต่ยังมีชีวิต ท่านให้ใช้บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะให้ 

อนุโลมตามควรแก่บท
ถ้าม้ลนิธิก่อต้ังข้ึนด้วยพินัยกรรม์ ท่านให้ใช้บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะมฤดก อนุโลมตามควร

แก่บท
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) 39 [??], * 41 Gr. Code (1896) 80 [??] 

Miscellaneous Br.24 

第 83条
I. 生前の名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法よって財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。設立を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法うとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴贈与えることができる。に定められたそれと競合し、または本法関する章の代理人に関する規定は、本款の趣旨に抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不在の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法を民事及び商事法典とする。準用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する。

II. 遺言または立法趣旨に拠る。に定められたそれと競合し、または本法よって財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。設立を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法うとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴相続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対して［＝一身専属的な行為］は、すべてこれを行うことができる。遺贈］に定められたそれと競合し、または本法関する章の代理人に関する規定は、本款の趣旨に抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不在の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法を民事及び商事法典とする。準用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する。
-

มาตรา ๘๔
ถ้าผ้้ต้ังม้ลนิธิตายเสียแต่ยังมิทันได้ทำาข้อกำาหนดว่าด้วยชื่อ หรือสำานักงานของม้ลนิธิ หรือว่าด้วย

วิธีต้ังแต่งและถอดถอนผ้้จัดการของม้ลนิธิไซร้ การเหล่าน้ี เมื่อผ้้มีส่วนได้เสียคนใดคนหน่ึงหรืออยั
ยการร้องขอต่อศาล ก็ให้ศาลกำาหนดให้

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 119 

Jp. Code (1896,98) * 40 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 84条
財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。設立する者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。名称を民事及び商事法典とする。、仏歴事務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額［の名称を民事及び商事法典とする。所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額在地］または理事の名称を民事及び商事法典とする。任の請求は、この限りではない。免れる限りにおいて、いかなる法律行為もこれを行うことがでの名称を民事及び商事法典とする。方に行われる慣習の教えに従う。法の名称を民事及び商事法典とする。を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法めないで死によっ亡し、それらの者の死亡時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。

は、仏歴利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。害をいう。関係において不利益を負人は誠実にこれを行わなければならない。または検察官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁の名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。まに定められたそれと競合し、または本法より、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額が本法に定められたそれと競合し、または本法これを民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法めなければならない。
-

มาตรา ๘๕
ม้ลนิธิน้ัน จะจัดต้ังข้ึนเป็นนีติบุคคลด้วยรัฐบาลให้อำานาจเช่นน้ันก็ได้
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อน่ึงภายในสิบสีวันนับแต่รัฐบาลได้ให้อำานาจแล้ว ให้เสนาบดีผ้้เป็นเจ้าหน้าที่จัดการให้เก็บใจความ
แห่งข้อสำาคัญของนิธิน้ัน โฆษณาในราชกิจจานุเบกษา

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 85 [=85 par.2], 87 par.2 New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) [34] Gr. Code (1896) [22, 80] 

Miscellaneous

第 85条
I. 財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。は、仏歴政府が本法に定められたそれと競合し、または本法法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。としての名称を民事及び商事法典とする。権能を民事及び商事法典とする。付与えることができる。することに定められたそれと競合し、または本法よって、仏歴これを民事及び商事法典とする。設立することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

II. なお、仏歴［財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。監督の下に置かなければならない。を民事及び商事法典とする。］担するべき側にとって有利な解釈を採用する。当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する主な居所としている場所をいう。務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁庁の名称を民事及び商事法典とする。長官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁は、仏歴政府が本法に定められたそれと競合し、または本法権能を民事及び商事法典とする。付与えることができる。した時点に開始し、死によっから 14日よりその効力を発する。以内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。財
団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。根本規則［＝一身専属的な行為］は、すべてこれを行うことができる。定が本法に定められたそれと競合し、または本法款の趣旨に抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不在］の名称を民事及び商事法典とする。要はない。但し、その者の署名を必要とする。旨と矛盾する限りにおいて、その効力を失う。を民事及び商事法典とする。提出させ、仏歴官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁報で公示する。でこれを民事及び商事法典とする。公示する。しなければならない。

-

มาตรา ๘๖
การให้อำานาจแก่ม้ลนิธิน้ัน ย่อมสุดแล้วแต่อำาเภอใจของรัฐบาล และจะบังคับให้มีข้อไขอย่างไรๆ 

แล้วจึ่งอนุญาตตามที่เห็นควรก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 87 par.1 New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 86条
［第 85条に定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づく同一の氏名を使用したために、権］財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まする権能の名称を民事及び商事法典とする。付与えることができる。は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法政府の名称を民事及び商事法典とする。裁量が文字と数字の両方をもって表記されいて、［その］文字表記と数字表記とが一致せに定められたそれと競合し、または本法属し、仏歴適切な注意義務を順守していたにもかかわらず、あるいは順守したとしても、誰にも予防することのできなと認められるが、他方にはそれがめられる場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴

何ら明確に決定されて等かの名称を民事及び商事法典とする。条件として、種々の権利を享受することができる。を民事及び商事法典とする。付して［法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。としての名称を民事及び商事法典とする。権能を民事及び商事法典とする。］認められるが、他方にはそれが可することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๘๗
ในกรณีที่เป็นม้ลนิธิอันได้รับอำานาจแต่รัฐบาล ท่านว่าทรพัย์สินอนัได้จัดสรรไว้โดยนีติกรรมทำายก

ให้แต่ยังมีชีวิตน้ัน ยอ่มตกเป็นของม้ลนิธิต้ังแต่เวลาที่รัฐบาลให้อำานาจเป็นต้นไป
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) * 42 Gr. Code (1896) [82, 83] 

Miscellaneous

第 87条
政府の名称を民事及び商事法典とする。権能付与えることができる。に定められたそれと競合し、または本法よって設立された財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいては、仏歴生前の名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法よって提供させること。された財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することは、仏歴

政府が本法に定められたそれと競合し、または本法権能を民事及び商事法典とする。付与えることができる。した時点に開始し、死によっから当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法帰属する。
-

มาตรา ๘๘
ในความเก่ียวพนักับบุคคลภายนอก ม้ลนิธิที่ได้รับอำานาจแล้วมีผ้้จัดการทั้งหลายเป็นผ้้แทนของ

ม้ลนิธิน้ัน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 88 par.1 New Text (1992) 123 

Jp. Code (1896,98) 53 Gr. Code (1896) 26 [, 86] 

Miscellaneous
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第一編 総則 第二章 人 第二節 法人

第 88条
［法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。としての名称を民事及び商事法典とする。］権能を民事及び商事法典とする。付与えることができる。された財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。と第三者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてとの名称を民事及び商事法典とする。関係において不利益を負に定められたそれと競合し、または本法おいては、仏歴財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。理事全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文員が、同種の立場にある者に［通常］期待が本法に定められたそれと競合し、または本法法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理

する。
-

มาตรา ๘๙
ในส่วนความเก่ียวพนัระวางม้ลนิธิที่ได้รับอำานาจกับผ้้จัดการทั้งหลายของม้ลนิธิน้ันเองก็ดี ระวางผ้้

จัดการเหล่าน้ันกับบุคคลภายนอกก็ดี ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายน้ี 
ลักษณะตัวแทน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 89 New Text (1992) 77 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 89条
［法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。としての名称を民事及び商事法典とする。］権能を民事及び商事法典とする。付与えることができる。された財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。とその名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。理事全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文体から］分離した時点に開始し、死によっとの名称を民事及び商事法典とする。関係において不利益を負、仏歴または法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。理事全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文体から］分離した時点に開始し、死によっと第三者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて

との名称を民事及び商事法典とする。関係において不利益を負に定められたそれと競合し、または本法つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがいては、仏歴本法の名称を民事及び商事法典とする。典とする。中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがの名称を民事及び商事法典とする。代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法関する規定が本法に定められたそれと競合し、または本法を民事及び商事法典とする。適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する。
-

มาตรา ๙๐
ม้ลนิธิทุกรายย่อมตกอย่้ในบังคับความด้แลตรวจตราของรัฐบาล เจ้าพนักงานผ้้ใดอนัรัฐบาลได้ต้ัง

แต่งไปเพื่อการน้ันแล้ว ให้เข้าด้สมุดหนังสือกับบัญชีของม้ลนิธิได้ในเวลาใดๆ อนัสมควร เจ้า
พนักงานผ้้น้ันอาจจะสอบสวนผ้้จัดการและตัวแทน หรือล้กจ้างในม้ลนิธิด้วยข้อความใดๆ ที่เก่ียวกับ
ม้ลนิธิน้ันได้

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 91 New Text (1992) 128 

Jp. Code (1896,98) 67 Gr. Code (1896)

Miscellaneous [S.C.84] 

第 90条
全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文ての名称を民事及び商事法典とする。財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法政府の名称を民事及び商事法典とする。監督の下に置かなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。下すことができる。に定められたそれと競合し、または本法置かなければならない。かれる。この名称を民事及び商事法典とする。目的な法原則［条理］に従う。の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、または本法政府が本法に定められたそれと競合し、または本法任の請求は、この限りではない。命した係において不利益を負官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁は、仏歴必要はない。但し、その者の署名を必要とする。なとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。

に定められたそれと競合し、または本法は何ら明確に決定されて時でも、仏歴財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法立ち入ってその名称を民事及び商事法典とする。会の下に作成しなければならず、また、その証人が目録内に署名するこ計帳簿を閲覧することができる。［また、］この係官は、当該財団法を民事及び商事法典とする。閲覧することができる。［また、］この係官は、当該財団法することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。［また、仏歴］この名称を民事及び商事法典とする。係において不利益を負官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該財団法の名称を民事及び商事法典とする。

人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法関する事項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがであれば如何ら明確に決定されてなることであれ、仏歴それに定められたそれと競合し、または本法つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがいて、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。理事、仏歴［その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。］代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。、仏歴あるいは使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文

人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。尋問わず、法人の利害と法人の理事個人の利害が相反するときは、その理事は、当該事項に関してすることが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๙๑
ถ้าผ้้จัดการทั้งหลายจัดการผิดพลาดเส่ือมเสียก็ดี ทำาการฝ่าฝืนข้อความแห่งตราสารก่อต้ังม้ลนิธิก็

ดี เมื่อพนักงานอยัยการ หรือผ้้มีส่วนได้เสียคนใดคนหน่ึงร้องขอต่อศาลๆ จะถอดถอนผ้้จัดการและ
ต้ังแต่งผ้้จัดการข้ึนใหม่คนหน่ึงหรือหลายคนก็ได้

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 129 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous
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第一編 総則 第二章 人 第二節 法人

第 91条
財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。理事が本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴［法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。］管理に定められたそれと競合し、または本法当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文たり、仏歴過ぎないときは、その限りではない。失う。に定められたそれと競合し、または本法よって［法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法］損害をいう。を民事及び商事法典とする。及び商事法典とする。ぼしたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴または財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。寄

附行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法違が認められ、且つ反して行われた行為も、これを取り消すことができる。したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴［裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴］検察官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁または何ら明確に決定されてれかの名称を民事及び商事法典とする。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。害をいう。関係において不利益を負人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。まに定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づいて理事を民事及び商事法典とする。解

任の請求は、この限りではない。し、仏歴一人は誠実にこれを行わなければならない。あるいは数人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。新理事を民事及び商事法典とする。任の請求は、この限りではない。命することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๙๒
ม้ลนิธิน้ันย่อมส้ินสุดลงด้วยเหตุประการหน่ึงประการใด ดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี คือ

(๑) เลิกตามบทบัญญตัิที่กล่าวไว้ในตราสารตั้งม้ลนิธิน้ัน
(๒) เมื่อวัตถุทีป่ระสงค์แห่งม้ลนิธิน้ันสำาเร็จบริบ้รณ์แลว้ หรือกลายเป็นการพ้นวิสัย
(๓) เมื่อม้ลนิธน้ัินล้มละลาย
(๔) เมื่อมีคำาสัง่ของศาลตามข้อความในมาตราต่อไปน้ี

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 92 New Text (1992) 130 

Jp. Code (1896,98) 68, 70 Gr. Code (1896) [41, 42] 

Miscellaneous [S.C.88 par.1] 

第 92条
財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。は、仏歴以下すことができる。に定められたそれと競合し、または本法掲げた何れかの者の請求に基づげるいずれかの名称を民事及び商事法典とする。事由なく徒に許諾を躊躇い、または取り消したときは、その者を夫とする妻は、財産あるいは家屋のに定められたそれと競合し、または本法より、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法終了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっする。即ちち

(1) 財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。寄附行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法定が本法に定められたそれと競合し、または本法められた規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法従う。って解散した［とき］。した［とき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。］。

(2) その名称を民事及び商事法典とする。財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。目的な法原則［条理］に従う。が本法に定められたそれと競合し、または本法達した時点で、未成年の地位を脱して成年としての地位を取得する。成されたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴または不可能となったとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

(3) 財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法破産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することしたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

(4) 次に掲げる行為をするためには、予め保佐人の同意を得たのでなければならない。条以下すことができる。の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づく同一の氏名を使用したために、権裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額の名称を民事及び商事法典とする。［解散した［とき］。］命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法が本法に定められたそれと競合し、または本法あったとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

-

มาตรา ๙๓
เมื่อพนักงานอยัยการ หรือผ้้ใดผ้้หน่ึงซึ่งมีส่วนได้เสียด้วยยนืคำาร้องต่อศาลๆ จะมคีำาสัง่ให้เลิก

ม้ลนิธิน้ันเสีย และต้ังแต่งผ้้ชำาระบัญชีคนหน่ึงหรือหลายคน ในกรณีที่กล่าวต่อไปน้ีอย่างหน่ึงอย่างใด
ก็ได้ คอื

(๑) ถ้าม้ลนิธิน้ันได้ก่อตั้งขึ้นขัดต่อบทบัญญัติในส่วนน้ี หรือว่าม้ลนิธน้ัินทำาการขัดต่อกฎหมายก็ดี หรือขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ด้วยเหมือนกัน

(๒) ถ้าวา่เป็นอันจะจัดการม้ลนิธิน้ัน ให้ดำาเนินอย่้ต่อไปอีกไม่ได้ ไมเ่ลือกว่าเพราะเหตุประการใดๆ
(๓) ถ้าม้ลนิธิทำาการฝ่าฝืนบทบัญญัติในตราสารตั้งม้ลนิธิน้ันเอง หรือฝ่าฝืนข้อไขซึ่งรฐับาลได้ให้อำานาจไว้

อน่ึงศาลจะถอดถอนผ้้จัดการทั้งหลายและแต่งต้ังผ้้จัดการข้ึนใหมค่นหน่ึง หรือหลายคนแทนสัง่
เลิกม้ลนิธิก็ได้

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 93 New Text (1992) 131 

Jp. Code (1896,98) 71 Gr. Code (1896) [43, 87] 

Miscellaneous [S.C.88 par.2, 89] 
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第一編 総則 第二章 人 第二節 法人

第 93条
I. 次に掲げる行為をするためには、予め保佐人の同意を得たのでなければならない。に定められたそれと競合し、または本法掲げた何れかの者の請求に基づげる場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいては、仏歴検察官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁または利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。害をいう。関係において不利益を負を民事及び商事法典とする。有する。する何ら明確に決定されてれかの名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まして請求することができる。ましたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴

［裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴］財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。解散した［とき］。を民事及び商事法典とする。命じ、仏歴一人は誠実にこれを行わなければならない。あるいは数人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。清算す人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。任の請求は、この限りではない。命することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。即ちち

(1) 財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法本款の趣旨に抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不在の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法反して行われた行為も、これを取り消すことができる。して設立されたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴または法の名称を民事及び商事法典とする。令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法違が認められ、且つ反して行われた行為も、これを取り消すことができる。する行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。社会の下に作成しなければならず、また、その証人が目録内に署名するこの名称を民事及び商事法典とする。安寧

［を民事及び商事法典とする。脅かし］あるいは善良の風俗に反する行為をしたときもまた、同様とする。かし］あるいは善良の風俗に反する行為をしたときもまた、同様とする。の名称を民事及び商事法典とする。風俗に反する行為をしたときもまた、同様とする。に定められたそれと競合し、または本法反して行われた行為も、これを取り消すことができる。する行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。もまた、仏歴同様の効力を有する。とする。

(2) その名称を民事及び商事法典とする。原因が解消したときは、裁判所は、禁治産者自身または第の名称を民事及び商事法典とする。如何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法かかわらず、仏歴財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。事業の本拠地を置かずに、常に移動しながらそのを民事及び商事法典とする。継続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してすることが本法に定められたそれと競合し、または本法困難に遭遇して複数の者が死亡し、それらの者の死亡時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同となったとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

(3) 財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。寄附行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがの名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法反して行われた行為も、これを取り消すことができる。した行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴または政府が本法に定められたそれと競合し、または本法［法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。としての名称を民事及び商事法典とする。］権能を民事及び商事法典とする。付与えることができる。

した際に心神喪失状態にある時点で行われたことを証明することができ、且つ行為の相手方もに定められたそれと競合し、または本法定が本法に定められたそれと競合し、または本法めた条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法反して行われた行為も、これを取り消すことができる。した行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

II. なお裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴［当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。］理事全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文員が、同種の立場にある者に［通常］期待を民事及び商事法典とする。解任の請求は、この限りではない。し、仏歴一人は誠実にこれを行わなければならない。または数人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。新理事を民事及び商事法典とする。任の請求は、この限りではない。命した上で、仏歴［その名称を民事及び商事法典とする。新理事

に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まして］財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。解散した［とき］。を民事及び商事法典とする。命じることもでき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๙๔
ภายในเวลาสิบส่ีวนันับแต่ม้ลนิธิอนัได้รับอำานาจจากรัฐบาลได้ถึงที่ส้ินสุดลงน้ัน ผ้้จัดการทั้งหลาย

ต้องทำาหนังสือแจ้งความน้ันแก่ทะบวงการเจ้าหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่นำาความออกประกาศโฆษณาใน
ราชกิจจานุเบกษาภายในสิบส่ีวันนับแต่เมื่อได้รับแจ้งความ

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 132 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 94条
政府から［法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。としての名称を民事及び商事法典とする。］権能の名称を民事及び商事法典とする。付与えることができる。を民事及び商事法典とする。受することができる。けた財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法解散した［とき］。するに定められたそれと競合し、または本法至るまでの間に、善意になされた如何ったとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴解散した［とき］。の名称を民事及び商事法典とする。時から 14日よりその効力を発する。以内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。
に定められたそれと競合し、または本法、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。理事全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文員が、同種の立場にある者に［通常］期待が本法に定められたそれと競合し、または本法書を作成することが義務づけられている場合であっても、その証書面でその旨を主務官庁に届け出なければならない。主務官庁の係官は、解散の届け出をでその名称を民事及び商事法典とする。旨と矛盾する限りにおいて、その効力を失う。を民事及び商事法典とする。主な居所としている場所をいう。務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁庁に定められたそれと競合し、または本法届け出なければならない。主務官庁の係官は、解散の届け出をけ出なければならない。主な居所としている場所をいう。務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁庁の名称を民事及び商事法典とする。係において不利益を負官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁は、仏歴解散した［とき］。の名称を民事及び商事法典とする。届け出なければならない。主務官庁の係官は、解散の届け出をけ出を民事及び商事法典とする。

受することができる。けた時から 14日よりその効力を発する。以内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法、仏歴官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁報で公示する。でそれを民事及び商事法典とする。公示する。しなければならない。
-

มาตรา ๙๕
ในการชำาระบัญชมี้ลนิธิน้ัน ให้ใช้บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการชำาระบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัท

บังคับอนุโลมตามควรแก่บทน้ันๆ
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 94 New Text (1992) 133 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 95条
財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。清算すに定められたそれと競合し、または本法は、仏歴本法の名称を民事及び商事法典とする。典とする。中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがの名称を民事及び商事法典とする。パートナーシップおよび商事法典とする。有する。限りにおいて、その効力を失う。会の下に作成しなければならず、また、その証人が目録内に署名するこ社の名称を民事及び商事法典とする。清算すに定められたそれと競合し、または本法関する規定が本法に定められたそれと競合し、または本法を民事及び商事法典とする。準用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する。

-

มาตรา ๙๖
เมื่อม้ลนิธิส้ินสุดลง ทรัพย์สินของม้ลนิธิน้ันให้โอนไปยังนีติบุคคล ตามที่จะพึงระบุไว้ในตราสารต้ัง

ม้ลนิธิน้ัน
เมื่อไมม่ีความกล่าวไว้ถึงนีติบุคคลเช่นว่าน้ี ถ้าพนักงานอยัยการ หรือผ้้ใดผ้้หน่ึงซึ่งมีส่วนได้เสีย

ด้วยมีคำาร้องขอต่อศาลไซร้ ศาลจงสัง่จัดสรรทรพัย์สินน้ันให้แก่นีติบุคคลซึ่งปรากฏว่ามวีัตถุที่ประสงค์
ใกล้ชิดกับวัตถุเดิมของม้ลนิธิน้ัน
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ถ้าหากว่าจัดสรรทรัพย์สินอย่างน้ีมิอาจจะทำาได้ก็ดี หรือว่าม้ลนิธิน้ันต้องบังคับให้เลิกเสียเพราะ
เหตุเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีแห่งประชาชนก็ดี ศาล
จะสัง่ให้ทรัพย์สินของม้ลนิธิตกไปเป็นของแผ่นดินก็ได้

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 95 New Text (1992) 134 

Jp. Code (1896,98) 72 Gr. Code (1896) 45, 46 [, 88] 

Miscellaneous

第 96条
I. 財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法解散した［とき］。したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴寄附行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。でなされた指名に定められたそれと競合し、または本法従う。って、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。資産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することを民事及び商事法典とする。［他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。］法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法譲り渡なければならり渡なければならなければなら

ない。

II. ［寄附行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法］その名称を民事及び商事法典とする。ような指名が本法に定められたそれと競合し、または本法ない場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴検察官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁または利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。害をいう。関係において不利益を負を民事及び商事法典とする。有する。する何ら明確に決定されてれかの名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。まに定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴

裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。それと類似の形式の記号が証書に記載されている場合、二人の証人が連署して保証した目的な法原則［条理］に従う。を民事及び商事法典とする。有する。する［他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。］法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。資産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することを民事及び商事法典とする。譲り渡なければならり渡なければならすよう命じることが本法に定められたそれと競合し、または本法で

き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

III. ［本条第 2項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがに定められたそれと競合し、または本法従う。った］資産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。譲り渡なければなら渡なければならが本法に定められたそれと競合し、または本法不可能な場合し、または本法、仏歴または当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法法の名称を民事及び商事法典とする。律に定められたそれと競合し、または本法違が認められ、且つ反して行われた行為も、これを取り消すことができる。したため、仏歴あるいは社

会の下に作成しなければならず、また、その証人が目録内に署名するこの名称を民事及び商事法典とする。安寧［を民事及び商事法典とする。脅かし］あるいは善良の風俗に反する行為をしたときもまた、同様とする。かし］もしく同一の氏名を使用したために、権は善良の風俗に反する行為をしたときもまた、同様とする。の名称を民事及び商事法典とする。風俗に反する行為をしたときもまた、同様とする。に定められたそれと競合し、または本法反して行われた行為も、これを取り消すことができる。した行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。したために定められたそれと競合し、または本法解散した［とき］。を民事及び商事法典とする。命ぜられた場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文

該財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。資産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することを民事及び商事法典とする。国庫に納めるよう命じることができる。に定められたそれと競合し、または本法納めるよう命じることができる。めるよう命じることが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๙๗
ข้อบังคับสำาหรับการให้อำานาจ การจดทะเบียนและการด้แลตรวจตราม้ลนิธิตามความที่กล่าวไว้ใน

ส่านน้ี ให้เสนาบดีผ้้ร ับผิดชอบในการปกครองท้องที่เป็นผ้อ้อกกฎข้อบังคับ
ให้เสนาบดีจัดการให้มีบัญชีรายนามม้ลนิธิทั้งหลายอันได้ให้อำานาจแล้วน้ันรักษาไว้ พร้อมทั้ง

รายการข้อสำาคัญอันได้โฆษณาในราชกิจจานุเบกษา
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 96 New Text (1992) 136 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 97条
I. 本款の趣旨に抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不在中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがに定められたそれと競合し、または本法規定が本法に定められたそれと競合し、または本法された［法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。としての名称を民事及び商事法典とする。］権能の名称を民事及び商事法典とする。付与えることができる。、仏歴財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。登記および商事法典とする。［主な居所としている場所をいう。務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁庁に定められたそれと競合し、または本法よる］その名称を民事及び商事法典とする。監督の下に置かなければならない。に定められたそれと競合し、または本法つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがいて

は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該地区の行政において［当該業務の］責任を負う主務官庁の長官が規則を制定する権限を有するものとの名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法政に定められたそれと競合し、または本法おいて［当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該業の本拠地を置かずに、常に移動しながらその務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。］責に基づく任地にあるものとする。但し、その職責が暫定的なものであるとき、ま任の請求は、この限りではない。を民事及び商事法典とする。負う主な居所としている場所をいう。務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁庁の名称を民事及び商事法典とする。長官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁が本法に定められたそれと競合し、または本法規則を民事及び商事法典とする。制定が本法に定められたそれと競合し、または本法する権限りにおいて、その効力を失う。を民事及び商事法典とする。有する。するもの名称を民事及び商事法典とする。と

する。

II. 主な居所としている場所をいう。務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁庁の名称を民事及び商事法典とする。長官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁は、仏歴［法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。としての名称を民事及び商事法典とする。］権能を民事及び商事法典とする。付与えることができる。した財団法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。すべての名称を民事及び商事法典とする。名簿を閲覧することができる。［また、］この係官は、当該財団法、仏歴ならび商事法典とする。に定められたそれと競合し、または本法官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁報で公示する。で公示する。された財団

法の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。根本規則［＝一身専属的な行為］は、すべてこれを行うことができる。定が本法に定められたそれと競合し、または本法款の趣旨に抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不在］の名称を民事及び商事法典とする。一覧することができる。［また、］この係官は、当該財団法を民事及び商事法典とする。作成させ、仏歴常に定められたそれと競合し、または本法最も少新の名称を民事及び商事法典とする。状態にある場合において、その者の夫または妻、に定められたそれと競合し、または本法保たなければならない。
-
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第一編 総則 第三章 物

ลกัษณะ ๓第三章 ทรัพย์物
-

มาตรา ๙๘
อนัว่าทรัพย์น้ัน โดยนีตินัยได้แก่วัตถุมีร้ปร่าง

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [97] New Text (1992) 137 

Jp. Code (1896,98) 85 Gr. Code (1896) * 90 

Miscellaneous

第 98条
物の中毒のために、ある個人が自というもの名称を民事及び商事法典とする。は即ちち、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。律上、仏歴有する。体から］分離した時点に開始し、死によっ物の中毒のために、ある個人が自を民事及び商事法典とする。いう。

-

มาตรา ๙๙
ทรัพย์สินน้ัน ท่านหมายความรวมทั้งทรัพยท์ั้งวัตถุไมม่ีร้ปร่าง ซ่ึงอาจมีราคาได้และถือเอาได้

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 138 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Arg.2349 

第 99条
財物の中毒のために、ある個人が自［あるいは財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること］とは、仏歴［有する。体から］分離した時点に開始し、死によっ物の中毒のために、ある個人が自たる］物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。ほか、仏歴価値を有する動産に関する権利の得喪を目的とする行為を行うこと。を民事及び商事法典とする。有する。することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが専有する。することの名称を民事及び商事法典とする。可能な無体から］分離した時点に開始し、死によっ

物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文てを民事及び商事法典とする。いう。
-

มาตรา ๑๐๐
อสังหาริมทรพัย์ ได้แก่ที่ดินกับทรัพย์อนัติดอย่้กับที่ดินน้ัน หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินน้ัน 

อน่ึงคำาว่าอสังหาริมทรพัย์ ท่านหมายรวมถึงสิทธิทั้งหลายอันเก่ียวกับกรรมสิทธิใ์นที่ดินด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [97, 98 par.1] New Text (1992) 139 

Jp. Code (1896,98) 86 [=86 par.1] Gr. Code (1896) * [94], 96 

Miscellaneous [S.C.667 par.2] 

第 100条
不動産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することとは即ちち、仏歴土地および商事法典とする。その名称を民事及び商事法典とする。土地に定められたそれと競合し、または本法付着した物、あるいは結合して一体をなす物をいう。なお、不動産というした物の中毒のために、ある個人が自、仏歴あるいは結ぶ場合において、］婚姻の時点で男性側［が未成年の場合］は満合し、または本法して一体から］分離した時点に開始し、死によっを民事及び商事法典とする。なす物の中毒のために、ある個人が自を民事及び商事法典とする。いう。なお、仏歴不動産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することという

語とその他の言語の二言語で作成されていて、それら二様の表記に意味の相違が認められ、且つ句はまた、その土地の所有権に関する［その他］全ての権利をも意味する。はまた、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。土地の名称を民事及び商事法典とする。所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額有する。権に定められたそれと競合し、または本法関する［その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法］全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文ての名称を民事及び商事法典とする。権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。も意味の相違が認められ、且つする。
-

มาตรา ๑๐๑
สังหาริมทรัพย์ ได้แก่ทรัพย์ทั้งหลายอนัอาจขนเคล่ือนจากแห่งหน่ึงไปแห่งอื่นได้ ไมว่่าเคล่ือนด้วย

แรงเดินแห่งตัวทรพัย์น้ันเอง หรือเคล่ือนด้วยกำาลังภายนอก อน่ึงคำาว่าสังหาริมทรัพย์ ท่าน
หมายความถึงกำาลังแรงแห่งธรรมชาติอนัอาจถือเอาได้ และทั้งสิทธิทั้งหลายอันเก่ียวด้วย
สังหาริมทรัพย์ด้วย
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Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [97, 98 par.2] New Text (1992) 140 

Jp. Code (1896,98) [86 par.2] Gr. Code (1896)

Miscellaneous Arg.2352; Br.47 

第 101条
動産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することとは即ちち、仏歴一か所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額から他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。場所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法移送することのできる全ての物をいう。その際、物の移送がその物自体のすることの名称を民事及び商事法典とする。でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文ての名称を民事及び商事法典とする。物の中毒のために、ある個人が自を民事及び商事法典とする。いう。その名称を民事及び商事法典とする。際に心神喪失状態にある時点で行われたことを証明することができ、且つ行為の相手方も、仏歴物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。移送することのできる全ての物をいう。その際、物の移送がその物自体のが本法に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。物の中毒のために、ある個人が自自体から］分離した時点に開始し、死によっの名称を民事及び商事法典とする。

もつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが移動力を発する。に定められたそれと競合し、または本法よるもの名称を民事及び商事法典とする。か、仏歴あるいは外の行為であっても、相当と認められる場合には、裁判所は、それを行部の名称を民事及び商事法典とする。動力を発する。に定められたそれと競合し、または本法よるもの名称を民事及び商事法典とする。かに定められたそれと競合し、または本法は関わらない。なお、仏歴動産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することという語とその他の言語の二言語で作成されていて、それら二様の表記に意味の相違が認められ、且つ句はまた、その土地の所有権に関する［その他］全ての権利をも意味する。はまた、仏歴自然

から得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場られ、仏歴且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが専有する。することの名称を民事及び商事法典とする。可能な原動力を発する。、仏歴および商事法典とする。動産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することに定められたそれと競合し、または本法関する全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文ての名称を民事及び商事法典とする。権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。も意味の相違が認められ、且つする。
-

มาตรา ๑๐๒
สังกมะทรัพย์ ได้แก่สังหาริมทรัพย์ซึ่ง โดยปกติ อาจใช้ของอื่นอันเป็นประเภทและชะนิดเดียวกัน 

มีปรมิาณเท่ากันแทนได้ อสังกมะทรัพย์ ได้แก่สังหาริมทรัพยอ์ันมิอาจจะใช้ของอื่นแทนเช่นน้ันได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [99] New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) * 91 

Miscellaneous Br.50; Baudry VI. No.18 

第 102条
代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場替物の中毒のために、ある個人が自とは即ちち、仏歴通常は同類同種の立場にある者に［通常］期待、仏歴同量が文字と数字の両方をもって表記されいて、［その］文字表記と数字表記とが一致せの名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。物の中毒のために、ある個人が自に定められたそれと競合し、または本法よって置かなければならない。き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。換えることの可能な動産をいい、不代替物とはえることの名称を民事及び商事法典とする。可能な動産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することを民事及び商事法典とする。いい、仏歴不代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場替物の中毒のために、ある個人が自とは

即ちち、仏歴他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。物の中毒のために、ある個人が自に定められたそれと競合し、または本法よって置かなければならない。き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。換えることの可能な動産をいい、不代替物とはえることの名称を民事及び商事法典とする。不可能な動産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することを民事及び商事法典とする。いう。
-

มาตรา ๑๐๓
โภคยทรัพย์ ได้แก่สังหาริมทรัพย์ ซ่ึง เมื่อใช้ยอ่มเสียภาวะเส่ือมสลายไปในทันใดเพราะการใช้น้ัน 

หรือซึ่งใช้ไปในที่สุดย่อมส้ินเปลืองหมดไป
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * [100] New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) 92 

Miscellaneous Br.51; Plan I. No.1279 

第 103条
消すことができる。但し、第費物の中毒のために、ある個人が自とは即ちち、仏歴それを民事及び商事法典とする。使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文すると、仏歴使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文の名称を民事及び商事法典とする。故に直ちにその実体を失い消滅してしまう動産、または使用し続けに定められたそれと競合し、または本法直ちに定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。実にこれを行わなければならない。体から］分離した時点に開始し、死によっを民事及び商事法典とする。失う。い消すことができる。但し、第滅してしまう動産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること、仏歴または使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文し続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してけ

ると、仏歴最も少後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法は消すことができる。但し、第耗し尽きてしまう動産をいう。き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。てしまう動産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することを民事及び商事法典とする。いう。
-

มาตรา ๑๐๔
ทรัพย์แบ่งได้น้ัน คือทรพัย์อนัอาจจะแยกออกจากกันเป็นส่วนๆ ได้จริงถนัดชัดแจ้ง แต่ละส่วนได้

ร้ปบริบ้รณ์ลำาพังตัว
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 141 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Br.52 

第 104条
可分物の中毒のために、ある個人が自とは、仏歴それを民事及び商事法典とする。構成部分に定められたそれと競合し、または本法完全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文に定められたそれと競合し、または本法分解しても、仏歴各部分が本法に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。個体から］分離した時点に開始し、死によっを民事及び商事法典とする。維持する上で不可欠な行為は、すべてこれをする［有する。体から］分離した時点に開始し、死によっ］物の中毒のために、ある個人が自を民事及び商事法典とする。いう。

-
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มาตรา ๑๐๕
ทรัพย์แบ่งไม่ได้ คอืทรัพย์อนัจะแยกออกจากกันไม่ได้ นอกจากเปล่ียนแปลงภาวะแห่งทรพัย์กับ

ทั้งทรัพย์ซึ่งตามกฎหมายท่านถือว่าแบ่งไม่ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 142 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Br.53 

第 105条
不可分物の中毒のために、ある個人が自とは、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。性もないときは、文字をもって表記された金額状を民事及び商事法典とする。変えることなく同一の氏名を使用したために、権、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。構成部分に定められたそれと競合し、または本法分解することの名称を民事及び商事法典とする。でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。ない物の中毒のために、ある個人が自、仏歴ならび商事法典とする。に定められたそれと競合し、または本法、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法よって

不可分と見なされる物の中毒のために、ある個人が自を民事及び商事法典とする。いう。
-

มาตรา ๑๐๖
ทรัพย์นอกพาณิชย์ ได้แก่ทรัพย์เช่นที่ไม่สามารถจะถือเอาได้ และทรัพย์ซึ่งไมโ่อนให้กันได้โดย

ชอบด้วยกฎหมาย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 143 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Br.69 

第 106条
非融通物の中毒のために、ある個人が自とは即ちち、仏歴専有する。することの名称を民事及び商事法典とする。でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。ない物の中毒のために、ある個人が自、仏歴および商事法典とする。合し、または本法法の名称を民事及び商事法典とする。的な法原則［条理］に従う。に定められたそれと競合し、または本法譲り渡なければなら渡なければならし合し、または本法うことの名称を民事及び商事法典とする。でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。ない物の中毒のために、ある個人が自を民事及び商事法典とする。いう。

-

มาตรา ๑๐๗
ส่วนควบของทรัพย์น้ัน คอืส่วนซึ่งว่าโดยสภาพแห่งทรัพย์ หรือโดยจารีตประเพณีแห่งทอ้งถ่ิน 

ยอ่มเป็นสาระสำาคัญในความเป็นอย่้ของทรัพย์น้ัน และไม่อาจจะแยกจากกันได้นอกจากจะทำาลาย 
หรือทำาบุบสลาย หรือทำาให้ทรัพย์น้ันเปล่ียนแปลงร้ปทรง

ใครเป็นเจ้าของทรัพย์ใด ย่อมมีกรรมสิทธิใ์นบรรดาส่วนควบทั้งหลายของทรัพยอ์ันน้ัน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [101 par.1] New Text (1992) 144 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) [93] 

Miscellaneous * S.C.642; Huebner 

第 107条
I. 物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。構成要はない。但し、その者の署名を必要とする。素とは、その物自体の性質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部とは、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。物の中毒のために、ある個人が自自体から］分離した時点に開始し、死によっの名称を民事及び商事法典とする。性もないときは、文字をもって表記された金額質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部に定められたそれと競合し、または本法より、仏歴またはその名称を民事及び商事法典とする。地方に行われる慣習の教えに従う。の名称を民事及び商事法典とする。慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法よって、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。本体から］分離した時点に開始し、死によっを民事及び商事法典とする。成すとされる部

分であって、仏歴それらを民事及び商事法典とする。相互に分離すれば、その物を破壊し、毀損し、またはその形状を変えてしまうものをいう。に定められたそれと競合し、または本法分離した時点に開始し、死によっすれば、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。物の中毒のために、ある個人が自を民事及び商事法典とする。破壊し、毀損し、またはその形状を変えてしまうものをいう。し、仏歴毀損し、仏歴またはその名称を民事及び商事法典とする。形状を民事及び商事法典とする。変えてしまうもの名称を民事及び商事法典とする。を民事及び商事法典とする。いう。

II. 物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額有する。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては誰にも予防することのできなであれ、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。構成要はない。但し、その者の署名を必要とする。素とは、その物自体の性質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文ての名称を民事及び商事法典とする。所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額有する。権を民事及び商事法典とする。有する。する。
-

มาตรา ๑๐๘
ไม้ยนืต้น นับว่าเป็นส่วนควบกับที่ปล้กไม้น้ัน
ไม้ล้มลุกและธัญญชาติอันจะเก็บเก่ียวรวงผลได้คราวหน่ึงหรือหลายคราวต่อปี ยอ่มไม่เป็นส่วน

ควบกับที่ดิน และนับว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ด้วย
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Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 104 New Text (1992) 145 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) [94] 

Miscellaneous Dika 149/120 [; S.C.667 par.2] 

第 108条
I. ［多年生の名称を民事及び商事法典とする。］立ち木は、それが生える土地の構成要素と見なす。は、仏歴それが本法に定められたそれと競合し、または本法生える土地の名称を民事及び商事法典とする。構成要はない。但し、その者の署名を必要とする。素とは、その物自体の性質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部と見なす。

II. 一年生の名称を民事及び商事法典とする。植物の中毒のために、ある個人が自、仏歴および商事法典とする。年に定められたそれと競合し、または本法一回あるいは数回収し、またはこれを利用すること。穫期を民事及び商事法典とする。有する。する穀物の中毒のために、ある個人が自は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。土地の名称を民事及び商事法典とする。構成要はない。但し、その者の署名を必要とする。素とは、その物自体の性質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部を民事及び商事法典とする。成さなず、仏歴［それ

自体から］分離した時点に開始し、死によっで独で行うべきこと［＝一身専属的な行為］は、すべてこれを行うことができる。立した］動産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することと見なす。
-

มาตรา ๑๐๙
ทรัพย์ซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงชัว่คราว ย่อมไม่กลายเป็นส่วนควบกับ วิธีอย่าง

เดียวกันน้ีย่อมใช้บังคับแก่โรงเรือนหรือการปล้กสร้างอย่างอื่น อันผ้ม้ีสิทธิในที่ดินของผ้้อื่นใช้สิทธิน้ัน
ปล้กทำาลงไว้ในที่ดินน้ัน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 101 par.2 New Text (1992) 146 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) 95 

Miscellaneous S.C.675, 677 [=677 par.1] 

第 109条
土地あるいは建物の中毒のために、ある個人が自に定められたそれと競合し、または本法単に権利を得、または義務を免れる限りにおいて、いかなる法律行為もこれを行うことがでに定められたそれと競合し、または本法一時的な法原則［条理］に従う。に定められたそれと競合し、または本法付着した物、あるいは結合して一体をなす物をいう。なお、不動産というされたに定められたそれと競合し、または本法過ぎないときは、その限りではない。ぎない物の中毒のために、ある個人が自は、仏歴［その名称を民事及び商事法典とする。土地あるいは建物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。］構成要はない。但し、その者の署名を必要とする。素とは、その物自体の性質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部とはなら

ない。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。土地を民事及び商事法典とする。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。有する。する者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法自己の］相続人としての地位を承認し、または放棄すること。の名称を民事及び商事法典とする。権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。して、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。土地の名称を民事及び商事法典とする。上に定められたそれと競合し、または本法建てた建物の中毒のために、ある個人が自その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。

構造物の中毒のために、ある個人が自もまた同様の効力を有する。とする。
-

มาตรา ๑๑๐
เครื่องอุปกรณ์ ได้แก่สังหาริมทรัพยซ์ึ่งโดยปกตินิยมเฉพาะถ่ิน หรือโดยเจตนาชัดแจ้งแห่งผ้้เป็น

เจ้าของทรพัย์เป็นประธาน ยอ่มเป็นของใช้ประจำาอย่้กับทรพัย์เป็นประธานน้ันเป็นอาจิณ เพื่อ
ประโยชน์แก่การที่จะจัดด้แลหรือใช้สรอย หรือรักษาทรพัย์เป็นประธานน้ันเอง และเจ้าของทรัพย์ได้
นำามาส้่ทรัพย์เป็นประธานด้วยนำามาติดต่อ หรือปรับเข้าไว้ หรือทำาโดยประการอื่น ในฐานะเป็น
เครื่องใช้ประกอบกับทรัพย์เป็นประธานน้ัน

เครื่องอุปกรณ์เช่นว่าน้ี ถึงจะแยกออกจากทรัพย์เป็นประธานชัว่คราว ก็ยังไม่ขาดจากเป็นเครื่อง
อุปกรณ์ของทรัพย์เป็นประธานน้ัน

อน่ึงเครื่องอุปกรณ์ย่อมตกติดไปกับทรพัย์เป็นประธาน เว้นไว้แต่จะได้ตกลงกันจำาหน่ายเป็น
พิเศษประการอื่น

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [102] New Text (1992) 147 

Jp. Code (1896,98) [87] Gr. Code (1896) 97 

Miscellaneous * S.C.644; Br.59 

第 110条
I. 従う。物の中毒のために、ある個人が自とは即ちち、仏歴主な居所としている場所をいう。物の中毒のために、ある個人が自とされる物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。管理、仏歴使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文あるいは保存することを条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、または本法、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。地方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法われる通例に従い、または主に定められたそれと競合し、または本法従う。い、仏歴または主な居所としている場所をいう。

物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額有する。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。明確に決定されてな意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づいて、仏歴主な居所としている場所をいう。物の中毒のために、ある個人が自に定められたそれと競合し、または本法常備されるべき道具と定められた動産であって、所有者が備品とされるべき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。道具と定められた動産であって、所有者が備品とと定が本法に定められたそれと競合し、または本法められた動産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することであって、仏歴所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額有する。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法備されるべき道具と定められた動産であって、所有者が備品と品とと

して主な居所としている場所をいう。物の中毒のために、ある個人が自に定められたそれと競合し、または本法付着した物、あるいは結合して一体をなす物をいう。なお、不動産という、仏歴調度において、［その］財産を返還しなければならない。あるいはその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。方に行われる慣習の教えに従う。法の名称を民事及び商事法典とする。に定められたそれと競合し、または本法よって附属させたもの名称を民事及び商事法典とする。を民事及び商事法典とする。いう。
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II. 従う。物の中毒のために、ある個人が自は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。主な居所としている場所をいう。物の中毒のために、ある個人が自から一時的な法原則［条理］に従う。に定められたそれと競合し、または本法分離した時点に開始し、死によっしても、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。従う。物の中毒のために、ある個人が自たる性もないときは、文字をもって表記された金額格を失わない。を民事及び商事法典とする。失う。わない。

III. なお従う。物の中毒のために、ある個人が自は、仏歴別段の定めがないとき、または法律に別段の定めのないの名称を民事及び商事法典とする。合し、または本法意の名称を民事及び商事法典とする。ない限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法主な居所としている場所をいう。物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。処分に定められたそれと競合し、または本法従う。う。
-

มาตรา ๑๑๑
ดอกผลทั้งหลายของทรัพย์น้ัน มีความหมายดัง่น้ี

(๑) ดอกผลธรรมดา กล่าวคือวา่ บรรดาสิ่งทั้งปวงซึ่งไดม้าเพราะใช้ของน้ัน อันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตขิองมัน ดัง่เช่น
วา่ ผลไม้ นำ้ านม ขน และล้กของสัตว์ เหลา่น้ีย่อมสามารถจะถือเอาได้เวลาเมื่อขาดตกออกจากสิ่งน้ันๆ

(๒) ดอกผลนีตนัิย กล่าวคือวา่ ดอกเบี้ย กำาไร ค่าเช้า ค่าปันผล หรือลาภอื่นๆ ท่ีได้เป็นครั้งเป็นคราวแก่เจา้ทรัพย์
จากผ้้อื่นเพ่ือที่ได้ใช้ทรัพย์น้ัน ดอกผลเหล่าน้ีย่อมคำานวณและถือเอาได้ตามรายวัน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 105 New Text (1992) 148 

Jp. Code (1896,98) 88, 89 Gr. Code (1896) [99, 101] 

Miscellaneous [S.C.643] 

第 111条
ある物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。果実にこれを行わなければならない。とは、仏歴次に掲げる行為をするためには、予め保佐人の同意を得たのでなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。ことを民事及び商事法典とする。意味の相違が認められ、且つする。

(1) 天然果実にこれを行わなければならない。とは、仏歴ある物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文に定められたそれと競合し、または本法由なく徒に許諾を躊躇い、または取り消したときは、その者を夫とする妻は、財産あるいは家屋の来するもの名称を民事及び商事法典とする。であって、仏歴果実にこれを行わなければならない。、仏歴乳、仏歴羽毛、仏歴あるいは動物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。子の名称を民事及び商事法典とする。ように定められたそれと競合し、または本法、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。

物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。自然の名称を民事及び商事法典とする。性もないときは、文字をもって表記された金額質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部に定められたそれと競合し、または本法よって生じる産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること出物の中毒のために、ある個人が自である。これら［天然果実にこれを行わなければならない。］は、仏歴物の中毒のために、ある個人が自［の名称を民事及び商事法典とする。本体から］分離した時点に開始し、死によっ］から分離した時点に開始し、死によっした時点に開始し、死によっで、仏歴

［それ自体から］分離した時点に開始し、死によっとして］専有する。することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

(2) 法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法果実にこれを行わなければならない。とは、仏歴利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。息を支払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて、仏歴利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。潤、仏歴賃貸料、仏歴配当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文金、仏歴あるいはその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴ある物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文の名称を民事及び商事法典とする。対してその侵害行為の停止を請求することができる。ま価として、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額

有する。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まして、仏歴他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法人は誠実にこれを行わなければならない。から定が本法に定められたそれと競合し、または本法期的な法原則［条理］に従う。に定められたそれと競合し、または本法支払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてわれる収し、またはこれを利用すること。益を負である。これらの名称を民事及び商事法典とする。果実にこれを行わなければならない。は、仏歴日よりその効力を発する。歩により計算して専有すに定められたそれと競合し、または本法より計算すして専有する。す

ることの名称を民事及び商事法典とする。でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。るもの名称を民事及び商事法典とする。でなければならない。

-
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ลักษณะ ๔第四章 นีติกรรม法律行為
หมวด ๑第一節 บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป総則

-

มาตรา ๑๑๒
อนัว่านีติกรรมน้ัน ได้แก่การใดๆ อนัทำาลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อ

การผ้กนีติสัมพันธ์ข้ึนระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 149 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Arg.978; Br.81 

第 112条
法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。というもの名称を民事及び商事法典とする。は即ちち、仏歴権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。設定が本法に定められたそれと競合し、または本法し、仏歴変更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してし、仏歴移転することにより、当然に変更される。し、仏歴保存することを条件として、種々の権利を享受することができる。し、仏歴または終了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっさせるために定められたそれと競合し、または本法、仏歴個人は誠実にこれを行わなければならない。間にわたって、賃貸借を行うこと。に定められたそれと競合し、または本法法の名称を民事及び商事法典とする。律関

係において不利益を負を民事及び商事法典とする。結ぶ場合において、］婚姻の時点で男性側［が未成年の場合］は満ぶ場合において、］婚姻の時点で男性側［が未成年の場合］は満ことを民事及び商事法典とする。直接した規定があれば、それを類推適用し、ない場に定められたそれと競合し、または本法目指して、仏歴合し、または本法法の名称を民事及び商事法典とする。的な法原則［条理］に従う。且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが自発する。的な法原則［条理］に従う。に定められたそれと競合し、または本法なされる行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。いう。
-

มาตรา ๑๑๓
การใดมีวัตถุที่ประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายก็ดี เป็นการพ้นวิสัยก็ดี เป็นการขัด

ขวางต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ดี การน้ันท่านว่าเป็นโมฆะกรรม
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [12, 113, 151, 152, 153] New Text (1992) 150 

Jp. Code (1896,98) 90 Gr. Code (1896) [134], 138, [306] 

Miscellaneous Fr.1108, 1131, 1133 [; * S.O.20 par.1] 

第 113条
法の名称を民事及び商事法典とする。令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法よって明示する。的な法原則［条理］に従う。に定められたそれと競合し、または本法禁止を請求することができる。まされた目的な法原則［条理］に従う。、仏歴不能の名称を民事及び商事法典とする。目的な法原則［条理］に従う。、仏歴公共の秩序あるいは善良の風俗に反する目的を内容との名称を民事及び商事法典とする。秩序あるいは善良の風俗に反する目的を内容とあるいは善良の風俗に反する行為をしたときもまた、同様とする。の名称を民事及び商事法典とする。風俗に反する行為をしたときもまた、同様とする。に定められたそれと競合し、または本法反して行われた行為も、これを取り消すことができる。する目的な法原則［条理］に従う。を民事及び商事法典とする。内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。容とする根本規則［＝定款］を規定し、これを設立しなけと

する如何ら明確に決定されてなる行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。も、仏歴これを民事及び商事法典とする。無効とする。
-

มาตรา ๑๑๔
การใดเป็นการผิดแผกแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ถ้ามิใช่กฎหมายอนัเก่ียวกับความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนแล้ว เพียงแต่เหตุเท่าน้ัน ท่านว่าการน้ันหาเป็นโมฆะ
ไม่

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 151 

Jp. Code (1896,98) * 91 Gr. Code (1896) 134, 138 

Miscellaneous S.C.19 - 22 [??] [S.O.19 par.2] 

第 114条
法の名称を民事及び商事法典とする。令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがの名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法と異なる内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。容とする根本規則［＝定款］を規定し、これを設立しなけの名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。であっても、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法が本法に定められたそれと競合し、または本法公共の秩序あるいは善良の風俗に反する目的を内容との名称を民事及び商事法典とする。秩序あるいは善良の風俗に反する目的を内容とあるいは善良の風俗に反する行為をしたときもまた、同様とする。の名称を民事及び商事法典とする。風俗に反する行為をしたときもまた、同様とする。に定められたそれと競合し、または本法関しない

もの名称を民事及び商事法典とする。であるとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。理由なく徒に許諾を躊躇い、または取り消したときは、その者を夫とする妻は、財産あるいは家屋のの名称を民事及び商事法典とする。みに定められたそれと競合し、または本法よっては、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。が本法に定められたそれと競合し、または本法無効とされることはない。
-
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มาตรา ๑๑๕
การใดมิได้ทำาให้ถ้กต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ การน้ันท่านว่าเป็นโมฆะ

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 152 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) * 125 

Miscellaneous [S.O.11] 

第 115条
法の名称を民事及び商事法典とする。令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法より要はない。但し、その者の署名を必要とする。求することができる。まされる方に行われる慣習の教えに従う。式の記号が証書に記載されている場合、二人の証人が連署して保証に定められたそれと競合し、または本法従う。わずに定められたそれと競合し、または本法なされた行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。無効とする。

-

มาตรา ๑๑๖
การใดมิได้เป็นไปตามบทบังคับอนัว่าด้วยความสามารถของบุคคล การน้ันท่านว่าเป็นโมฆียะกรรม

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 107 New Text (1992) 153 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Fr.1108; Ind.10 [; S.O.19 par.2] 

第 116条
法の名称を民事及び商事法典とする。令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがの名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。能力を発する。に定められたそれと競合し、または本法関する規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法従う。わずに定められたそれと競合し、または本法なされた行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第すことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

-

หมวด ๒第二節 แสดงเจตนา意思表示
-

มาตรา ๑๑๗
การแสดงเจตนาใด แม้ในใจจริงผ้้แสดงจะมิได้เจตนาให้ตนต้องผ้กพันตามที่ตนได้แสดงออกมาก็

ดี ท่านว่าหาเป็นม้ลทำาให้การแสดงเจตนาน้ันเป็นโมฆะไม่ เวน้แต่ค่้กรณีอีกฝ่ายหน่ึงจะได้ร้้ถึงเจตนา
อนัซ่อนอย่้ในใจของผ้้แสดงน้ัน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 154 

Jp. Code (1896,98) [93] Gr. Code (1896) * 116 

Miscellaneous Sch.p.93 

第 117条
意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。は、仏歴表示する。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法本心では自らを民事及び商事法典とする。その名称を民事及び商事法典とする。表示する。通りに定められたそれと競合し、または本法義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。付ける意図なく行ったものであっても、そのことのみなく同一の氏名を使用したために、権行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法ったもの名称を民事及び商事法典とする。であっても、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。ことの名称を民事及び商事法典とする。み

に定められたそれと競合し、または本法よってその名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。を民事及び商事法典とする。妨げられない。げられることはない。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴相手方に行われる慣習の教えに従う。が本法に定められたそれと競合し、または本法表示する。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。真意を民事及び商事法典とする。知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すっている場合し、または本法はその名称を民事及び商事法典とする。限りにおいて、その効力を失う。りではな

い。
-

มาตรา ๑๑๘
การแสดงเจตนาลวงโดยสมร้้กับค่้กรณีอีกฝ่ายหน่ึง ท่านว่าเป็นโมฆะ แต่ข้อไม่สมบ้รณ์อนัน้ี ท่าน

ห้ามมิให้ยกข้ึนเป็นข้อต่อส้้บุคคลภายนอกผ้้ทำาการโดยสุจริต และต้องเสียหายแต่การแสดงเจตนา
ลวงน้ัน

ถ้านีติกรรมอันหน่ึง ทำาด้วยเจตนาจะอำาพรางนีติกรรมอีกอนัหน่ึงไสร้ ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติ
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ของกฎหมายอนัว่าด้วยนีติกรรมอำาพราง
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) 94 [??] New Text (1992) 155 

Jp. Code (1896,98) [94] Gr. Code (1896) * 117 

Miscellaneous Jenk's No.79; Br.105 [; S.O.18] 

第 118条
I. 相手方に行われる慣習の教えに従う。と通じてなした虚偽の意思表示は、これを無効とする。但し、この瑕疵を以て善意の第三者に対抗し、当の名称を民事及び商事法典とする。意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。無効とする。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴この名称を民事及び商事法典とする。瑕疵を以て善意の第三者に対抗し、当を民事及び商事法典とする。以て善意の名称を民事及び商事法典とする。第三者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。ま抗し、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文

該意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。［の名称を民事及び商事法典とする。無効］に定められたそれと競合し、または本法よってこの名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法損害をいう。を民事及び商事法典とする。及び商事法典とする。ぼすことは許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがされない。

II. ある法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。が本法に定められたそれと競合し、または本法他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。隠匿するためになされたときは、［前者の法律行為の効力は、］隠匿された［後するために定められたそれと競合し、または本法なされたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴［前者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。は、仏歴］隠匿するためになされたときは、［前者の法律行為の効力は、］隠匿された［後された［後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。

者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。］法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法関する法の名称を民事及び商事法典とする。律の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法従う。ってこれを民事及び商事法典とする。決する。
-

มาตรา ๑๑๙
การแสดงเจตนา ถ้าทำาด้วยสำาคัญผิดในส่ิงซึ่งเป็นสาระสำาคัญแห่งนีติกรรม ท่านว่าเป็นโมฆะ แต่

ถ้าความสำาคัญผิดน้ัน เป็นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบุคคลผ้้แสดงเจตนาไสร้ 
ท่านว่าบุคคลน้ันหาอาจจะถือเอาความไม่สมบ้รณ์น้ันมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนได้ไม่

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [134, 135] New Text (1992) 156 

Jp. Code (1896,98) * 95 Gr. Code (1896) [119 par.1] 

Miscellaneous [S.O.23, 24 par.1] 

第 119条
意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。は、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。要はない。但し、その者の署名を必要とする。素とは、その物自体の性質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部に定められたそれと競合し、または本法錯誤があったときは、これを無効とする。但し、その錯誤が表意者の重大な過失が本法に定められたそれと競合し、または本法あったとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。無効とする。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。錯誤があったときは、これを無効とする。但し、その錯誤が表意者の重大な過失が本法に定められたそれと競合し、または本法表意者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。重い刑を科する刑事判決を受け、服役中であるとき。大な過ぎないときは、その限りではない。失う。

に定められたそれと競合し、または本法起因が解消したときは、裁判所は、禁治産者自身または第するとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。表意者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては、仏歴自らの名称を民事及び商事法典とする。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。の名称を民事及び商事法典とする。瑕疵を以て善意の第三者に対抗し、当を民事及び商事法典とする。援用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文することは許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがされない。
-

มาตรา ๑๒๐
การแสดงเจตนา ถ้าทำาโดยสำาคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์ ซ่ึงตามปกติยอ่มนับว่าเป็น

สาระสำาคัญน้ันไสร้ แสดงเจตนาอย่างน้ีท่านว่าเป็นโมฆียะ
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 157 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) * [119 par.2] 

Miscellaneous Walton I p.215 

第 120条
意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。は、仏歴人は誠実にこれを行わなければならない。あるいは財物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。性もないときは、文字をもって表記された金額質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部に定められたそれと競合し、または本法関して錯誤があったときは、これを無効とする。但し、その錯誤が表意者の重大な過失が本法に定められたそれと競合し、または本法あったとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。性もないときは、文字をもって表記された金額質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部が本法に定められたそれと競合し、または本法通常、仏歴［人は誠実にこれを行わなければならない。あるいは財物の中毒のために、ある個人が自に定められたそれと競合し、または本法とっ

て］本質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部的な法原則［条理］に従う。と見なされるもの名称を民事及び商事法典とする。である場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴これを民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第すことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๑๒๑
การแสดงเจตนาอันได้มาเพราะกลฉ้อฉลก็ดี เพราะข่มข้่ก็ดี ท่านว่าเป็นโมฆียะ
ถ้าค่้กรณีฝ่ายหน่ึงได้แสดงเจตนาเพราะกลฉ้อฉลของบุคคลภายนอก การจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อค่้

กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได้ร้้หรือควรจะได้ร้้กลฉ้อฉลน้ัน
ถ้าทำากลฉ้อฉลลวงให้เขาบอกล้างการแสดงเจตนา การบอกล้างเช่นน้ัน ท่านห้ามมิให้ยกข้ึนเป็น
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ข้อต่อส้่บุคคลภายนอกผ้้ทำาการโดยสุจริต
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) 137 [, 138] New Text (1992) 159(I)(III) 160 164(I) 

Jp. Code (1896,98) * 96 Gr. Code (1896) [123] 

Miscellaneous [S.O.28, 29 par.1] 

第 121条
I. 詐欺または強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。または強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。に定められたそれと競合し、または本法よる意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第すことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

II. 当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。一方に行われる慣習の教えに従う。が本法に定められたそれと競合し、または本法第三者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。はたらいた詐欺または強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、または本法意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。を民事及び商事法典とする。なすに定められたそれと競合し、または本法至るまでの間に、善意になされた如何ったとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法方に行われる慣習の教えに従う。当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。詐欺または強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。を民事及び商事法典とする。

知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すっていたか、仏歴あるいは知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場たはずの名称を民事及び商事法典とする。場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴これを民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第すことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

III. 詐欺または強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。に定められたそれと競合し、または本法よる意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。であったために定められたそれと競合し、または本法、仏歴表意者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法それを民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第そうとする場合し、または本法［であっても］、仏歴善意の名称を民事及び商事法典とする。第三者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まし

ては、仏歴これを民事及び商事法典とする。以て対してその侵害行為の停止を請求することができる。ま抗することは許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがされない。
-

มาตรา ๑๒๒
การอนัจะเป็นโมฆียะกรรมเพราะกลฉ้อฉลน้ัน ต่อเมื่อถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีกลฉ้อฉลเช่นน้ัน อนัน้ัน

ก็คงจะมิได้ทำาข้ึนเลย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 136 New Text (1992) 159(II) 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 122条
詐欺または強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。に定められたそれと競合し、または本法よる意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。ような詐欺または強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。が本法に定められたそれと競合し、または本法なかったならば［表意者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては］当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。を民事及び商事法典とする。決してしなかったであろ

う［と推定が本法に定められたそれと競合し、または本法される］ほどに定められたそれと競合し、または本法［当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額の名称を民事及び商事法典とする。本質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部に定められたそれと競合し、または本法関わる］場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。み、仏歴これを民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第すことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๑๒๓
ถ้ากลฉ้อฉลน้ันเป็นแต่เพียงเหตุ กล่าวคือว่าเพียงได้จ้งใจให้ค่้กรณีฝ่ายหน่ึงยอมรับเอาซึ่งข้อ

กำาหนดอนัหนักยิ่งกว่าที่เขาจะยอมรับโดยปกติไซร้ ท่านว่าค่้กรณีฝ่ายน้ันได้แต่จะเรียกเอาค่าสินไหม
ทดแทน จะบอกล้างการอนัน้ันเสียทีเดียวหาได้ไม่

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 161 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Walton I p.255 

第 123条
［瑕疵を以て善意の第三者に対抗し、当ある意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。の名称を民事及び商事法典とする。原因が解消したときは、裁判所は、禁治産者自身または第である］その名称を民事及び商事法典とする。詐欺または強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。が本法に定められたそれと競合し、または本法［意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。の名称を民事及び商事法典とする。要はない。但し、その者の署名を必要とする。素とは、その物自体の性質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部に定められたそれと競合し、または本法関するよりは］単に権利を得、または義務を免れる限りにおいて、いかなる法律行為もこれを行うことがでに定められたそれと競合し、または本法誘因が解消したときは、裁判所は、禁治産者自身または第に定められたそれと競合し、または本法過ぎないときは、その限りではない。ぎないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴即ち

ち、仏歴通常ならば受することができる。け入れなかっであろう不利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。な内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。容とする根本規則［＝定款］を規定し、これを設立しなけに定められたそれと競合し、または本法同意するよう誘導された程度の場合には、表意者は、［そされた程度において、［その］財産を返還しなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴表意者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては、仏歴［そ

の名称を民事及び商事法典とする。詐欺または強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。から生じた］損害をいう。の名称を民事及び商事法典とする。賠償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償すを民事及び商事法典とする。請求することができる。までき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。るに定められたそれと競合し、または本法とどまり、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。の名称を民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第しは許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがされない。
-

มาตรา ๑๒๔
ในนีติกรรมสองฝ่าย การทีค่่้กรณีฝ่ายหน่ึงจงใจน่ิงเสียไม่ไขข้อความจริง หรือคุณสมบัติอนัใดอัน

หน่ึงอนัค่้กรณีอีกฝ่ายหน่ึงมิได้ร้้น้ัน ท่านถือว่าเป็นกลฉ้อฉล หากพิส้จน์ได้ว่าถ้ามิได้น่ิงเสียเช่นน้ัน นีติ
กรรมอันน้ันก็คงจะมิได้ทำาข้ึนเลย
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第一編 総則 第四章 法律行為

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 162 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Br.94 

第 124条
双務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。的な法原則［条理］に従う。な法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。一方に行われる慣習の教えに従う。が本法に定められたそれと競合し、または本法他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法方に行われる慣習の教えに従う。当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すらない事実にこれを行わなければならない。あるいは性もないときは、文字をもって表記された金額質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部を民事及び商事法典とする。故に直ちにその実体を失い消滅してしまう動産、または使用し続け意に定められたそれと競合し、または本法黙のうちに許諾を秘したときしたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。

は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。黙のうちに許諾を秘したときされた事実にこれを行わなければならない。あるいは性もないときは、文字をもって表記された金額質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部を民事及び商事法典とする。相手方に行われる慣習の教えに従う。が本法に定められたそれと競合し、または本法知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すっていたならば当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は決して成立に定められたそれと競合し、または本法至るまでの間に、善意になされた如何らなかった

であろうことが本法に定められたそれと競合し、または本法証明される場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴これを民事及び商事法典とする。詐欺または強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。と見なす。
-

มาตรา ๑๒๕
ถ้าค่้กรณีต่างได้ทำาการโดยกลฉ้อฉลทั้งสองฝ่ายด้วยกัน ท่านว่าฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะหยิบยกข้อฉอ้ฉล

น้ันอ้างเพื่อบอกล้างการน้ัน หรือเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนหาได้ไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 163 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Br.97 

第 125条
［法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。］当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。双方に行われる慣習の教えに従う。が本法に定められたそれと競合し、または本法互に分離すれば、その物を破壊し、毀損し、またはその形状を変えてしまうものをいう。いに定められたそれと競合し、または本法相手方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まして詐欺または強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。を民事及び商事法典とする。はたらいたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。詐欺または強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。を民事及び商事法典とする。理由なく徒に許諾を躊躇い、または取り消したときは、その者を夫とする妻は、財産あるいは家屋のに定められたそれと競合し、または本法［自らの名称を民事及び商事法典とする。意

思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。の名称を民事及び商事法典とする。］取り消すことができる。但し、第しを民事及び商事法典とする。主な居所としている場所をいう。張し、または損害賠償を請求することは、双方ともに許されない。し、仏歴または損害をいう。賠償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償すを民事及び商事法典とする。請求することができる。ますることは、仏歴双方に行われる慣習の教えに従う。ともに定められたそれと競合し、または本法許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがされない。
-

มาตรา ๑๒๖
การข่มข้่ทีจ่ะได้ทำาการใดตกเป็นโมฆยีะน้ัน จะต้องเป็นอนัถึงขนาดทีจ่ะจ้งใจถ้กข่มข้่ให้มมี้ลต้อง

กลัวจะเกิดความเสียหายเป็นภัยแก่ตนเอง แก่สกุลแห่งตน หรือแก่ทรัพย์สินของตน เป็นภัยอนัใกล้
จะถึง และร้ายแรงเท่ากับที่จะพึงกลัวต่อการอนัเขากรรโชกเอาน้ัน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [139] New Text (1992) 164 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Br.98 [; * S.O.30 par.1] 

第 126条
何ら明確に決定されて等かの名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第し可能とさせる強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。は、仏歴言または立法趣旨に拠る。葉によるも、自分自身、自分の家族、あるいは自分の財産に対に定められたそれと競合し、または本法よるも、仏歴自分自身によって執筆される必要はない。但し、その者の署名を必要とする。、仏歴自分の名称を民事及び商事法典とする。家族、仏歴あるいは自分の名称を民事及び商事法典とする。財産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することに定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。ま

して［本当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文に定められたそれと競合し、または本法］危害をいう。が本法に定められたそれと競合し、または本法加えて命じることができる。えられるかもしれないと［被害をいう。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法］恐怖心を民事及び商事法典とする。抱かせるに十分な程度［に現実的］であかせるに定められたそれと競合し、または本法十分な程度において、［その］財産を返還しなければならない。［に定められたそれと競合し、または本法現に利益を得ている限度において、［その］財産を返還しなければならない。実にこれを行わなければならない。的な法原則［条理］に従う。］であ

り、仏歴［且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが］その名称を民事及び商事法典とする。危険に遭遇した場が本法に定められたそれと競合し、または本法切な注意義務を順守していたにもかかわらず、あるいは順守したとしても、誰にも予防することのできな迫による意思表示は、これを取り消すことができる。しており、仏歴且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがまた、仏歴強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法［現に利益を得ている限度において、［その］財産を返還しなければならない。実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法］加えて命じることができる。害をいう。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。実にこれを行わなければならない。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法したに定められたそれと競合し、または本法等しい程に定められたそれと競合し、または本法深刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同なも

の名称を民事及び商事法典とする。でなければならない。
-

มาตรา ๑๒๗
การข้่ว่าจะใช้สิทธอิันหน่ึงตามปกตินิยมก็ดี เพียงแต่ความหลัวเพราะนับถือยำาเกรงก็ดี ท่านหาจัด

ว่าเป็นการข่มข้่ไม่
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第一編 総則 第四章 法律行為

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [140] New Text (1992) 165 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Br.100 [; S.O.30 par.2] 

第 127条
権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。通常の名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。として警告を下すことができる。しても、仏歴また、仏歴［相手に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まする］畏敬の念から恐れを抱いても、それを強迫［の行の名称を民事及び商事法典とする。念の余地が残る場合においては、訴訟当事者のうち、当該債権債務関係において不利益を負から恐れを民事及び商事法典とする。抱かせるに十分な程度［に現実的］であいても、仏歴それを民事及び商事法典とする。強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。［の名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法

為するものと推定される。、仏歴あるいは強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。に定められたそれと競合し、または本法よる恐れ］とは見なすことは許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがされない。
-

มาตรา ๑๒๘
การข่มข้่ยอ่มทำาให้นีติกรรมเส่ือมเสีย แม้ถึงบุคคลภายนอกจะเป็นผ้้ข่มข้่

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [138] New Text (1992) 166 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Br.101 [; S.O.29] 

第 128条
強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。が本法に定められたそれと競合し、または本法第三者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法よってなされた場合し、または本法であっても、仏歴［その名称を民事及び商事法典とする。結ぶ場合において、］婚姻の時点で男性側［が未成年の場合］は満果としてなされた］法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法瑕疵を以て善意の第三者に対抗し、当あるもの名称を民事及び商事法典とする。と

なる。
-

มาตรา ๑๒๙
ในการวินิจฉัยคดีข้อสำาคัญผิดก็ดี กลฉ้อฉลก็ดี ข่มข้่ก็ดี ท่านให้พิเคราะห์ถึงเพศ อายุ ฐานะ 

อนามัย และนิสสัยใจคอของผ้้เจ้าทุกข์ ตลอดถึงพฤติการณ์อื่นทั้งปวงอนัอาจเป็นนำ้าหนักแต่การน้ัน
ด้วย

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 141 New Text (1992) 167 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Br.99 

第 129条
錯誤があったときは、これを無効とする。但し、その錯誤が表意者の重大な過失、仏歴詐欺または強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。および商事法典とする。強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。［に定められたそれと競合し、または本法よる意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。］の名称を民事及び商事法典とする。事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文の名称を民事及び商事法典とする。審理に定められたそれと競合し、または本法当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文たっては、仏歴被害をいう。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。性もないときは、文字をもって表記された金額別、仏歴年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算す、仏歴地位を脱して成年としての地位を取得する。、仏歴健康状態にある場合において、その者の夫または妻、、仏歴お

よび商事法典とする。性もないときは、文字をもって表記された金額癖あるいはアルコールや薬物の中毒のために、ある個人が自や被害をいう。性もないときは、文字をもって表記された金額情、仏歴ならび商事法典とする。に定められたそれと競合し、または本法、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法影響した可能性のあるその他全ての事情を考慮しなければならない。した可能性もないときは、文字をもって表記された金額の名称を民事及び商事法典とする。あるその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文ての名称を民事及び商事法典とする。事情を民事及び商事法典とする。考慮すべき事由があるときは、裁判所は、何れかの利害関係人または検察官の請求に基づき、仮理事を選任するしなければならない。
-

มาตรา ๑๓๐
การแสดงเจตนาทำาให้แก่บุคคลผ้้อย่้ห่างโดยระยะทาง ย่อมมีผลนับแต่เวลาที่ไปถึงค่้กรณีอีกฝ่าย

หน่ึงน้ันเป็นตันไป แต่ถ้าบอกถอนไปถึงผ้้น้ันก่อนแล้ว หรือพร้อมกันไสร้ แสดงเจตนาน้ันก็ยอ่มตก
เป็นอนัไร้ผล

อน่ึงเมื่อเจตนาได้ส่งไปแล้ว ถึงแม้ว่าในภายหลังผ้้แสดงเจตนาจะตาย หรือตกเป็นคนไร้ความ
สามารถก็ตาม ท่านว่าหาเป็นเหตุทำาให้ความสมบ้รณ์แห่งการแสดงเจตนาน้ันเส่ือมเสียไปไม่

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [129, 130] New Text (1992) 169 

Jp. Code (1896,98) 97 Gr. Code (1896) * [130 par.1, 2] 

Miscellaneous [S.O.5, 10] 
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第一編 総則 第四章 法律行為

第 130条
I. 隔地者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まする意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。が本法に定められたそれと競合し、または本法相手方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法到達した時点で、未成年の地位を脱して成年としての地位を取得する。した時点に開始し、死によっからその名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。を民事及び商事法典とする。生じる。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴それに定められたそれと競合し、または本法先される。立

ち、仏歴あるいはそれと同時に定められたそれと競合し、または本法撤回［の名称を民事及び商事法典とする。通知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算す］が本法に定められたそれと競合し、または本法到達した時点で、未成年の地位を脱して成年としての地位を取得する。した場合し、または本法は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。限りにおいて、その効力を失う。りではない。

II. なお、仏歴既に死亡したかが不明のとき。に定められたそれと競合し、または本法発する。信された［隔地者に対する］意思表示は、表意者がその後に死亡し、または禁治産の宣告を受けてされた［隔地者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まする］意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。は、仏歴表意者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法死によっ亡し、それらの者の死亡時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同し、仏歴または禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。受することができる。けて

も、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。を民事及び商事法典とする。妨げられない。げられない。
-

มาตรา ๑๓๑
ถ้าค่้กรณีอีกฝ่ายหน่ึงได้รับซึ่งการแสดงเจตนาน้ันเป็นผ้้เยาว์ก็ดี เป็นผ้้ที่ศาลได้สัง่ให้เป็นคนไร้

ความสามารถก็ดี การแสดงเจตนาน้ันท่านห้ามมิให้ยกข้ึนข้อต่อส้้ค้้กรณีน้ัน แต่ความข้อน้ีท่านมิให้ใช้
บังคับ หากปรากฏว่าผ้้แทนโดยชอบธรรมได้ร้้ด้วยแล้ว

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [115] New Text (1992) 170 

Jp. Code (1896,98) * 98 Gr. Code (1896) [131] 

Miscellaneous

第 131条
意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。の名称を民事及び商事法典とする。相手方に行われる慣習の教えに従う。が本法に定められたそれと競合し、または本法未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてである場合し、または本法、仏歴または裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額の名称を民事及び商事法典とする。決定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法より禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。受することができる。けている場合し、または本法は、仏歴こ

の名称を民事及び商事法典とする。相手方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まして意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。の名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。を民事及び商事法典とする。主な居所としている場所をいう。張し、または損害賠償を請求することは、双方ともに許されない。することは許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがされない。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴相手方に行われる慣習の教えに従う。の名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。もまたその名称を民事及び商事法典とする。意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表

示する。を民事及び商事法典とする。知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すっていたことが本法に定められたそれと競合し、または本法判明した場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴本条は、仏歴これを民事及び商事法典とする。適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文はしない。
-

มาตรา ๑๓๒
ในการตีความการแสดงเจตนาน้ัน ท่านให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำาสำานวนตามตัว

อักษร
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 171 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) * 133 

Miscellaneous

第 132条
意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。の名称を民事及び商事法典とする。解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがに定められたそれと競合し、または本法当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文たっては、仏歴文字上の名称を民事及び商事法典とする。表現に利益を得ている限度において、［その］財産を返還しなければならない。や被害をいう。語とその他の言語の二言語で作成されていて、それら二様の表記に意味の相違が認められ、且つ句はまた、その土地の所有権に関する［その他］全ての権利をも意味する。に定められたそれと競合し、または本法捕われることなく、表意者の真意に着目しなければならわれることなく同一の氏名を使用したために、権、仏歴表意者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。真意に定められたそれと競合し、または本法着した物、あるいは結合して一体をなす物をいう。なお、不動産という目しなければなら

ない。
-

หมวด ๓第三節 โมฆะและโมฆียะกรรม無効および取り消しおよび取り消し取り消しり消し消しし
-

มาตรา ๑๓๓
อนัความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมน้ัน ท่านว่าบคุคลผ้้มีส่วนได้เสียคนหน่ึงคนใดจะกล่าวอ้างข้ึน

ก็ได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 112 New Text (1992) 172(I) 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Br.146 
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第一編 総則 第四章 法律行為

第 133条
ある行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。が本法に定められたそれと競合し、または本法無効であることは、仏歴利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。害をいう。関係において不利益を負人は誠実にこれを行わなければならない。であれば誰にも予防することのできなでも、仏歴これを民事及び商事法典とする。主な居所としている場所をいう。張し、または損害賠償を請求することは、双方ともに許されない。することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

-

มาตรา ๑๓๔
โมฆะกรรมน้ัน ไมอ่าจให้สัตยาบันแก่กันได้ 

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 113 New Text (1992) 172(I) 

Jp. Code (1896,98) 119 Gr. Code (1896) [141] 

Miscellaneous

第 134条
無効の名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて間にわたって、賃貸借を行うこと。でこれを民事及び商事法典とする。追認められるが、他方にはそれがすることはでき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。ない。

-

มาตรา ๑๓๕
ถ้าส่วนหน่ึงส่วนใดของนีติกรรมเป็นโมฆะ ท่านว่านีติกรรมน้ันยอ่มตกเป็นโมฆะด้วยกันทั้งส้ิน เวน้

แต่จะพึงสันนิษฐานได้โดยพฤติการณ์แห่งกรณี ว่าค่้กรณีได้เจตนาจะให้ส่วนที่สมบ้รณ์น้ันแยกออก
จากส่วนที่ไม่สมบ้รณ์ได้

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 173 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) * 139 

Miscellaneous Sch.p.81 [; S.O.20 par.2] 

第 135条
法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法無効の名称を民事及び商事法典とする。部分が本法に定められたそれと競合し、または本法あるとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文体から］分離した時点に開始し、死によっを民事及び商事法典とする。無効とする。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文の名称を民事及び商事法典とする。事情から、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法瑕疵を以て善意の第三者に対抗し、当ある

部分から切な注意義務を順守していたにもかかわらず、あるいは順守したとしても、誰にも予防することのできなり離した時点に開始し、死によっして、仏歴有する。効な部分だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。けでも成立させたであろうことが本法に定められたそれと競合し、または本法推定が本法に定められたそれと競合し、または本法される場合し、または本法は、仏歴この名称を民事及び商事法典とする。限りにおいて、その効力を失う。りではない。
-

มาตรา ๑๓๖
การใดเป็นโมฆะกรรมแต่เข้าแบบเป็นนีติกรรมอย่างอื่น โมฆะกรรมน้ันท่านว่าย่อมเป็นอนัสมบ้รณ์

โดยฐานเป็นนีติกรรมอย่างอื่นน้ัน หากเป็นที่สันนิษฐานได้ว่า ถ้าเดิมที่ค่้กรณีได้ร้้ว่าการตามจำานงน้ัน
ไม่สมบ้รณ์ ก็คงจะได้ต้ังใจให้สมบ้รณ์เป็นอย่างหลังน้ี

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 174 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) * 140 

Miscellaneous Sch.p.82; Dika 690/123 

第 136条
［それ自体から］分離した時点に開始し、死によっとしては］無効であっても、仏歴他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。類型の法律行為としては有効な行為は、当事者が意図したその行為の名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。としては有する。効な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法意図なく行ったものであっても、そのことのみしたその名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。

が本法に定められたそれと競合し、または本法瑕疵を以て善意の第三者に対抗し、当あるもの名称を民事及び商事法典とする。であることを民事及び商事法典とする。初の日より起算すめから知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すっていたら、仏歴後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。として有する。効に定められたそれと競合し、または本法成立させていたであろうと推定が本法に定められたそれと競合し、または本法さ

れるとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法この名称を民事及び商事法典とする。有する。効な法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。としての名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。を民事及び商事法典とする。有する。する。
-

มาตรา ๑๓๗
โมฆียะกรรมน้ัน ท่านว่าบุคคลดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี คือ ผ้้ไร้ความสามารถก็ดี หรือผ้้ได้แสดงเจตนา

โดยวิปริตก็ดี หรือผ้้แทนโดยชอบธรรม หรือผ้้พิทักษ์ หรือทายาทของบุคคลเช่นน้ันก็ดี จะบอกล้าง
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เสียก็ได้
โมฆียะกรรมอันหญิงมีสามีได้ทำาลงน้ัน ท่านว่าสามีจะบอกล้างเสียก็ดี

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [52, 57, 62], 110 New Text (1992) 175 

Jp. Code (1896,98) * 120 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 137条
I. 取り消すことができる。但し、第し可能な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴次に掲げる行為をするためには、予め保佐人の同意を得たのでなければならない。に定められたそれと競合し、または本法掲げた何れかの者の請求に基づげる者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて、仏歴即ちち、仏歴禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてあるいは［詐欺または強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。や被害をいう。強迫による意思表示は、これを取り消すことができる。など］異常な状況下すことができる。で意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。を民事及び商事法典とする。

行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法った者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて、仏歴および商事法典とする。それらの名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。、仏歴保佐人は誠実にこれを行わなければならない。、仏歴あるいは相続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対して人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴これを民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第すことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

II. 夫または妻、を民事及び商事法典とする。有する。する女性もないときは、文字をもって表記された金額が本法に定められたそれと競合し、または本法行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法った取り消すことができる。但し、第し可能な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。夫または妻、もまたこれを民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第すことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๑๓๘
โมฆียะกรรม เมื่อบอกล้างแล้ว ท่านให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก
ถ้าบุคคลใดได้ร้้หรือควรจะได้ร้้ว่าการใดเป็นโมฆยีะ เมื่อบอกล้างแล้ว ท่านให้ถือว่าบุคคลน้ันได้ร้้

ว่าการน้ันไม่สมบ้รณ์
ในการน้ีให้ผ้้เป็นค่้กรณีได้กลับคืนยังฐานะเดิม และถ้าเป็นพ้นวิสัยจะให้กลับคืนเช่นน้ันได้ ก็ให้ได้

รับค่าเสียหายชดใช้ให้แทน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [114] New Text (1992) 176 

Jp. Code (1896,98) 121 Gr. Code (1896) [122, ] * 142 par.2 [=142] 

Miscellaneous Br.158 

第 138条
I. 取り消すことができる。但し、第し可能な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴現に利益を得ている限度において、［その］財産を返還しなければならない。に定められたそれと競合し、または本法取り消すことができる。但し、第されたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。初の日より起算すめから無効であったもの名称を民事及び商事法典とする。と見なす。

II. 当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。が本法に定められたそれと競合し、または本法取り消すことができる。但し、第し可能であることを民事及び商事法典とする。知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すっていたか、仏歴または知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場たはずの名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては、仏歴現に利益を得ている限度において、［その］財産を返還しなければならない。に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。が本法に定められたそれと競合し、または本法取り消すことができる。但し、第された

とき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴この名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてを民事及び商事法典とする。、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法瑕疵を以て善意の第三者に対抗し、当あることを民事及び商事法典とする。知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すっていたもの名称を民事及び商事法典とする。と見なす。

III. この名称を民事及び商事法典とする。場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいては、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてを民事及び商事法典とする。原状に定められたそれと競合し、または本法復させ、原状回復が不能のときには、損害賠償を以てこれに代える。させ、仏歴原状回復させ、原状回復が不能のときには、損害賠償を以てこれに代える。が本法に定められたそれと競合し、または本法不能の名称を民事及び商事法典とする。とき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴損害をいう。賠償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償すを民事及び商事法典とする。以てこれに定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場える。
-

มาตรา ๑๓๙
ถ้าบุคคลผ้้หน่ึงผ้้ใดดัง่ระบุไว้ในมาตรา ๑๓๗ ให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรม ท่านให้ถือว่าการน้ันเป็น

อนัสมบ้รณ์มาแต่เริ่มแรก แต่ข้อน้ีหาอาจจะกระทบกระทัง่ถึงสิทธทิั้งหลายของบุคคลภายนอกได้ไม่
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [111, 149, 150] New Text (1992) 177 

Jp. Code (1896,98) * 122 Gr. Code (1896) [144] 

Miscellaneous

第 139条
取り消すことができる。但し、第し可能な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴第 137条に定められたそれと競合し、または本法規定が本法に定められたそれと競合し、または本法される取り消すことができる。但し、第し権者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法追認められるが、他方にはそれがしたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。初の日より起算すめから有する。効な法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法

為するものと推定される。と見なす。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴追認められるが、他方にはそれがに定められたそれと競合し、または本法よって第三者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。害をいう。することは許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがされない。
-
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มาตรา ๑๔๐
ถ้าค่้กรณีอีกฝ่ายหน่ึงแห่งโมฆียะกรรมน้ัน เป็นบุคคลที่มีตัวกำาหนดแน่นอน การน้ันท่านว่าย่อม

บอกล้าง หรือให้สัตยาบันได้ด้วยแสดงเจตนาต่อบุคคลผ้้น้ัน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [146, 148] New Text (1992) 178 

Jp. Code (1896,98) * 123 Gr. Code (1896) 143 

Miscellaneous

第 140条
取り消すことができる。但し、第し可能な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法おける相手方に行われる慣習の教えに従う。の名称を民事及び商事法典とする。人は誠実にこれを行わなければならない。物の中毒のために、ある個人が自が本法に定められたそれと競合し、または本法明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法それと確に決定されて定が本法に定められたそれと競合し、または本法しているとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第しあるいは

追認められるが、他方にはそれがは、仏歴この名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まする意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額表示する。に定められたそれと競合し、または本法より、仏歴これを民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法うことが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๑๔๑
ในการให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรมน้ัน ท่านว่าสมบ้รณ์ จะสมบ้รณ์ก็แต่เมื่อทำาให้ภายหลังเวลาที่ม้ล

เหตุให้เป็นโมฆียะน้ันได้ศ้นย์ส้ินไปแล้ว
บุคคลผ้้ทีศ่าลได้สัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถ ถ้าได้มาร้้เห็นซึ่งโมฆียะกรรมเช่นว่าน้ีเมื่อตนได้กลับ

เป็นผ้้มคีวามสามารถแล้ว จะให้สัตยาบันได้ต่อภายหลังเวลาทีได้ร้้เช่นน้ัน
บทบัญญัติที่ว่ามาในสองวรรคก่อนน้ัน ท่านมิให้ใช้ถึงกรณีที่ผ้้แทนโดยชอบธรรม หรือผ้้พทิักษ์เป็น

ผ้้ให้สัตยาบัน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [145] New Text (1992) 179 

Jp. Code (1896,98) * 124 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 141条
I. 取り消すことができる。但し、第し可能な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。追認められるが、他方にはそれがする場合し、または本法は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第し可能性もないときは、文字をもって表記された金額の名称を民事及び商事法典とする。原因が解消したときは、裁判所は、禁治産者自身または第が本法に定められたそれと競合し、または本法完全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文に定められたそれと競合し、または本法消すことができる。但し、第滅した後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法これを民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法った

とき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。の名称を民事及び商事法典とする。み、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。追認められるが、他方にはそれがを民事及び商事法典とする。有する。効なもの名称を民事及び商事法典とする。とする。

II. 裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額から禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。受することができる。けた者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。能力を発する。を民事及び商事法典とする。回復させ、原状回復が不能のときには、損害賠償を以てこれに代える。した後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第し可能な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっ知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すした場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法

は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっ知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すした時点に開始し、死によっの名称を民事及び商事法典とする。後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法おいての名称を民事及び商事法典とする。み、仏歴追認められるが、他方にはそれがを民事及び商事法典とする。有する。効なもの名称を民事及び商事法典とする。とする。

III. 本条第 1項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがおよび商事法典とする。第 2項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがの名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴［行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。］法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。または保佐人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法追認められるが、他方にはそれがする場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴これを民事及び商事法典とする。適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文し

ない。
-

มาตรา ๑๔๒
ถ้าในภายหลังเวลาอนัจะพึงให้สัตยาบนัได้ตามความในมาตราก่อนน้ัน มีข้อความจริงอย่างใดอย่าง

หน่ึงซึ่งจะกล่าวต่อไปน้ีเกิดข้ึนเก่ียวด้วยโมฆยีะกรรมไซร้ ถ้ามิได้แสดงแย้งสงวนสิทธิไว้แจ้งชัด
ประการใด ท่านให้ถือว่าเป็นการให้สัตยาบัน ท้ังน้ีคือเช่นว่า

(๑) ได้มีการชำาระหน้ีอันหากก่อขึ้นดว้ยโมฆียะกรรมน้ันแล้วสิ้นเชิง หรือแต่บานส่วน
(๒) ได้มีการเรียกทวงให้ชำาระหน้ีตามโมฆียะกรรมน้ันแลว้ 
(๓) ได้มีการแปลงหน้ีใหม่
(๔) ได้มีการให้ประกันเพ่ือหน้ีน้ัน
(๕) ได้มีการโอนซึ่งสิทธิหรือความรับผิดอันเกิดแต่โมฆียะกรรมน้ันสิ้นเชิง หรือแต่บานสว่น
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Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [147] New Text (1992) 180 

Jp. Code (1896,98) * 125 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 142条
第 141条の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法より追認められるが、他方にはそれがを民事及び商事法典とする。することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る時以後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法、仏歴取り消すことができる。但し、第し可能な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴何ら明確に決定されてらの名称を民事及び商事法典とする。異義を民事及び商事法典とする。とどめるこ

となく同一の氏名を使用したために、権、仏歴次に掲げる行為をするためには、予め保佐人の同意を得たのでなければならない。に定められたそれと競合し、または本法掲げた何れかの者の請求に基づげる何ら明確に決定されてれかの名称を民事及び商事法典とする。事実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法生じたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴それに定められたそれと競合し、または本法よって取り消すことができる。但し、第し可能な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。追認められるが、他方にはそれがしたもの名称を民事及び商事法典とする。と見なす。そ

の名称を民事及び商事法典とする。事実にこれを行わなければならない。とは即ちち、仏歴

(1) 取り消すことができる。但し、第し可能な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法よって成立した債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法ある場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文部または一部の名称を民事及び商事法典とする。履行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法。

(2) 取り消すことができる。但し、第し可能な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法従う。った履行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。督の下に置かなければならない。促。

(3) 更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対して改。

(4) ［取り消すことができる。但し、第し可能な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法よって成立した］債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。ための名称を民事及び商事法典とする。担するべき側にとって有利な解釈を採用する。保の名称を民事及び商事法典とする。供させること。与えることができる。。

(5) 取り消すことができる。但し、第し可能な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法よって取得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場した権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。あるいは負担するべき側にとって有利な解釈を採用する。した責に基づく任地にあるものとする。但し、その職責が暫定的なものであるとき、ま任の請求は、この限りではない。の名称を民事及び商事法典とする。、仏歴全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文部あるいは一部の名称を民事及び商事法典とする。譲り渡なければなら渡なければならあるい

は移転することにより、当然に変更される。。

-

มาตรา ๑๔๓
อนัโมฆยีะกรรมน้ัน ท่านห้ามมิให้บอกล้างเมื่อพน้เวลาปีหน่ึงนับแต่เวลาที่จะอาจให้สัตยาบันได้ 

อน่ึงถ้าเวลาได้ล่วงไปถึงสิบปี นับแต่เมื่อได้ทำาโมฆยีะกรรมน้ันแล้ว ก็เป็นอนัจะบอกล้างไม่ได้ดุจกัน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 142, 144 New Text (1992) 181 

Jp. Code (1896,98) 126 Gr. Code (1896) [121, 124] 

Miscellaneous

第 143条
取り消すことができる。但し、第し可能な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。追認められるが、他方にはそれがを民事及び商事法典とする。することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る時から 1年を民事及び商事法典とする。経過ぎないときは、その限りではない。した後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴もはや被害をいう。これを民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第しするこ
とが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。ない。取り消すことができる。但し、第し可能な当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。時から 10年を民事及び商事法典とする。経過ぎないときは、その限りではない。したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。もまた、仏歴同様の効力を有する。とする。

-

หมวด ๔第四節 เงื่อนไขและเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเวลาส้ินสุด条件、および始期あるいは終期および取り消し始期あるいは終期あるいは終期終期あるいは終期
-

มาตรา ๑๔๔
ข้อความใดอันบังคับไว้ให้นีติกรรมเป็นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อนัใดอ้นหน่ึงข้ึนในอนาคตและไม่

แน่นอน ข้อความเช่นน้ันท่านเรียกว่าเง่ือนไข
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [204] New Text (1992) 182 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Br.114; Plan I No.32 

第 144条
法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。を民事及び商事法典とする。、仏歴将来に定められたそれと競合し、または本法おけるその名称を民事及び商事法典とする。発する。生が本法に定められたそれと競合し、または本法不確に決定されて実にこれを行わなければならない。な何ら明確に決定されてらかの名称を民事及び商事法典とする。事態にある場合において、その者の夫または妻、が本法に定められたそれと競合し、または本法実にこれを行わなければならない。際に心神喪失状態にある時点で行われたことを証明することができ、且つ行為の相手方もに定められたそれと競合し、または本法生じた時に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。み、仏歴発する。効させること

を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。ような規定が本法に定められたそれと競合し、または本法を民事及び商事法典とする。条件として、種々の権利を享受することができる。と呼ぶ。ぶ場合において、］婚姻の時点で男性側［が未成年の場合］は満。
-

― 51 ―



第一編 総則 第四章 法律行為

มาตรา ๑๔๕
นีติกรรมใดมีเง่ือนไขเป็นเง่ือนบังคับก่อน นีติกรรมน้ันยอ่มเป็นผลต่อเมื่อเง่ือนไขน้ันสำาเร็จแล้ว
นีติกรรมใดมีเง่ือนไขเป็นเง่ือนบังคับหลัง นีติกรรมน้ันยอ่มส้ินผลในเมื่อเง่ือนไขน้ันสำาเร็จแล้ว
ถ้าค่้กรณีแห่งนีติกรรมได้แสดงเจตนาไว้ด้วยกันว่าความสำาเร็จแห่งเง่ือนไขน้ัน ให้มีผลย้อนหลังไป

ถึงเวลาใดเวลาหน่ึงก่อนสำาเร็จ ก็ให้เป็นไปตามเจตนาเช่นน้ัน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 183 

Jp. Code (1896,98) * 127 Gr. Code (1896) [158, 159] 

Miscellaneous [S.O.151, 154] 

第 145条
I. 停止を請求することができる。ま条件として、種々の権利を享受することができる。付き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。条件として、種々の権利を享受することができる。が本法に定められたそれと競合し、または本法成就した時からその効力を生じる。した時からその名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。を民事及び商事法典とする。生じる。

II. 解除き］、夫を有する女性は、夫の許諾を得ない限り、条件として、種々の権利を享受することができる。付き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。条件として、種々の権利を享受することができる。が本法に定められたそれと競合し、または本法成就した時からその効力を生じる。した時に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。を民事及び商事法典とする。失う。う。

III. 法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。成就した時からその効力を生じる。した場合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。効果を民事及び商事法典とする。その名称を民事及び商事法典とする。成就した時からその効力を生じる。した時以前に定められたそれと競合し、または本法遡らせる意思を表示したときは、そらせる意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額を民事及び商事法典とする。表示する。したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴そ

の名称を民事及び商事法典とする。意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法従う。う。
-

มาตรา ๑๔๖
ในระวางที่เง่ือนไขยังไม่สำาเร็จ ค้่กรณีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดแห่งนีติกรรมอนัอย่้ในบังคับเง่ือนไข จะต้อง

งดเวน้ไม่ทำาการอย่างหน่ึงอย่างใดให้เป็นที่เส่ือมเสียประโยชน์ อันค่้กรณีอีกฝ่ายหน่ึงจะพึงได้แต่ความ
สำาเร็จแห่งเง่ือนไขน้ัน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 184 

Jp. Code (1896,98) * 128 Gr. Code (1896) [160] 

Miscellaneous [S.O.152 par.1, 2] 

第 146条
条件として、種々の権利を享受することができる。付き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。各当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては、仏歴条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。成否したため、その未成年者が裁判所に対して許諾を請求した場合において、当該が本法に定められたそれと競合し、または本法未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。定が本法に定められたそれと競合し、または本法である間にわたって、賃貸借を行うこと。は、仏歴条件として、種々の権利を享受することができる。が本法に定められたそれと競合し、または本法成就した時からその効力を生じる。した場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法相手方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法生じるべき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。

利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負を民事及び商事法典とする。害をいう。するような行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。してはならない。
-

มาตรา ๑๔๗
ในระวางที่เง่ือนไขยังมิได้สำาเร็จน้ัน สิทธิและหน้าที่ต่างๆของค่้กรณีมีอย่างไร จะจำาหน่าย จะรับ

มฤดก จะจัดการป้องกันรักษา หรือจะทำาประกันไว้ประการใดตามกฎหมาย ก็ย่อมทำาได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 185 

Jp. Code (1896,98) * 129 Gr. Code (1896) [161] 

Miscellaneous [S.O.152 par.3] 

第 147条
［条件として、種々の権利を享受することができる。付き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。の名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。］当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては、仏歴条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。成否したため、その未成年者が裁判所に対して許諾を請求した場合において、当該が本法に定められたそれと競合し、または本法未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。定が本法に定められたそれと競合し、または本法である間にわたって、賃貸借を行うこと。に定められたそれと競合し、または本法も、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。律の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法従う。い、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。［条件として、種々の権利を享受することができる。付き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。の名称を民事及び商事法典とする。］

権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。あるいは義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。処分し、仏歴相続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してし、仏歴保存することを条件として、種々の権利を享受することができる。し、仏歴または［債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、または本法］担するべき側にとって有利な解釈を採用する。保を民事及び商事法典とする。供させること。することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-
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มาตรา ๑๔๘
ถ้าความสำาเร็จแห่งเง่ือนไข จะเป็นทางให้ค่้กรณีฝ่ายไหนเสียเปรียบ และค่้กรณีฝ่ายน้ันเข้าป้องปัด

ขัดขวางเสียมิให้สำาเร็จได้ด้วยเจตนาทุจจริตไซร้ ท่านให้ถือว่าเง่ือนไขน้ันสำาเร็จแล้ว
ถ้าความสำาเร็จแห่งเง่ือนไข จะเป็นทางให้ค่้กรณีฝ่ายไหนได้เปรียบ และค่้กรณีฝ่ายน้ันขวนขวายจัด

ทำาให้เง่ือนไขน้ันสำาเร็จข้ึนด้วยเจตนาทุจจริตไซร้ ท่านให้ถือว่าเง่ือนไขน้ันเป็นอันมิได้สำาเร็จเลย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 186 

Jp. Code (1896,98) 130 Gr. Code (1896) * 162 

Miscellaneous Br.120 [; S.O.156] 

第 148条
I. 条件として、種々の権利を享受することができる。が本法に定められたそれと競合し、または本法成就した時からその効力を生じる。することに定められたそれと競合し、または本法よって不利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負を民事及び商事法典とする。受することができる。ける当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴悪意を民事及び商事法典とする。以て意図なく行ったものであっても、そのことのみ的な法原則［条理］に従う。に定められたそれと競合し、または本法条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。成就した時からその効力を生じる。を民事及び商事法典とする。妨げられない。げたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。

条件として、種々の権利を享受することができる。は成就した時からその効力を生じる。したもの名称を民事及び商事法典とする。と見なす。

II. 条件として、種々の権利を享受することができる。が本法に定められたそれと競合し、または本法成就した時からその効力を生じる。することに定められたそれと競合し、または本法よって利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負を民事及び商事法典とする。受することができる。ける当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴悪意を民事及び商事法典とする。以て意図なく行ったものであっても、そのことのみ的な法原則［条理］に従う。に定められたそれと競合し、または本法条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。成就した時からその効力を生じる。に定められたそれと競合し、または本法導された程度の場合には、表意者は、［そいたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。条

件として、種々の権利を享受することができる。は成就した時からその効力を生じる。しなかったもの名称を民事及び商事法典とする。と見なす。
-

มาตรา ๑๔๙
ถ้าเง่ือนไขสำาเร็จแล้ว แต่ในเวลาทำานีติกรรม หากเป็นเง่ือนไขบังคับก่อน ท่านว่านีติกรรมน้ันเป็น

อนัสมบ้รณ์ปราศจากเง่ือนไข หากว่าเป็นเง่ือนไขบังคับหลัง ท่านว่านีติกรรมน้ันเป็นโมฆะ
ถ้าในเวลาทำานีติกรรม เป็นที่แน่นอนอย่้แล้วว่าเง่ือนไขน้ันไม่อาจสำาเร็จได้ หากเป็นเง่ือนไขบังคับ

ก่อน ท่านว่านีติกรรมน้ันเป็นโมฆะ หากเป็นเง่ือนไขบังคับหลัง ท่านว่านีติกรรมน้ันเป็นอันสมบ้รณ์
ปราศจากเง่ือนไข

ในกรณีดัง่กล่าวมาในสองวรรคก่อนน้ี ตราบใดค่้กรณียังไม่ร้้ว่าเง่ือนไขได้สำาเร็จแล้ว หรือมิอาจ
สำาเร็จได้ ตราบน้ันท่านให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ และ ๑๔๗ บังคับแล้วแต่กรณี

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 187 

Jp. Code (1896,98) * 131 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 149条
I. 条件として、種々の権利を享受することができる。が本法に定められたそれと競合し、または本法既に死亡したかが不明のとき。に定められたそれと競合し、または本法法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。時から成就した時からその効力を生じる。していた場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。条件として、種々の権利を享受することができる。が本法に定められたそれと競合し、または本法停止を請求することができる。ま条件として、種々の権利を享受することができる。であるとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。はその名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は

無条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。有する。効な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。とし、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。条件として、種々の権利を享受することができる。が本法に定められたそれと競合し、または本法解除き］、夫を有する女性は、夫の許諾を得ない限り、条件として、種々の権利を享受することができる。であるとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。はその名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は無効とする。

II. 条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。成就した時からその効力を生じる。が本法に定められたそれと競合し、または本法不可能であることが本法に定められたそれと競合し、または本法法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。時に定められたそれと競合し、または本法既に死亡したかが不明のとき。に定められたそれと競合し、または本法確に決定されて定が本法に定められたそれと競合し、または本法していた場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。条件として、種々の権利を享受することができる。が本法に定められたそれと競合し、または本法停止を請求することができる。ま条件として、種々の権利を享受することができる。であ

るとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。はその名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は無効とし、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。条件として、種々の権利を享受することができる。が本法に定められたそれと競合し、または本法解除き］、夫を有する女性は、夫の許諾を得ない限り、条件として、種々の権利を享受することができる。であるとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。はその名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は無条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。有する。効な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。と

する。

III. 本条第 1項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがおよび商事法典とする。第 2項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがの名称を民事及び商事法典とする。場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。既に死亡したかが不明のとき。に定められたそれと競合し、または本法成就した時からその効力を生じる。していること、仏歴あるいは条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。成就した時からその効力を生じる。が本法に定められたそれと競合し、または本法不可能である

ことを民事及び商事法典とする。未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すらないでいる限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。事例に従い、または主に定められたそれと競合し、または本法応の生活を維持する上で不可欠な行為は、すべてこれをじて第 146条あるいは第 147条を民事及び商事法典とする。適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する。
-

มาตรา ๑๕๐
นีติกรรมใดมีเง่ือนไขอันไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดี ขัดวางต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชนก็ดี นีติกรรมน้ันท่านว่าเป็นโมฆะ
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Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * [205] New Text (1992) 188 

Jp. Code (1896,98) 132 Gr. Code (1896)

Miscellaneous Fr.1172; S.O.157 

第 150条
法の名称を民事及び商事法典とする。令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法違が認められ、且つ反して行われた行為も、これを取り消すことができる。し、仏歴または公共の秩序あるいは善良の風俗に反する目的を内容との名称を民事及び商事法典とする。秩序あるいは善良の風俗に反する目的を内容とあるいは善良の風俗に反する行為をしたときもまた、同様とする。の名称を民事及び商事法典とする。風俗に反する行為をしたときもまた、同様とする。に定められたそれと競合し、または本法反して行われた行為も、これを取り消すことができる。する条件として、種々の権利を享受することができる。を民事及び商事法典とする。付した法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。無効とする。

-

มาตรา ๑๕๑
นีติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับก่อน และเง่ือนไขน้ันเป็นการอันพน้วิสัย ท่านว่านีติกรรมน้ันเป็นโมฆะ
นีติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับหลัง และเง่ือนไขน้ันเป็นการอันพน้วิสัย ท่านว่านีติกรรมน้ันเป็นอัน

สมบ้รณ์ปราศจากเง่ือนไข
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 189 

Jp. Code (1896,98) * 133 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 151条
I. 不能の名称を民事及び商事法典とする。停止を請求することができる。ま条件として、種々の権利を享受することができる。を民事及び商事法典とする。付した法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。無効とする。

II. 不能の名称を民事及び商事法典とする。解除き］、夫を有する女性は、夫の許諾を得ない限り、条件として、種々の権利を享受することができる。を民事及び商事法典とする。付した法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。無条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。有する。効な行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。とする。
-

มาตรา ๑๕๒
นีติกรรมใดมีเง่ือนไขบังคับก่อน และเป็นเง่ือนไขอนัสำาเร็จได้หรือไม่สุดแล้วแต่ใจของฝ่ายล้กหน้ี

เท่าน้ันไซร้ นีติกรรมน้ันท่านว่าเป็นโมฆะ
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 190 

Jp. Code (1896,98) * 134 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 152条
停止を請求することができる。ま条件として、種々の権利を享受することができる。付き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。条件として、種々の権利を享受することができる。成就した時からその効力を生じる。の名称を民事及び商事法典とする。成否したため、その未成年者が裁判所に対して許諾を請求した場合において、当該が本法に定められたそれと競合し、または本法単に権利を得、または義務を免れる限りにおいて、いかなる法律行為もこれを行うことがでに定められたそれと競合し、または本法債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。み係において不利益を負るとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴これを民事及び商事法典とする。無効とする。

-

มาตรา ๑๕๓
ถ้านีติกรรมมีเง่ือนเวลาเริ่มต้นกำาหนดไว้ ท่านห้ามมิให้ทวงถามให้ปฏิบัติการตามนีติกรรมก่อนถึง

เวลากำาหนด
ถ้านีติกรรมมีเง่ือนเวลาสุดส้ินกำาหนดไว้ ท่านว่านีติกรรมน้ันย่อมส้ินผลเมื่อถึงเวลากำาหนด

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) 209 New Text (1992) 191 

Jp. Code (1896,98) * 135 Gr. Code (1896) [163] 

Miscellaneous
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第一編 総則 第四章 法律行為

第 153条
I. 法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法始し、死によっ期を民事及び商事法典とする。付したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。履行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴期限りにおいて、その効力を失う。が本法に定められたそれと競合し、または本法到来するまで、仏歴これを民事及び商事法典とする。請求することができる。ますることが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。な

い。

II. 法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法終期を民事及び商事法典とする。付したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。の名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。は、仏歴期限りにおいて、その効力を失う。が本法に定められたそれと競合し、または本法到来した時に定められたそれと競合し、または本法消すことができる。但し、第滅する。
-

มาตรา ๑๕๔
อนัเง่ือนเวลาเริ่มต้นหรือเง่ือนเวลาสุดส้ินน้ัน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าย่อมกำาหนดไว้เพื่อ

ประโยชน์แก่ฝ่ายล้กหน้ี เว้นแต่จะปรากฏโดยเน้ือความแห่งตราสาร หรือโดยพฤติการณ์แห่งกรณีว่า
ได้ต้ังใจจะให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเจ้าหน้ี หรือแก่ค่้กรณีทั้งสองฝ่ายด้วยกัน

อน่ึงประโยชน์แห่งเง่ือนเวลาน้ัน ฝ่ายใดจะสละประโยชน์น้ันเสียก็ได้ แต่การสละน้ียอ่มไม่กระทบ
กระเทือนถึงประโยชน์อันค่้กรณีอีกฝ่ายหน่ึงจะพึงได้แต่เง่ือนเวลาน้ัน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) 210 [??] [, 211] New Text (1992) 192 

Jp. Code (1896,98) * 136 Gr. Code (1896)

Miscellaneous Br.126 

第 154条
I. 始し、死によっ期あるいは終期は、仏歴債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、または本法定が本法に定められたそれと競合し、または本法めたもの名称を民事及び商事法典とする。と推定が本法に定められたそれと競合し、または本法する。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴［当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法関する］証書を作成することが義務づけられている場合であっても、その証書の名称を民事及び商事法典とする。内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。

容とする根本規則［＝定款］を規定し、これを設立しなけから、仏歴または事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文の名称を民事及び商事法典とする。事情から、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。期限りにおいて、その効力を失う。が本法に定められたそれと競合し、または本法債権者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負の名称を民事及び商事法典とする。ため、仏歴あるいは当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて双方に行われる慣習の教えに従う。の名称を民事及び商事法典とする。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、または本法定が本法に定められたそれと競合し、または本法めら

れたと解される場合し、または本法は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。限りにおいて、その効力を失う。りではない。

II. なお、仏歴期限りにおいて、その効力を失う。の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法から利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負を民事及び商事法典とする。受することができる。ける当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負を民事及び商事法典とする。放棄すること。することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。但し、その者の署名を必要とする。しこの名称を民事及び商事法典とする。放棄すること。に定められたそれと競合し、または本法よって、仏歴他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法方に行われる慣習の教えに従う。当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文

事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法期限りにおいて、その効力を失う。の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法から受することができる。けるべき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負を民事及び商事法典とする。損なってはならない。
-

มาตรา ๑๕๕
ในกรณีดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี ท่านห้ามมิให้ฝ่ายล้กหน้ีถือเอาประโยชน์แห่งเง่ือนเวลาเริ่มต้นหรือ

เง่ือนเวลาสุดส้ิน คอื
(๑) ถ้าล้กหน้ีถ้กศาลสัง่ให้เป็นคนล้มละลาย
(๒) ถ้าล้กหน้ีไม่ให้ประกันในเมื่อจำาต้องให้
(๓) ถ้าล้กหน้ีได้ทำาลาย หรือทำาให้ลดน้อยถอยลงซึ่งประกันอันได้ให้ไว้

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 193 

Jp. Code (1896,98) * 137 Gr. Code (1896)

Miscellaneous Fr.1188 

第 155条
次に掲げる行為をするためには、予め保佐人の同意を得たのでなければならない。に定められたそれと競合し、または本法掲げた何れかの者の請求に基づげる場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては、仏歴始し、死によっ期あるいは終期の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法から受することができる。ける利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負を民事及び商事法典とする。主な居所としている場所をいう。張し、または損害賠償を請求することは、双方ともに許されない。することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。ない。

(1) 債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額より、仏歴破産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。受することができる。けたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

(2) 債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法提供させること。した担するべき側にとって有利な解釈を採用する。保を民事及び商事法典とする。滅失う。させ、仏歴または減少させたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

(3) 債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法担するべき側にとって有利な解釈を採用する。保を民事及び商事法典とする。供させること。する義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。負う場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴これを民事及び商事法典とする。供させること。しないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。。

-
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第一編 総則 第五章 期間

ลักษณะ ๕第五章 ระยะเวลา期間
-

มาตรา ๑๕๖
วิธีการกำาหนดนับระยะเวลาทั้งปวง ท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลายแห่งลักษณะน้ี เว้นแต่จะ

มีกำาหนดไว้เป็นประการอื่นโดยกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ โดยคำาสัง่ศาล หรือโดยนีติกรรม
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [30] New Text (1992) 193/1 

Jp. Code (1896,98) * 138 Gr. Code (1896) 186 

Miscellaneous

第 156条
期間にわたって、賃貸借を行うこと。の名称を民事及び商事法典とする。計算す方に行われる慣習の教えに従う。法の名称を民事及び商事法典とする。は、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額の名称を民事及び商事法典とする。決定が本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴または法の名称を民事及び商事法典とする。律行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。に定められたそれと競合し、または本法別段の定めがないとき、または法律に別段の定めのないの名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法めの名称を民事及び商事法典とする。ない限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴［原則として］この名称を民事及び商事法典とする。章の代理人に関する規定は、本款の趣旨に抵触あるいは齟齬のない限りにおいて、不在の名称を民事及び商事法典とする。規

定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法従う。う。
-

มาตรา ๑๕๗
ระยะเวลาน้ัน ท่านให้คำานวณเป็นวนั
ถ้าระยะเวลานับเป็นชัว่โมง ท่านว่าระยะเวลาย่อมเริ่มต้นในทันใดน้ัน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [31] New Text (1992) 193/2 193/3(I) 

Jp. Code (1896,98) 138 [??], 139 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 157条
I. 期間にわたって、賃貸借を行うこと。の名称を民事及び商事法典とする。計算すは、仏歴［原則として］日よりその効力を発する。数に定められたそれと競合し、または本法よってこれを民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法う。

II. 時間にわたって、賃貸借を行うこと。を民事及び商事法典とする。以て期間にわたって、賃貸借を行うこと。を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法めた場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴即ち時に定められたそれと競合し、または本法これを民事及び商事法典とする。起算すする。
-

มาตรา ๑๕๘
ถ้าระยะเวลาเป็นวันก็ดี สัปดาหะก็ดี เดือนหรือปีก็ดี ท่านมิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลาน้ันรวม

คำานวณเข้าด้วย เวน้แต่จะเริ่มการในวนัน้ันเองต้ังแต่เวลาอันเป็นกำาหนดเริ่มทำาการงานกันตาม
ประเพณี

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [32] New Text (1992) 193/3(II) 

Jp. Code (1896,98) * 140 Gr. Code (1896) 187 

Miscellaneous [S.O.76, 77, 132] 

第 158条
日よりその効力を発する。、仏歴週、仏歴月あるいは年に定められたそれと競合し、または本法よって期間にわたって、賃貸借を行うこと。を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法めたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴期間にわたって、賃貸借を行うこと。の名称を民事及び商事法典とする。初の日より起算す日よりその効力を発する。は算す入しない。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。期間にわたって、賃貸借を行うこと。が本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴慣習の教えに従う。上一日よりその効力を発する。の名称を民事及び商事法典とする。

営業の本拠地を置かずに、常に移動しながらそのが本法に定められたそれと競合し、または本法開始し、死によっされる時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同から始し、死によっまるとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。限りにおいて、その効力を失う。りではない。
-

มาตรา ๑๕๙
ถ้าระยะเวลาเป็นสัปดาหะก็ดี เดือนหรือปีก็ดี ท่านให้คำานวณตามประดิทนิในราชการ
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ถ้าระยะเวลามิได้กำาหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาหะก็ดี วนัต้นแห่งเดือนหรือปีก็ดี ท่านว่าระยะเวลา
ยอ่มสุดส้ินลงในวันก่อนหน้าจะถึงวนัแห่งสัปดาหะ เดือน หรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวนัเริ่ม
ระยะเวลาน้ัน ถ้าในระยะเวลานับเป็นเดือนหรือปีน้ันไม่มวีันตรงกันในเดือนสุดท้าย ท่านว่าวันสุดท้าย
แห่งเดือนน้ันเป็นวันสุดส้ินระยะเวลา

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [33, 34, 35] New Text (1992) 193/5 

Jp. Code (1896,98) * 143 Gr. Code (1896) [188] 

Miscellaneous

第 159条
I. 週、仏歴月あるいは年に定められたそれと競合し、または本法よって期間にわたって、賃貸借を行うこと。を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法めた場合し、または本法は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。期間にわたって、賃貸借を行うこと。は、仏歴行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法政官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁庁の名称を民事及び商事法典とする。使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する暦に定められたそれと競合し、または本法従う。って計算すする。

II. ［週、仏歴月あるいは年に定められたそれと競合し、または本法よって定が本法に定められたそれと競合し、または本法められた］期間にわたって、賃貸借を行うこと。が本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴週、仏歴月あるいは年の名称を民事及び商事法典とする。初の日より起算す日よりその効力を発する。から起算すされないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。期間にわたって、賃貸借を行うこと。

は、仏歴最も少後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。週、仏歴月あるいは年に定められたそれと競合し、または本法おいてその名称を民事及び商事法典とする。起算す日よりその効力を発する。に定められたそれと競合し、または本法相当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する日よりその効力を発する。の名称を民事及び商事法典とする。前日よりその効力を発する。に定められたそれと競合し、または本法満了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっする。月あるいは年に定められたそれと競合し、または本法よって期間にわたって、賃貸借を行うこと。

を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法めた場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。最も少後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。月に定められたそれと競合し、または本法［起算す日よりその効力を発する。に定められたそれと競合し、または本法］相当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する日よりその効力を発する。が本法に定められたそれと競合し、または本法ないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴最も少後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。月の名称を民事及び商事法典とする。末日よりその効力を発する。に定められたそれと競合し、または本法満了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっする。
-

มาตรา ๑๖๐
ระยะเวลาน้ันถ้าผ่อนออกไป ท่านให้นับเอาวันซึ่งต่อจากวนัสุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิมน้ัน เป็นวนั

เริ่มต้นแห่งระยะเวลาซึ่งผ่อนออกไป
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 36 New Text (1992) 193/7 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) 190 

Miscellaneous S.O.80 

第 160条
期間にわたって、賃貸借を行うこと。が本法に定められたそれと競合し、または本法更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対して新されたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴新たな期間にわたって、賃貸借を行うこと。は、仏歴本来の名称を民事及び商事法典とする。期間にわたって、賃貸借を行うこと。の名称を民事及び商事法典とする。末日よりその効力を発する。の名称を民事及び商事法典とする。翌日よりその効力を発する。を民事及び商事法典とする。初の日より起算す日よりその効力を発する。として、仏歴これを民事及び商事法典とする。起算すする。

-

มาตรา ๑๖๑
ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวนัหยุดซึ่งตามประเพณีงดเว้นการงาน ท่านให้นับวันที่เริ่มทำาการ

ใหม่เข้าด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 37 New Text (1992) 193/8 

Jp. Code (1896,98) [142] Gr. Code (1896) 193 

Miscellaneous [S.O.78] 

第 161条
期間にわたって、賃貸借を行うこと。の名称を民事及び商事法典とする。末日よりその効力を発する。が本法に定められたそれと競合し、または本法慣習の教えに従う。上の名称を民事及び商事法典とする。休業の本拠地を置かずに、常に移動しながらその日よりその効力を発する。に定められたそれと競合し、または本法当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文たるとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。日よりその効力を発する。に定められたそれと競合し、または本法続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してく同一の氏名を使用したために、権最も少初の日より起算すの名称を民事及び商事法典とする。営業の本拠地を置かずに、常に移動しながらその日よりその効力を発する。を民事及び商事法典とする。［期間にわたって、賃貸借を行うこと。の名称を民事及び商事法典とする。末日よりその効力を発する。として］算す入する。

-

มาตรา ๑๖๒
ในทางความ ในทางราชการ และทางค้าขายน้ัน วัน หมายความว่าเวลาทำาการงานตามปกติ

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 38 New Text (1992) 193/4 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous J.Com.283 
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第 162条
裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額の名称を民事及び商事法典とする。審理、仏歴行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法政事務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。、仏歴および商事法典とする。商営業の本拠地を置かずに、常に移動しながらそのに定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴日よりその効力を発する。とは、仏歴通常、仏歴事務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。日よりその効力を発する。［あるいは営業の本拠地を置かずに、常に移動しながらその日よりその効力を発する。］とされる日よりその効力を発する。を民事及び商事法典とする。意味の相違が認められ、且つす

る。
-
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ลักษณะ ๖第六章 อายุความ消滅時効
-

มาตรา ๑๖๓
อนัสิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้บังคับเสียภายในระยะเวลาอันกฎหมายกำาหนดไว้ ท่านว่าตกเป็น

อนัขาดอายุความ ห้ามมิให้ฟ้องร้อง
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * [425] New Text (1992) 193/9 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) 194 [=194 par.1] 

Miscellaneous Jenk's 158 

第 163条
どの名称を民事及び商事法典とする。ような請求することができる。ま権も、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。律に定められたそれと競合し、または本法よって定が本法に定められたそれと競合し、または本法められた期間にわたって、賃貸借を行うこと。内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。されなかったとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第滅時効が本法に定められたそれと競合し、または本法完成したもの名称を民事及び商事法典とする。

とし、仏歴もはや被害をいう。提訴することは許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがされない。
-

มาตรา ๑๖๔
อนัอายุความน้ัน ถ้าไมม่ีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ท่านให้มีกำาหนดสิบปี

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 452 New Text (1992) 193/30 

Jp. Code (1896,98) 167 [=167 par.1] Gr. Code (1896) [195] 

Miscellaneous S.O.127 

第 164条
［請求することができる。ま権の名称を民事及び商事法典とする。］消すことができる。但し、第滅時効は、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。律に定められたそれと競合し、または本法別段の定めがないとき、または法律に別段の定めのないの名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法めの名称を民事及び商事法典とする。ない限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。期間にわたって、賃貸借を行うこと。を民事及び商事法典とする。 10年とする。

-

มาตรา ๑๖๕
สิทธิเรียกร้องดัง่จะกล่าวต่อไปน้ี มีกำาหนดอายคุวามสองปี คือ

(๑) บุคคลผ้้เป็นพ่อค้า ผ้ป้ระกอบหัตถกรรม ผ้้เป็นช่างฝีมือ และบุคคลจำาพวกประกอบศิลปะอุตสาหะกรรม เรียก
เอาคา่ที่ได้ส่งมอบของ ทำาของ และค่าด้แลกิจการของผ้้อื่น รวมทั้งคา่ที่ได้ออกเงินทดรองไป เว้นแต่เป็นการที่
ได้ทำาเพ่ืออุตสาหะกรรมของฝ่ายล้กหน้ีน้ันเอง

(๒) บุคคลผ้ป้ระกอบกสิกรรม หรือการป่าไม้ เรียกเอาค่าที่ได้ส่งมอบสิง่อันเป็นผลแห่งกสิกรรม หรือป่าไม้ เพียงที่
เป็นการสำาหรับใช้สอยในบ้านเรือนของฝ่ายล้กหน้ี

(๓) บุคคลผ้ข้นส่งคนทางรถไฟ ผ้้ร ับบรรทุกของ คนเรือ คนขับรถจ้าง และคนเดินหนังสือ เรียกเอาคา่โดยสาร ค่า
ระวาง ค่าเช่า คา่ธรรมเนียม รวมทั้งค่าที่ได้ออกเงินทดรองไป

(๔) บุคคลผ้้เป็นเจา้สำานักโรงแรม และบุคคลจำาพวกที่ค้าในการจำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เรียกเอาคา่ทีจ่ัดที่พัก
อาศัยเพ่ือสำาเร็จความต้องการ รวมทั้งค่าที่ได้ออกเงินทดรองไปด้วย

(๕) บุคคลจำาพวกทีข่ายตัว๋สลากกินแบ่ง เรียกเอาค่าที่ไดข้ายตัว๋ เว้นแต่เป็นการที่ได้ส่งมอบตัว๋เพียงสำาหรับให้ขาย
ต่อไป

(๖) บุคคลจำาพวกที่ในการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ เรียกเอาคา่เช่า
(๗) บุคคลซึ่งมิได้เขา้อย่้ในประเภทที่ระบุไว้ในอนุมาตรา (๑) แต่เป็นผ้้ค้าในการด้แลกิจการของผ้้อื่น หรือรับทำาการ
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งานต่างๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการน้ัน รวมทั้งค่าที่ได้ออกเงินทดรองไปด้วย
(๘) บุคคลผ้้ร ับจ้างใช้การงานส่วนบุคคล เรียกเอาเงินจ้าง ค่าจ้าง หรือสินจ้างชะนิดอื่นเพ่ือการงานทีท่ำา รวมทั้งค่าที่

ได้ออกเงินทดรองไปดว้ย กับทั้งนายจา้งเรียกเอาเงินเช่นที่วา่น้ันอันตนได้จา่ยล่วงหน้าให้ไปแล้วน้ันก็ด้วย
เหมือนกัน

(๙) คนงาน ผ้้ช่วยงาน ล้กมือฝึกหัด คนประจำาโรงงานหัตถกรรม กรรมกรรายวัน และช่างฝีมือ เรียกเอาเงินจ้าง
และเงินอื่นอันได้ตกลงกันว่าจะจา่ยให้แทน หรือให้เป็นส่วนหน่ึงของเงินจ้าง รวมทั้งค่าที่ได้ออกเงินทดรองไป 
กับนายจ้างเรียกเอาเงินเช่นที่วา่น้ันอันตนได้จา่ยล่วงหน้าให้ไปแล้วน้ันก็ดว้ยเหมือนกัน

(๑๐) คร้ผ้้สอนล้กมือฝึกหัด เรียกเอากำานลและค่าการงานอย่างอื่น ตามที่ได้ตกลงกันไว้โดยสัญญาล้กมือฝึกหัด รวม
ทั้งคา่ที่ได้ออกเงินทดรองไปแทนล้กฝึกหัดน้ันด้วย

(๑๑) สาธารณสถานที่ศึกษา ท่ีฝึกสอน ท่ีพิทักษร์ักษาคนเจ็บไข้ และเจ้าของสถานของเอกชนอันเป็นทีท่ำาการทำานอง
เช่นว่ามาน้ัน เรียกเอาค่าศึกษา คา่ที่ได้ทำาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ และค่าที่ได้ออกเงินไปเก่ียวกับการน้ันๆ

(๑๒) บุคคลจำาพวกทีร่ ับคนไว้บำารุงเลี้ยง หรือฝึกสอน เรียกเอาคา่การงานที่ไดท้ำาไป และค่าที่ได้ออกเงินจ่ายไป
ทำานองเช่นระบุไว้ในอนุมาตรา (๑๑)

(๑๓) คร้อาจารย์ เรียกเอาคา่สอน
(๑๔) บุคคลผ้ป้ระกอบการแพทย์ รวมทั้งศัลยแพทย์ ส้ติแพทย์ ทันตแพทย์และช่างฟัน และสตัวแพทย์ กับทั้งนาง

ผดุงครรภ์ นางพยาบาล เรียกเอาค่าการงานที่ทำา รวมทั้งคา่ที่ได้ออกเงินทดรองไปด้วย
(๑๕) หมอความ ทนายความ รวมทั้งบรรดาบุคคลทีท่างราชการได้ตั้งแต่ง หรืออนุญาตให้กิจการฉะเพาะบางอยา่ง 

เรียกเอาค่าธรรมเนียม และคา่ได้ออกเงินทดรองไปเพียงที่มิใช่เงินอันอย่้ในประเภทจะต้องส่งเข้าท้องพระคลัง
(๑๖) บุคคลผ้้เป็นค่้ความ เรียกเอาเงินที่ได้จา่ยล่วงหน้าให้แก่ทนายความของตน
(๑๗) บุคคลผ้้เป็นพะยาน และเช่ียวชาญ เรียกเอาคา่ธรรมเนียม และค่าที่ได้ออกเงินอดรองไป

สิทธิเรียกร้องเช่นระบุไว้ในวรรค ๑ อนุมาตรา (๑), (๒) และ (๕) น้ันอย่างใดไม่เข้าอย่้ในบังคับอายุ
ความสองปี ท่านให้มีกำาหนดอายคุวามห้าปี

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [448] New Text (1992) 193/33(V) 193/34 

Jp. Code (1896,98) [170 - 174] Gr. Code (1896) * 196 

Miscellaneous [S.O.128] 

第 165条
I. 次に掲げる行為をするためには、予め保佐人の同意を得たのでなければならない。に定められたそれと競合し、または本法掲げた何れかの者の請求に基づげる請求することができる。ま権は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第滅時効の名称を民事及び商事法典とする。期間にわたって、賃貸借を行うこと。を民事及び商事法典とする。 2年とする。

(1) 商人は誠実にこれを行わなければならない。、仏歴製造業の本拠地を置かずに、常に移動しながらその者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて、仏歴職人は誠実にこれを行わなければならない。、仏歴および商事法典とする。工匠の、納入した商品、提供した労務、他人の業務の指揮監督に関するの名称を民事及び商事法典とする。、仏歴納めるよう命じることができる。入した商品と、仏歴提供させること。した労務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。、仏歴他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。業の本拠地を置かずに、常に移動しながらその務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。指揮監督の下に置かなければならない。に定められたそれと競合し、または本法関する

請求することができる。ま権。立て替え代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場金［の名称を民事及び商事法典とする。償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償す還を確実に請求することができる。ま権］も含む。む。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴これらの名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。が本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴［支払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてい］義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて側にとって有利な解釈を採用する。の名称を民事及び商事法典とする。営業の本拠地を置かずに、常に移動しながらその活を維持する上で不可欠な行為は、すべてこれを動

の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、または本法なされたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。限りにおいて、その効力を失う。りではない。

(2) 農業の本拠地を置かずに、常に移動しながらそのあるいは林業の本拠地を置かずに、常に移動しながらそのを民事及び商事法典とする。営む者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。、仏歴納めるよう命じることができる。入した農産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること物の中毒のために、ある個人が自あるいは材木は、それが生える土地の構成要素と見なす。などの名称を民事及び商事法典とする。産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること物の中毒のために、ある個人が自に定められたそれと競合し、または本法関する請求することができる。ま権。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴それら

の名称を民事及び商事法典とする。産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること物の中毒のために、ある個人が自が本法に定められたそれと競合し、または本法［支払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてい］義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて個人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。家計に定められたそれと競合し、または本法供させること。される場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法限りにおいて、その効力を失う。る。

(3) 鉄道貨物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。運送することのできる全ての物をいう。その際、物の移送がその物自体の業の本拠地を置かずに、常に移動しながらそのを民事及び商事法典とする。営む者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて、仏歴荷物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。運搬人は誠実にこれを行わなければならない。、仏歴船頭を命じなければならない。、仏歴貸切な注意義務を順守していたにもかかわらず、あるいは順守したとしても、誰にも予防することのできな自動車の運転手、および通信物の配達を営むの名称を民事及び商事法典とする。運転することにより、当然に変更される。手、仏歴および商事法典とする。通信された［隔地者に対する］意思表示は、表意者がその後に死亡し、または禁治産の宣告を受けて物の中毒のために、ある個人が自の名称を民事及び商事法典とする。配達した時点で、未成年の地位を脱して成年としての地位を取得する。を民事及び商事法典とする。営む

者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。、仏歴旅客運賃、仏歴貨物の中毒のために、ある個人が自運賃、仏歴労賃、仏歴および商事法典とする。手数料に定められたそれと競合し、または本法関する請求することができる。ま権。立て替え代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場金［の名称を民事及び商事法典とする。償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償す還を確実に請求することができる。ま権］も含む。

む。

(4) 旅館の支配人、および［宿泊］客を飲食物で持て成すことを営業とする者の、宿泊客の必要を満たすたの名称を民事及び商事法典とする。支配人は誠実にこれを行わなければならない。、仏歴および商事法典とする。［宿泊］客を民事及び商事法典とする。飲食物の中毒のために、ある個人が自で持する上で不可欠な行為は、すべてこれをて成すことを民事及び商事法典とする。営業の本拠地を置かずに、常に移動しながらそのとする者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。、仏歴宿泊客の名称を民事及び商事法典とする。必要はない。但し、その者の署名を必要とする。を民事及び商事法典とする。満たすた

めの名称を民事及び商事法典とする。料金に定められたそれと競合し、または本法関する請求することができる。ま権。立て替え代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場金［の名称を民事及び商事法典とする。償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償す還を確実に請求することができる。ま権］も含む。む。

(5) 公営の名称を民事及び商事法典とする。宝くじを販売する者の、販売した宝くじ［など］に関する請求権。但し、再販を目的として宝くじをく同一の氏名を使用したために、権じを民事及び商事法典とする。販売する者の、販売した宝くじ［など］に関する請求権。但し、再販を目的として宝くじをする者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。、仏歴販売する者の、販売した宝くじ［など］に関する請求権。但し、再販を目的として宝くじをした宝くじを販売する者の、販売した宝くじ［など］に関する請求権。但し、再販を目的として宝くじをく同一の氏名を使用したために、権じ［など］に定められたそれと競合し、または本法関する請求することができる。ま権。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴再販を民事及び商事法典とする。目的な法原則［条理］に従う。として宝くじを販売する者の、販売した宝くじ［など］に関する請求権。但し、再販を目的として宝くじをく同一の氏名を使用したために、権じを民事及び商事法典とする。

納めるよう命じることができる。入した場合し、または本法は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。限りにおいて、その効力を失う。りではない。
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第一編 総則 第六章 消滅時効

(6) 動産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。賃貸を民事及び商事法典とする。生業の本拠地を置かずに、常に移動しながらそのとする者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。、仏歴損料に定められたそれと競合し、または本法関する請求することができる。ま権。

(7) 本条第 1号が証書に記載されている場合、二人の証人が連署して保証に定められたそれと競合し、または本法属する者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてを民事及び商事法典とする。除き］、夫を有する女性は、夫の許諾を得ない限り、き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。業の本拠地を置かずに、常に移動しながらその務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。指揮監督の下に置かなければならない。あるいはその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法各種の立場にある者に［通常］期待の名称を民事及び商事法典とする。労務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。提供させること。を民事及び商事法典とする。生業の本拠地を置かずに、常に移動しながらそのとす

る者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。、仏歴提供させること。した労務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。報で公示する。酬を支払うよう命じることがに定められたそれと競合し、または本法関する請求することができる。ま権。立て替え代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場金［の名称を民事及び商事法典とする。償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償す還を確実に請求することができる。ま権］も含む。む。

(8) 個人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。家計内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。で雇用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文される使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。、仏歴労賃あるいはその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。労務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まする給金に定められたそれと競合し、または本法関する請求することができる。ま権。その名称を民事及び商事法典とする。

者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。、仏歴［使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。］上述の請求に応じて提供された前払い金［の返還］を求める請求権もまた、の名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。まに定められたそれと競合し、または本法応の生活を維持する上で不可欠な行為は、すべてこれをじて提供させること。された前払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてい金［の名称を民事及び商事法典とする。返しているとき、またはその生活の本拠地を数カ所に有してい還を確実に］を民事及び商事法典とする。求することができる。まめる請求することができる。ま権もまた、仏歴

同様の効力を有する。である。

(9) 労務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて、仏歴労務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。手伝える証拠を［裁判所が］入手したとき。い、仏歴労務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。見習の教えに従う。い、仏歴正規の名称を民事及び商事法典とする。工員が、同種の立場にある者に［通常］期待、仏歴日よりその効力を発する。雇い工員が、同種の立場にある者に［通常］期待、仏歴および商事法典とする。雇い職人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。、仏歴［労使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。間にわたって、賃貸借を行うこと。ﾗの］合意にの名称を民事及び商事法典とする。］合し、または本法意に定められたそれと競合し、または本法

基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づく同一の氏名を使用したために、権労賃および商事法典とする。その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。補償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償す金あるいは労賃の名称を民事及び商事法典とする。一部としての名称を民事及び商事法典とする。金員が、同種の立場にある者に［通常］期待の名称を民事及び商事法典とする。支払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されていに定められたそれと競合し、または本法関する請求することができる。ま権。立て替

え代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場金［の名称を民事及び商事法典とする。償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償す還を確実に請求することができる。ま権］も含む。む。その名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。、仏歴［雇用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。］上述の請求に応じて提供された前払い金［の返還］を求める請求権もまた、の名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。まに定められたそれと競合し、または本法応の生活を維持する上で不可欠な行為は、すべてこれをじて提供させること。された前払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて

い金［の名称を民事及び商事法典とする。返しているとき、またはその生活の本拠地を数カ所に有してい還を確実に］を民事及び商事法典とする。求することができる。まめる請求することができる。ま権もまた、仏歴同様の効力を有する。である。

(10) 見習の教えに従う。いの名称を民事及び商事法典とする。教えに従う。育に当たる指導者の、見習い契約による合意に基づく謝礼およびその他の報酬に関する請に定められたそれと競合し、または本法当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文たる指導された程度の場合には、表意者は、［そ者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。、仏歴見習の教えに従う。い契約を結び、または保証をすること。に定められたそれと競合し、または本法よる合し、または本法意に定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づく同一の氏名を使用したために、権謝礼およびその他の報酬に関する請および商事法典とする。その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。報で公示する。酬を支払うよう命じることがに定められたそれと競合し、または本法関する請

求することができる。ま権。見習の教えに従う。い生に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場わって立て替えた代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場金［の名称を民事及び商事法典とする。償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償す還を確実に請求することができる。ま権］も含む。む。

(11) 教えに従う。育に当たる指導者の、見習い契約による合意に基づく謝礼およびその他の報酬に関する請、仏歴訓練、仏歴病人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。治療を受けなければならないとき。や被害をいう。介護に当たる公共の機関、および同種の活動を営む民間の機関の所有者に定められたそれと競合し、または本法当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文たる公共の秩序あるいは善良の風俗に反する目的を内容との名称を民事及び商事法典とする。機関、仏歴および商事法典とする。同種の立場にある者に［通常］期待の名称を民事及び商事法典とする。活を維持する上で不可欠な行為は、すべてこれを動を民事及び商事法典とする。営む民間にわたって、賃貸借を行うこと。の名称を民事及び商事法典とする。機関の名称を民事及び商事法典とする。所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額有する。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて

の名称を民事及び商事法典とする。、仏歴授業の本拠地を置かずに、常に移動しながらその料、仏歴病人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。治療を受けなければならないとき。や被害をいう。介護に当たる公共の機関、および同種の活動を営む民間の機関の所有者の名称を民事及び商事法典とする。費用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文、仏歴および商事法典とする。それらの名称を民事及び商事法典とする。活を維持する上で不可欠な行為は、すべてこれを動に定められたそれと競合し、または本法関連して立て替えた代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場金［の名称を民事及び商事法典とする。償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償す還を確実に］に定められたそれと競合し、または本法関

する請求することができる。ま権。

(12) 他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。引き取って養育し、あるいは教育することを生業とする者の、提供した労務に対する報酬、およびき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。取って養育に当たる指導者の、見習い契約による合意に基づく謝礼およびその他の報酬に関する請し、仏歴あるいは教えに従う。育に当たる指導者の、見習い契約による合意に基づく謝礼およびその他の報酬に関する請することを民事及び商事法典とする。生業の本拠地を置かずに、常に移動しながらそのとする者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。、仏歴提供させること。した労務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まする報で公示する。酬を支払うよう命じることが、仏歴および商事法典とする。

本条第 11号が証書に記載されている場合、二人の証人が連署して保証に定められたそれと競合し、または本法掲げた何れかの者の請求に基づげられたもの名称を民事及び商事法典とする。と同種の立場にある者に［通常］期待の名称を民事及び商事法典とする。立て替え代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場金［の名称を民事及び商事法典とする。償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償す還を確実に］に定められたそれと競合し、または本法関する請求することができる。ま権。

(13) 学校の教師あるいは高等教育機関の教員の、授業に対する報酬に関する請求権。の名称を民事及び商事法典とする。教えに従う。師あるいは高等教育機関の教員の、授業に対する報酬に関する請求権。あるいは高等教えに従う。育に当たる指導者の、見習い契約による合意に基づく謝礼およびその他の報酬に関する請機関の名称を民事及び商事法典とする。教えに従う。員が、同種の立場にある者に［通常］期待の名称を民事及び商事法典とする。、仏歴授業の本拠地を置かずに、常に移動しながらそのに定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まする報で公示する。酬を支払うよう命じることがに定められたそれと競合し、または本法関する請求することができる。ま権。

(14) 外の行為であっても、相当と認められる場合には、裁判所は、それを行科する刑事判決を受け、服役中であるとき。医、仏歴産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること科する刑事判決を受け、服役中であるとき。医、仏歴歯科する刑事判決を受け、服役中であるとき。医および商事法典とする。耳鼻科する刑事判決を受け、服役中であるとき。医、仏歴獣医を民事及び商事法典とする。含む。め、仏歴医療を受けなければならないとき。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。生業の本拠地を置かずに、常に移動しながらそのとする者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて、仏歴ならび商事法典とする。に定められたそれと競合し、または本法助産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること婦およおよ

び商事法典とする。看護に当たる公共の機関、および同種の活動を営む民間の機関の所有者婦およの名称を民事及び商事法典とする。、仏歴提供させること。した労務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。報で公示する。酬を支払うよう命じることがに定められたそれと競合し、または本法関する請求することができる。ま権。立て替え代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場金［の名称を民事及び商事法典とする。償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償す還を確実に請求することができる。ま権］も含む。む。

(15) 法の名称を民事及び商事法典とする。律家、仏歴弁護に当たる公共の機関、および同種の活動を営む民間の機関の所有者士、仏歴および商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法政官が、裁判所に対して請求したときは、裁判所は、その者に対して禁庁から特定が本法に定められたそれと競合し、または本法業の本拠地を置かずに、常に移動しながらその務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、または本法選任の請求は、この限りではない。され、仏歴あるいは許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが可を民事及び商事法典とする。受することができる。けた者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。、仏歴手数料

に定められたそれと競合し、または本法関する請求することができる。ま権。立て替え代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場金［の名称を民事及び商事法典とする。償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償す還を確実に請求することができる。ま権］も含む。む。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴国庫に納めるよう命じることができる。に定められたそれと競合し、または本法収し、またはこれを利用すること。めるべき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。金員が、同種の立場にある者に［通常］期待は除き］、夫を有する女性は、夫の許諾を得ない限り、く同一の氏名を使用したために、権。

(16) 訴訟当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。、仏歴自己の］相続人としての地位を承認し、または放棄すること。の名称を民事及び商事法典とする。弁護に当たる公共の機関、および同種の活動を営む民間の機関の所有者士に定められたそれと競合し、または本法提供させること。した前払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてい金［の名称を民事及び商事法典とする。返しているとき、またはその生活の本拠地を数カ所に有してい還を確実に］を民事及び商事法典とする。求することができる。まめる請求することができる。ま権。

(17) ［訴訟の名称を民事及び商事法典とする。］証人は誠実にこれを行わなければならない。および商事法典とする。鑑定が本法に定められたそれと競合し、または本法人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。、仏歴手数料に定められたそれと競合し、または本法関する請求することができる。ま権。立て替え代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場金［の名称を民事及び商事法典とする。償しなければならない。但し法人は事後、損害の第一原因である者に対して求償す還を確実に請求することができる。ま権］も含む。む。

II. 本条第 1項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが第 1号が証書に記載されている場合、二人の証人が連署して保証、仏歴第 2号が証書に記載されている場合、二人の証人が連署して保証および商事法典とする。第 5号が証書に記載されている場合、二人の証人が連署して保証に定められたそれと競合し、または本法該当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する請求することができる。ま権の名称を民事及び商事法典とする。うち、仏歴消すことができる。但し、第滅時効期間にわたって、賃貸借を行うこと。を民事及び商事法典とする。 2年と定が本法に定められたそれと競合し、または本法められるもの名称を民事及び商事法典とする。以外の行為であっても、相当と認められる場合には、裁判所は、それを行
の名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。ま権に定められたそれと競合し、または本法つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがいては、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第滅時効の名称を民事及び商事法典とする。期間にわたって、賃貸借を行うこと。を民事及び商事法典とする。 5年とする。

-

มาตรา ๑๖๖
ในการเรียกเอาดอกเบี้ยค้างส่งก็ดี เรียกเอาจำานวนเงินอนัพึงส่งนอกจากดอกเบี้ยเพื่อผอ่นทนุคนื

เป็นงวดๆ น้ันก็ดี ในการเรียกเอาค่าเช่าทรัพย์สินค้างส่ง นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖๕ วรรค 
๑ อนุมาตรา (๖) น้ันก็ดี ในการเรียกเงินค้างจ่าย คอื เงินปี เงินเดือน เงินเบี้ยบำานาญ เงินค่าบำารุง
รักษา และเงินอื่นๆ บรรดาที่มีกำาหนดจ่ายเป็นระยะเวลาน้ันก็ดี สิทธิเรียกร้องเหล่าน้ีท่านให้มีกำาหนด
อายคุวามห้าปี
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Miscellaneous

第 166条
滞納めるよう命じることができる。中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがの名称を民事及び商事法典とする。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。息を支払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まする請求することができる。ま権、仏歴利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。息を支払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて以外の行為であっても、相当と認められる場合には、裁判所は、それを行に定められたそれと競合し、または本法、仏歴元本の名称を民事及び商事法典とする。返しているとき、またはその生活の本拠地を数カ所に有してい済みパートナーシップとして定が本法に定められたそれと競合し、または本法期的な法原則［条理］に従う。に定められたそれと競合し、または本法支払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてわれるべき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。金額または数量が文字と数字の両方をもって表記されいて、［その］文字表記と数字表記とが一致せ［の名称を民事及び商事法典とする。滞納めるよう命じることができる。分］に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。ま

する請求することができる。ま権、仏歴第 165条第 1項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが第 6号が証書に記載されている場合、二人の証人が連署して保証に定められたそれと競合し、または本法該当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文するもの名称を民事及び商事法典とする。を民事及び商事法典とする。除き］、夫を有する女性は、夫の許諾を得ない限り、き規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴賃貸借に定められたそれと競合し、または本法おける滞納めるよう命じることができる。中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがの名称を民事及び商事法典とする。損料に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まする請求することができる。ま権、仏歴な

らび商事法典とする。に定められたそれと競合し、または本法年俸、仏歴月俸、仏歴年金、仏歴扶養給付金、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法定が本法に定められたそれと競合し、または本法期的な法原則［条理］に従う。に定められたそれと競合し、または本法支払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてわれるべき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。性もないときは、文字をもって表記された金額質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部の名称を民事及び商事法典とする。給付金の名称を民事及び商事法典とする。滞納めるよう命じることができる。分に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まする請求することができる。ま権

は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第滅時効の名称を民事及び商事法典とする。期間にわたって、賃貸借を行うこと。を民事及び商事法典とする。 5年とする。
-
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มาตรา ๑๖๗
สิทธิเรียกร้องของรัฐบาลเพื่อเอาค่าภาษีอากรท่านให้มีกำาหนดอายคุวามสิบปี เรียกเพื่อหน้ีอย่าง

อื่นท่านให้บังคับตามบทบัญญัติสามมาตราก่อนน้ี
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * [450] New Text (1992) 193/31 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896)

Miscellaneous Fr.2227 

第 167条
政府が本法に定められたそれと競合し、または本法有する。する国税の請求権は、その消滅時効の期間をの名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。ま権は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第滅時効の名称を民事及び商事法典とする。期間にわたって、賃貸借を行うこと。を民事及び商事法典とする。 10年とする。その名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。債権の名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。ま権に定められたそれと競合し、または本法関しては、仏歴第
164条乃至るまでの間に、善意になされた如何第 166条の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法従う。う。

-

มาตรา ๑๖๘
สิทธิเรียกร้องอนัต้ังหลักฐานข้ึนโดยคำาพิพากษาชั้นที่สุดของศาลก็ดี โดยคำาตัดสินของ

อนุญาโตตุลาการก็ดี โดยประนีประนอมยอมความก็ดี ท่านให้มีกำาหนดอายุความสิบปี แม้ทั้งที่เป็น
ประเภทอนัอย่้ในบังคับอายคุวามกำาหนดน้อยกว่าน้ัน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * [451] New Text (1992) 193/32 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) 218 

Miscellaneous

第 168条
裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額の名称を民事及び商事法典とする。確に決定されて定が本法に定められたそれと競合し、または本法判決、仏歴仲裁人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。裁定が本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴あるいは和解に定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づく同一の氏名を使用したために、権請求することができる。ま権は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。種の立場にある者に［通常］期待の名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。ま権に定められたそれと競合し、または本法つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。［法の名称を民事及び商事法典とする。律が本法に定められたそれと競合し、または本法］より短

期の名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第滅時効を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法している場合し、または本法であっても、仏歴これを民事及び商事法典とする。常に定められたそれと競合し、または本法 10年とする。
-

มาตรา ๑๖๙
อายคุวามน้ัน ท่านให้นับเริ่มแต่ขณะทีจ่ะอาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป ถ้าเป็นสิทธิเรียก

ร้องเพื่อให้งดเว้นกระทำาการอย่างใดอย่างหน่ึง ท่านให้นับอายุความเริ่มแต่เวลาแรกที่ละเมิดสิทธิน้ัน
เป็นต้นไป

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) 429 [, 431 par.2] New Text (1992) 193/12 

Jp. Code (1896,98) [166 par.1] Gr. Code (1896) * 198 

Miscellaneous [S.O.130 par.1] 

第 169条
消すことができる。但し、第滅時効は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該請求することができる。ま権を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。るとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。から進行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法する。不作為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。目的な法原則［条理］に従う。とする請求することができる。ま権の名称を民事及び商事法典とする。場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第滅時

効は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。侵害をいう。が本法に定められたそれと競合し、または本法あった最も少初の日より起算すの名称を民事及び商事法典とする。時点に開始し、死によっから進行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法する。
-

มาตรา ๑๗๐
ถ้าเจ้าหน้ีอย่้ในฐานที่จะทวงถามให้ชำาระหน้ีมิได้จนกว่าจะได้บอกกล่าวแก่ล้กหน้ีก่อนไซร้ ท่านให้

นับอายคุวามแต่เวลาแรกที่จะอาจส่งคำาบอกกล่าวได้
[ถ้า]ล้กหน้ียังไม่จำาต้องชำาระหน้ีจนกว่าระยะเวลาอนัหน่ึงอนัใดจะได้ล่วงพ้นไปแล้ว นับแต่เวลาที่
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ได้บอกกล่าวน้ันไซร้ ท่านยังมิให้เริ่มนับอายคุวามจนกว่าระยะเวลาน้ันจะได้ส้ินไปแล้ว
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [430, 431 par.1] New Text (1992) 193/13 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) * 199 

Miscellaneous [S.O.130 par.2] 

第 170条
I. 債権者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法［履行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法期の名称を民事及び商事法典とする。到来を民事及び商事法典とする。］告を下すことができる。知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すした後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。でなければ、仏歴履行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。催告を下すことができる。が本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。ない場合し、または本法は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第滅時効

は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。告を下すことができる。知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る最も少初の日より起算すの名称を民事及び商事法典とする。時から進行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法する。

II. 債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法［履行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法期到来の名称を民事及び商事法典とする。］告を下すことができる。知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算す後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。もなお一定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。履行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法猶予期間にわたって、賃貸借を行うこと。が本法に定められたそれと競合し、または本法与えることができる。えられている場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴消すことができる。但し、第滅時効は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。猶

予期間にわたって、賃貸借を行うこと。が本法に定められたそれと競合し、または本法満了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっするまでは進行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法しない。
-

มาตรา ๑๗๑
ถ้าสิทธิเรียกร้องจะเกิดมีข้ึนต่อเมื่ออาศัยการที่เจ้าหน้ีใช้สิทธิบอกล้างอย่างใดอย่างหน่ึงไซร้ ท่านให้

นับอายคุวามเริ่มแต่ขณะแรกที่จะบอกล้างได้
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) * 200 

Miscellaneous

第 171条
債権者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。何ら明確に決定されてらかの名称を民事及び商事法典とする。取り消すことができる。但し、第し権を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。した時に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。み成立する請求することができる。ま権の名称を民事及び商事法典とする。場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第滅時効は、仏歴取り消すことができる。但し、第し

が本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。るように定められたそれと競合し、または本法なった最も少初の日より起算すの名称を民事及び商事法典とする。時点に開始し、死によっより進行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法する。
-

มาตรา ๑๗๒
ล้กหน้ีรับสภาพหน้ีต่อเจ้าหน้ีตามสิทธิเรียกร้องด้วยทำาหนังสือรับสภาพหน้ีให้ก็ตาม ด้วยใช้เงินให้

บางส่วน ด้วยส่งดอกเบี้ย หรือด้วยให้ประกันก็ตาม หรือทำาการอย่างใดอย่างหน่ึงอันปราศจากเคลือบ
คลุมสงสัยตระหนักเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องน้ันก็ตาม ท่านว่าอายคุวามย่อมสดุด
หยุดลง

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * [438 No.4, 443] New Text (1992) 193/14(1) 

Jp. Code (1896,98) [147 No.3] Gr. Code (1896) 208 

Miscellaneous [S.O.135 No.1] 

第 172条
債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法債権者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まして書を作成することが義務づけられている場合であっても、その証書面でその旨を主務官庁に届け出なければならない。主務官庁の係官は、解散の届け出をに定められたそれと競合し、または本法よる債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。承認められるが、他方にはそれがを民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法ったとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴［債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。］一部を民事及び商事法典とする。弁済みパートナーシップしたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。息を支払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてを民事及び商事法典とする。支払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてった

とき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴担するべき側にとって有利な解釈を採用する。保を民事及び商事法典とする。供させること。したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴または、仏歴疑いもなく同一の氏名を使用したために、権債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。暗黙のうちに許諾をの名称を民事及び商事法典とする。承認められるが、他方にはそれがと解される何ら明確に決定されてらかの名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴［当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該請求することができる。ま

権の名称を民事及び商事法典とする。］消すことができる。但し、第滅時効は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが断する。する。
-

มาตรา ๑๗๓
ถ้าเจ้าหน้ีได้ฟ้องคดี เพื่อต้ังหลักฐานสิทธิเรียกร้องก็ดี เพื่อให้ใช้หน้ีตามสิทธิเรียกร้องก็ดี หรือ

ทำาการอื่นใดอันนับว่ามีผลเป็นอย่างเดียวกัน เช่นยื่นคำาร้องขอพิส้จน์หน้ีในคดีล้มละลาย หรือมอบคดี
ให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาก็ดี ท่านว่าอายุความยอ่มสดุดหยุดลง
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Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * [438 No.1, 2, 3] New Text (1992) 193/14(2 - 5) 

Jp. Code (1896,98) [147 No.1, 2] Gr. Code (1896) 209 

Miscellaneous Sch.p.133 [; S.O.135 No.2] 

第 173条
債権者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴請求することができる。ま権の名称を民事及び商事法典とする。確に決定されて認められるが、他方にはそれがを民事及び商事法典とする。求することができる。まめるため、仏歴あるいは請求することができる。ま権に定められたそれと競合し、または本法従う。って債権を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。するために定められたそれと競合し、または本法訴えを民事及び商事法典とする。提起したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴な

らび商事法典とする。に定められたそれと競合し、または本法［債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。］破産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること手続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法参加えて命じることができる。して破産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること債権としての名称を民事及び商事法典とする。査定が本法に定められたそれと競合し、または本法を民事及び商事法典とする。申し立てたり、仏歴仲裁人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法係において不利益を負争うとき、または他人が正当な権限なく同一の氏名を使用したために、権の名称を民事及び商事法典とする。仲裁を民事及び商事法典とする。申し立

てるなど、仏歴［訴えの名称を民事及び商事法典とする。提起と］同様の効力を有する。の名称を民事及び商事法典とする。効果を民事及び商事法典とする。もつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがと考えられるその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。を民事及び商事法典とする。したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴［当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該請求することができる。ま権の名称を民事及び商事法典とする。］消すことができる。但し、第滅時

効は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが断する。する。
-

มาตรา ๑๗๔
การฟ้องคดี ท่านไม่นับว่าเป็นเหตุให้อายุความสดุดหยุดลง หากว่าคดีน้ันได้ถอนฟ้อง ละทิ้งเสีย 

หรือต้องยกฟ้อง
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [438 No.1] New Text (1992) 193/17(I) 

Jp. Code (1896,98) * 149 Gr. Code (1896) 212 [=212 par.1] 

Miscellaneous

第 174条
訴えの名称を民事及び商事法典とする。提起は、仏歴［請求することができる。ま権者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法］その名称を民事及び商事法典とする。訴えを民事及び商事法典とする。取り下すことができる。げ、仏歴あるいは放棄すること。したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴または［裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法］却下すことができる。［あるいは棄すること。

却］されたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴消すことができる。但し、第滅時効の名称を民事及び商事法典とする。中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが断する。の名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。を民事及び商事法典とする。生じない。
-

มาตรา ๑๗๕
เมื่อฟ้องยังศาลแล้ว อายคุวามย่อมสดุดหยุดอย่้จนกว่าคดีน้ันได้วินิจฉัยถึงที่สุด หรือเสร็จไปเป็น

ประการอื่น
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) 439 New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) * 211 [=211 par.1] 

Miscellaneous

第 175条
［請求することができる。ま権者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法一度において、［その］財産を返還しなければならない。］裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法訴えを民事及び商事法典とする。提起したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴確に決定されて定が本法に定められたそれと競合し、または本法判決が本法に定められたそれと競合し、または本法下すことができる。されるまで、仏歴あるいはその名称を民事及び商事法典とする。他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。態にある場合において、その者の夫または妻、様の効力を有する。で訴訟

が本法に定められたそれと競合し、または本法終了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっするまでの名称を民事及び商事法典とする。間にわたって、賃貸借を行うこと。、仏歴［当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該請求することができる。ま権の名称を民事及び商事法典とする。］消すことができる。但し、第滅時効は中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが断する。する。
-

มาตรา ๑๗๖
ถ้าศาลยกคดีเสียเพราะเหตุคดีไมอ่ย่้ในอำานาจศาล และกำาหนดอายุความส้ินไปแล้วในระหว่าง

พิจารณาก็ดี หรือจะส้ินลงในระหว่างหกเดือนภายหลังที่ได้พิพากษาคดีถึงที่สุดก็ดี ท่านให้ขยายอายุ
ความน้ันออกไปถึงหกเดือนภายหลังคำาพิพากษาน้ัน

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 440 New Text (1992) 193/17(II) 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) 212 [=212 par.2] 

Miscellaneous Fr.2246; It.2125 [; S.O.139] 
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第一編 総則 第六章 消滅時効

第 176条
裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額が本法に定められたそれと競合し、または本法裁判管轄権の名称を民事及び商事法典とする。ないことを民事及び商事法典とする。理由なく徒に許諾を躊躇い、または取り消したときは、その者を夫とする妻は、財産あるいは家屋のに定められたそれと競合し、または本法［請求することができる。ま権者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。］訴えを民事及び商事法典とする。却下すことができる。した場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいて、仏歴訴訟手続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがに定められたそれと競合し、または本法［当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該

請求することができる。ま権の名称を民事及び商事法典とする。］消すことができる。但し、第滅時効が本法に定められたそれと競合し、または本法既に死亡したかが不明のとき。に定められたそれと競合し、または本法完成しているとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴あるいは［訴えを民事及び商事法典とする。退ける］裁判所の確定判決の時からける］裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額の名称を民事及び商事法典とする。確に決定されて定が本法に定められたそれと競合し、または本法判決の名称を民事及び商事法典とする。時から 6か月以
内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法完成するとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第滅時効の名称を民事及び商事法典とする。期間にわたって、賃貸借を行うこと。を民事及び商事法典とする。確に決定されて定が本法に定められたそれと競合し、または本法判決の名称を民事及び商事法典とする。時から 6か月を民事及び商事法典とする。経る時点に開始し、死によっまで延長する。

-

มาตรา ๑๗๗
การยื่นคำาร้องขอพิส้จน์หน้ีในคดีล้มละลาย ท่านไม่นับว่าเป็นเหตุให้อายคุวามสดุดหยุดลง หากว่า

ใบพิส้จน์หน้ีน้ันได้ถอนเสีย ละทิ้งเสีย หรือต้องยกเสียแล้ว
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) 438 par.2 [??] [438 No.2] New Text (1992) 193/18 

Jp. Code (1896,98) * 152 Gr. Code (1896) [214 par.2] 

Miscellaneous

第 177条
［請求することができる。ま権者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法］債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。破産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること手続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法参加えて命じることができる。して破産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること債権としての名称を民事及び商事法典とする。査定が本法に定められたそれと競合し、または本法を民事及び商事法典とする。申し立てた場合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法おいても、仏歴［請求することができる。ま権

者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法］その名称を民事及び商事法典とする。申し立てを民事及び商事法典とする。取り下すことができる。げ、仏歴あるいは放棄すること。したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。、仏歴または［裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額に定められたそれと競合し、または本法］却下すことができる。［あるいは棄すること。却］されたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴

消すことができる。但し、第滅時効の名称を民事及び商事法典とする。中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが断する。の名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。を民事及び商事法典とする。生じない。
-

มาตรา ๑๗๘
ในการพิส้จน์หน้ีในคดีล้มละลายน้ัน อายุความสดุดหยุดอย่้จนกว่าจะยกเลิกการล้มละลาย หรือ

จนกว่าจะเฉลียทรพัย์รายได้เป็นครั้งที่สุด
ถ้ามีจำานวนเงินใดยึดไว้ เพราะข้อพิส้จน์หน้ีหรือสิทธิเรียกร้องยังเป็นที่โต้แย้งอย่้ อายคุวามก็คง

สดุดหยุดอย่้จนกว่าจะได้วินิจฉัยข้อพิส้จน์หรือสิทธิเรียกร้องน้ันเสร็จถึงที่สุด
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [441] New Text (1992) - 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) * 214 [=214 par.1, 3] 

Miscellaneous Bankrupt L.26 

第 178条
I. ［請求することができる。ま権者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法］債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。破産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること手続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法参加えて命じることができる。して破産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること債権としての名称を民事及び商事法典とする。査定が本法に定められたそれと競合し、または本法を民事及び商事法典とする。申し立てたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。破産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること手続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。が本法に定められたそれと競合し、または本法

取り消すことができる。但し、第され［＝一身専属的な行為］は、すべてこれを行うことができる。何ら明確に決定されてらかの名称を民事及び商事法典とする。形で終了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっし］、仏歴あるいは破産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること財団の名称を民事及び商事法典とする。最も少後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。配当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文が本法に定められたそれと競合し、または本法行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法われる時まで、仏歴［当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該請求することができる。ま権の名称を民事及び商事法典とする。］消すことができる。但し、第

滅時効は中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが断する。する。

II. 破産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること債権としての名称を民事及び商事法典とする。査定が本法に定められたそれと競合し、または本法あるいは請求することができる。ま権自体から］分離した時点に開始し、死によっが本法に定められたそれと競合し、または本法係において不利益を負争うとき、または他人が正当な権限なく同一の氏名を使用したために、権中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがであるため、仏歴［破産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること財団から］一定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。金額または数量が文字と数字の両方をもって表記されいて、［その］文字表記と数字表記とが一致せが本法に定められたそれと競合し、または本法留保された場

合し、または本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。査定が本法に定められたそれと競合し、または本法手続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。あるいは訴訟手続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。が本法に定められたそれと競合し、または本法確に決定されて定が本法に定められたそれと競合し、または本法するまで、仏歴［当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該請求することができる。ま権の名称を民事及び商事法典とする。］消すことができる。但し、第滅時効の名称を民事及び商事法典とする。中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが断する。は継続している場合、あるいは更に侵害が継続する虞がある場合には、権利者は、裁判所に対してする。
-

มาตรา ๑๗๙
ในกรณีที่มอบให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา ท่านให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ และ 

๑๗๖ บังคับอนุโลมตามควร
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [442] New Text (1992) 193/18 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) * 220 [=220 par.1] 

Miscellaneous
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第一編 総則 第六章 消滅時効

第 179条
仲裁人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法係において不利益を負争うとき、または他人が正当な権限なく同一の氏名を使用したために、権の名称を民事及び商事法典とする。仲裁を民事及び商事法典とする。申し立てたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴第 174条乃至るまでの間に、善意になされた如何第 176条の名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法を民事及び商事法典とする。準用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する。

-

มาตรา ๑๘๐
เจ้าหน้ีผ้้จะได้รับใช้เงินเป็นคราวๆ ตามม้ลแห่งหน้ี มีสิทธทิี่จะให้ล้กหน้ีทำาหนังสือรับสภาพหน้ีให้

ในเวลาหน่ึงเวลาใดก่อนอายุความครบบริบ้รณ์ เพื่อเป็นหลักฐานว่าอายุความสดุดหยุดลง
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 445 New Text (1992) 193/16 

Jp. Code (1896,98) 168 [=168 par.2] Gr. Code (1896)

Miscellaneous Fr.2263 

第 180条
定が本法に定められたそれと競合し、または本法期的な法原則［条理］に従う。な給付を民事及び商事法典とする。受することができる。け取る請求することができる。ま権を民事及び商事法典とする。有する。する債権者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては、仏歴［当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該請求することができる。ま権の名称を民事及び商事法典とする。］消すことができる。但し、第滅時効が本法に定められたそれと競合し、または本法未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。完成の名称を民事及び商事法典とする。間にわたって、賃貸借を行うこと。はいつ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがでも、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。

中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが断する。の名称を民事及び商事法典とする。証拠る。として、仏歴債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。承認められるが、他方にはそれがする証書を作成することが義務づけられている場合であっても、その証書の名称を民事及び商事法典とする。交付を民事及び商事法典とする。求することができる。まめることが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。
-

มาตรา ๑๘๑
เมื่ออายุความสดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนน้ันย่อมไม่นับเข้าในอายุความ
เมื่อเหตุที่ทำาให้อายคุวามสดุดหยุดลงน้ันสุดส้ินเวลาใด ท่านให้เริ่มนับอายคุวามใหม่แต่เวลาน้ัน

สืบไป
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 446, 447 New Text (1992) 193/15 

Jp. Code (1896,98) [157] Gr. Code (1896) 217 

Miscellaneous [S.O.137 par.1] 

第 181条
I. 消すことができる。但し、第滅時効が本法に定められたそれと競合し、または本法中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが断する。されたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴それまでに定められたそれと競合し、または本法経過ぎないときは、その限りではない。した時間にわたって、賃貸借を行うこと。はもはや被害をいう。時効に定められたそれと競合し、または本法算す入されない。

II. 消すことができる。但し、第滅時効は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが断する。事由なく徒に許諾を躊躇い、または取り消したときは、その者を夫とする妻は、財産あるいは家屋のが本法に定められたそれと競合し、または本法終了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっした時から、仏歴新たに定められたそれと競合し、または本法その名称を民事及び商事法典とする。進行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法を民事及び商事法典とする。始し、死によっめる。
-

มาตรา ๑๘๒
อนัอายุความ เมื่อครบกำาหนดบริบ้รณ์แล้ว ย่อมให้ผลย้อนหลังข้ึนไปถึงวันที่เริ่มนับอายคุวาม

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) 432 New Text (1992) 193/25 

Jp. Code (1896,98) * 144 Gr. Code (1896)

Miscellaneous

第 182条
消すことができる。但し、第滅時効が本法に定められたそれと競合し、または本法完成したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。効力を発する。は当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文然に定められたそれと競合し、または本法起算す日よりその効力を発する。に定められたそれと競合し、または本法遡らせる意思を表示したときは、そる。

-

มาตรา ๑๘๓
ถ้าเวลาหน่ึงเวลาใดในหกเดือนก่อนอายุความครบกำาหนดน้ัน ผ้้เยาว์ก็ดี หรือบคุคลวิกลจริตอัน

ศาลจะได้สัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือหาไม่ก็ดี มิได้มผี้้แทนโดยชอบธรรมไซร้ ท่านว่าอายุความ
อนัให้โทษแก่บคุคลเช่นน้ัน ยังไม่ครบบริบ้รณ์ จนกว่าจะส้ินเวลาปีหน่ึงนับแต่วันทีบุ่คคลน้ันได้ลุถึง
ความสามารถเต็มภ้มิ หรือนับแต่เวลาเมื่อความที่ขาดตัวผ้้แทนโดยชอบธรรมอย่้น้ันได้ส้ินไปแล้ว
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Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [435 par.1] New Text (1992) 193/20 

Jp. Code (1896,98) * 158 Gr. Code (1896) 206 [=206 par.1] 

Miscellaneous Carpentier No.256, 257 

第 183条
時効の名称を民事及び商事法典とする。期間にわたって、賃貸借を行うこと。の名称を民事及び商事法典とする。満了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっ前 6か月以内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。の名称を民事及び商事法典とする。間にわたって、賃貸借を行うこと。に定められたそれと競合し、または本法、仏歴未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて、仏歴あるいは裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額から禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。受することができる。けたか否したため、その未成年者が裁判所に対して許諾を請求した場合において、当該かを民事及び商事法典とする。問わず、法人の利害と法人の理事個人の利害が相反するときは、その理事は、当該事項に関してわ

ず、仏歴心神喪失う。の名称を民事及び商事法典とする。常況に定められたそれと競合し、または本法ある者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法、仏歴法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法欠な行為は、すべてこれをけるとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてあるいは心神喪失う。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。能力を発する。

者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてとなった日よりその効力を発する。から、仏歴あるいは法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。不在の名称を民事及び商事法典とする。状況が本法に定められたそれと競合し、または本法解消すことができる。但し、第した時から 1年を民事及び商事法典とする。経過ぎないときは、その限りではない。するまでの名称を民事及び商事法典とする。間にわたって、賃貸借を行うこと。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。ま
して不利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負を民事及び商事法典とする。もたらす消すことができる。但し、第滅時効は、仏歴完成しない。

-

มาตรา ๑๘๔
ในส่วนสิทธิเรียกร้องของผ้้เยาว์ หรือของบุคคลวิกลจริต ไม่ว่าศาลจะได้สัง่ให้เป็นคนไร้ความ

สามารถหรือหาไม่ อนัจะว่ากล่าวแก่ผ้้แทนโดยชอบธรรมของตนน้ัน อายคุวามไม่ครบบริบ้รณ์ 
จนกว่าจะพน้ปีหน่ึงภายหลังบุคคลน้ันได้ลุถึงความสามารถเต็มภ้มิ หรือจนกว่าได้มีผ้้แทนโดยชอบ
ธรรมข้ึนใหม่

วิธีเดียวกันน้ีท่านให้ใช้ตลอดถึงสิทธิของบุคคลผ้้เสมอืนไร้ความสามารถ อันจะว่ากล่าวแก่ผ้้พิทักษ์
ของตนด้วยโดยอนุโลม

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [435 par.2] New Text (1992) 193/21 

Jp. Code (1896,98) * 159 [=159 par.1] Gr. Code (1896) [204] 

Miscellaneous [S.O.134 par.1 No.1, 2] 

第 184条
I. 未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて、仏歴あるいは裁判所にとって［当事者の］真実の意思を推定する可能性もないときは、文字をもって表記された金額から禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分することの名称を民事及び商事法典とする。宣告を下すことができる。を民事及び商事法典とする。受することができる。けたか否したため、その未成年者が裁判所に対して許諾を請求した場合において、当該かを民事及び商事法典とする。問わず、法人の利害と法人の理事個人の利害が相反するときは、その理事は、当該事項に関してわず、仏歴心神喪失う。の名称を民事及び商事法典とする。常況に定められたそれと競合し、または本法ある者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法自己の］相続人としての地位を承認し、または放棄すること。の名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。

定が本法に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まして有する。する請求することができる。ま権に定められたそれと競合し、または本法つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがいては、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。成年者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてあるいは心神喪失う。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法為するものと推定される。能力を発する。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてとなってから 1
年を民事及び商事法典とする。経過ぎないときは、その限りではない。するまでの名称を民事及び商事法典とする。間にわたって、賃貸借を行うこと。、仏歴あるいは後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。任の請求は、この限りではない。の名称を民事及び商事法典とする。法の名称を民事及び商事法典とする。定が本法に定められたそれと競合し、または本法代わり得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場理人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法就した時からその効力を生じる。職するまでの名称を民事及び商事法典とする。間にわたって、賃貸借を行うこと。は、仏歴消すことができる。但し、第滅時効は完成しない。

II. ［本条第 1項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがの名称を民事及び商事法典とする。規定が本法に定められたそれと競合し、または本法は、仏歴］準禁治産は、その目的の範囲内で、未成年者が随意にこれを処分すること者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法自己の］相続人としての地位を承認し、または放棄すること。の名称を民事及び商事法典とする。保佐人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まして有する。する請求することができる。ま権に定められたそれと競合し、または本法つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがいて、仏歴これを民事及び商事法典とする。準用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する。
-

มาตรา ๑๘๕
สิทธิเรียกร้องระหว่างสามีภริยา อายุความไม่ครบริบ้รณ์จนกว่าจะขาดจากสามีภริยาแล้วปีหน่ึง

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 436 New Text (1992) 193/22 

Jp. Code (1896,98) 159 par.2 Gr. Code (1896) 204 

Miscellaneous [S.O.134 par.1 No.3] 

第 185条
夫または妻、婦およの名称を民事及び商事法典とする。一方に行われる慣習の教えに従う。が本法に定められたそれと競合し、または本法他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法の名称を民事及び商事法典とする。一方に行われる慣習の教えに従う。に定められたそれと競合し、または本法対してその侵害行為の停止を請求することができる。まして有する。する請求することができる。ま権に定められたそれと競合し、または本法つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがいては、仏歴婚姻を結ぶ場合において、］婚姻の時点で男性側［が未成年の場合］は満の名称を民事及び商事法典とする。解消すことができる。但し、第の名称を民事及び商事法典とする。時から 1年を民事及び商事法典とする。経過ぎないときは、その限りではない。するまでの名称を民事及び商事法典とする。間にわたって、賃貸借を行うこと。は、仏歴そ
の名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第滅時効は完成しない。

-

มาตรา ๑๘๖
อายคุวามสิทธิเรียกร้อง อันมีอย่้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลเมื่อเวลาตายน้ัน ถ้าจะขาดลง

ภายในเวลาตำ่ากว่าปีหน่ึงนับแต่วันตายไซร้ ท่านให้ขยายอายคุวามน้ันออกไปเป็นปีหน่ึงนับแต่วันตาย
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Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 437 New Text (1992) 193/23 

Jp. Code (1896,98) 160 Gr. Code (1896) [207] 

Miscellaneous

第 186条
ある個人は誠実にこれを行わなければならない。に定められたそれと競合し、または本法とって、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。死によっ亡し、それらの者の死亡時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同の名称を民事及び商事法典とする。時に定められたそれと競合し、または本法利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負を民事及び商事法典とする。もたらし、仏歴あるいは不利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負となる請求することができる。ま権に定められたそれと競合し、または本法つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがいては、仏歴死によっ亡し、それらの者の死亡時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同の名称を民事及び商事法典とする。日よりその効力を発する。から［そ

の名称を民事及び商事法典とする。請求することができる。ま権の名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第滅時効の名称を民事及び商事法典とする。完成までの名称を民事及び商事法典とする。期間にわたって、賃貸借を行うこと。が本法に定められたそれと競合し、または本法］1年に定められたそれと競合し、または本法満たないとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第滅時効の名称を民事及び商事法典とする。期間にわたって、賃貸借を行うこと。を民事及び商事法典とする。死によっ亡し、それらの者の死亡時刻の前後関係を認定することが不可能なときには、同の名称を民事及び商事法典とする。日よりその効力を発する。から 1年
を民事及び商事法典とする。経る時点に開始し、死によっまで延長する。

-

มาตรา ๑๘๗
ถ้าในเวลาที่อายคุวามจะสุดส้ินลงน้ัน มีเหตุสุดวิสัยมากีดกันมิให้เจ้าหน้ีสามารถทำาให้อายุความ

สดุดหยุดลงได้ไซร้ ท่านว่าอายุความน้ันยังไม่ครบบริบ้รณ์จนกว่าจะพ้นเวลาสามสิบวนันับแต่วนัที่
อุปสรรคเช่นน้ันได้ศ้นย์ส้ินไป

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 193/19 

Jp. Code (1896,98) * 161 Gr. Code (1896) 203 [=203 par.2] 

Miscellaneous

第 187条
［ある請求することができる。ま権の名称を民事及び商事法典とする。］消すことができる。但し、第滅時効が本法に定められたそれと競合し、または本法完成しようとする時に定められたそれと競合し、または本法当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文たり、仏歴不可抗力を発する。に定められたそれと競合し、または本法よる障害をいう。の名称を民事及び商事法典とする。ために定められたそれと競合し、または本法、仏歴請求することができる。ま権者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法とってそ

の名称を民事及び商事法典とする。時効を民事及び商事法典とする。中の一項が二通りの解釈を許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれが断する。させることが本法に定められたそれと競合し、または本法不可能なとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。障害をいう。が本法に定められたそれと競合し、または本法終了して新生児として生きて［母体から］分離した時点に開始し、死によっした時から 30日よりその効力を発する。が本法に定められたそれと競合し、または本法経過ぎないときは、その限りではない。するまでの名称を民事及び商事法典とする。間にわたって、賃貸借を行うこと。は、仏歴消すことができる。但し、第滅時効
は完成しない。

-

มาตรา ๑๘๘
เมื่อกำาหนดอายุความได้ล่วงพ้นไปแล้ว ฝ่ายล้กหน้ีชอบทีจ่ะบอกปัดการชำาระหน้ีได้
ถ้ามีการชำาระหน้ีอย่างใดๆ ไปตามสิทธิเรียกร้องอนัขาดอายุความแล้ว เป็นราคามากน้อยเท่าใด 

ท่านว่าจะเรียกคืนหาได้ไม่ ถึงแม้ว่าการชำาระหน้ีน้ันจะได้ทำาไปเพราะไม่ร้้กำาหนดอายุความก็เรียกคืน
ไม่ได้

วิธีเดียวกันน้ีท่านให้ใช้ตลอดถึงการรับสภาพความผิดโดยสัญญาและการที่ล้กหน้ีประกันด้วย
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) New Text (1992) 193/10 193/28 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) * 222 

Miscellaneous

第 188条
I. ［ある請求することができる。ま権の名称を民事及び商事法典とする。］消すことができる。但し、第滅時効が本法に定められたそれと競合し、または本法完成した後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されては、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。履行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法を民事及び商事法典とする。拒否したため、その未成年者が裁判所に対して許諾を請求した場合において、当該することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。る。

II. 消すことができる。但し、第滅時効が本法に定められたそれと競合し、または本法完成した［に定められたそれと競合し、または本法も関わらず、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。］請求することができる。ま権に定められたそれと競合し、または本法従う。って何ら明確に決定されてらかの名称を民事及び商事法典とする。債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。履行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法が本法に定められたそれと競合し、または本法なされたとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴［債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて

は、仏歴］額または数量が文字と数字の両方をもって表記されいて、［その］文字表記と数字表記とが一致せの名称を民事及び商事法典とする。多少を民事及び商事法典とする。問わず、法人の利害と法人の理事個人の利害が相反するときは、その理事は、当該事項に関してわず、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。返しているとき、またはその生活の本拠地を数カ所に有してい還を確実にを民事及び商事法典とする。求することができる。まめることは許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがされない。たとえその名称を民事及び商事法典とする。履行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法が本法に定められたそれと競合し、または本法消すことができる。但し、第滅時効の名称を民事及び商事法典とする。不知ることが不可能なときは、その者の年齢は、出生した年の太陽暦上最初の日より起算すに定められたそれと競合し、または本法因が解消したときは、裁判所は、禁治産者自身または第る場合し、または本法で

あっても、仏歴返しているとき、またはその生活の本拠地を数カ所に有してい還を確実に請求することができる。まは許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがされない。

III. ［消すことができる。但し、第滅時効完成後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。に定められたそれと競合し、または本法、仏歴債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法］書を作成することが義務づけられている場合であっても、その証書面でその旨を主務官庁に届け出なければならない。主務官庁の係官は、解散の届け出をに定められたそれと競合し、または本法よって債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。を民事及び商事法典とする。承認められるが、他方にはそれがした場合し、または本法、仏歴および商事法典とする。担するべき側にとって有利な解釈を採用する。保を民事及び商事法典とする。供させること。した場合し、または本法もまた、仏歴同様の効力を有する。であ

る。
-

― 68 ―



第一編 総則 第六章 消滅時効

มาตรา ๑๘๙
เหตุที่สิทธิเรียกร้องขาดอายคุวาม ย่อมไม่ห้ามผ้้รับจับจำานอง ผ้้ร ับจำานำา หรือผ้ท้รงสิทธิยึดหน่วง

ทรัพย์สิน หรือเจ้าหน้ีผ้้มีบุรมิะสิทธิเหนือทรพัย์สินอนัตนได้ยึดถือไว้ ในการที่จะใช้สิทธิบังคับจาก
ทรัพย์สินที่จำานอง จำานำา หรือยึดถือไว้น้ัน แต่เมื่อใช้สิทธิอนัน้ี ท่านห้ามมิให้เจ้าหน้ีคิดเอาดอกเบี้ยที่
ค้างกว่าห้าปีข้ึนไป

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 434 New Text (1992) 193/27 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) 223 

Miscellaneous Sch.p.133 

第 189条
たとえ債権の名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第滅時効が本法に定められたそれと競合し、または本法完成したとしても、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。ことに定められたそれと競合し、または本法よって、仏歴抵当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文権者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて、仏歴質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部権者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて、仏歴留置かなければならない。権者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて、仏歴あるいは、仏歴既に死亡したかが不明のとき。に定められたそれと競合し、または本法差

し押さえた［債務者の］財物に先取り特権を有する債権者が、その担保権を実行して抵当物、質物、あるいは既さえた［債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。］財物の中毒のために、ある個人が自に定められたそれと競合し、または本法先される。取り特権を民事及び商事法典とする。有する。する債権者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。担するべき側にとって有利な解釈を採用する。保権を民事及び商事法典とする。実にこれを行わなければならない。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法して抵当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文物の中毒のために、ある個人が自、仏歴質により、またはその地方の慣習によって、その物の本体を成すとされる部物の中毒のために、ある個人が自、仏歴あるいは既に死亡したかが不明のとき。

に定められたそれと競合し、または本法差し押さえた［債務者の］財物に先取り特権を有する債権者が、その担保権を実行して抵当物、質物、あるいは既さえた財物の中毒のために、ある個人が自から［債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。弁済みパートナーシップを民事及び商事法典とする。受することができる。けること］を民事及び商事法典とする。妨げられない。げられることはない。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴既に死亡したかが不明のとき。に定められたそれと競合し、または本法 5年以上滞納めるよう命じることができる。している

利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。息を支払う場合において、その利率が当事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてに定められたそれと競合し、または本法つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがいては、仏歴もはや被害をいう。その名称を民事及び商事法典とする。担するべき側にとって有利な解釈を採用する。保権を民事及び商事法典とする。実にこれを行わなければならない。行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法することが本法に定められたそれと競合し、または本法許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがされない。
-

มาตรา ๑๙๐
เมื่อสิทธิเรียกร้องในส่วนที่เป็นประธานขาดอายุความแล้ว สิทธิเรียกร้องให้ชำาระหน้ีส่วนที่เป็น

อุปกรณ์อันต้องอาศัยส่วนที่เป็นประธานน้ันก็ตกเป็นอนัขาดอายุความตามก้นไปด้วย แม้ถึงว่าอายุ
ความอนัพึงใช้ฉะเพาะแก่สิทธิเรียกร้องส่วนอุปกรณ์อันน้ันจะยังไม่ครบบริบ้รณ์ก็ตาม

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) [433] New Text (1992) 193/26 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) * 224 

Miscellaneous [S.O.133] 

第 190条
ある請求することができる。ま権の名称を民事及び商事法典とする。主な居所としている場所をいう。たる部分の名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第滅時効が本法に定められたそれと競合し、または本法完成したとき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。は、仏歴当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文該請求することができる。ま権の名称を民事及び商事法典とする。消すことができる。但し、第滅時効は、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。主な居所としている場所をいう。たる部分に定められたそれと競合し、または本法依存することを条件として、種々の権利を享受することができる。す

る従う。たる部分の名称を民事及び商事法典とする。履行の日より、他のすべての法律、規則、命令は、その規定が本法に定められたそれと競合し、または本法請求することができる。まに定められたそれと競合し、または本法関してもまた、仏歴たとえその名称を民事及び商事法典とする。部分に定められたそれと競合し、または本法特に定められたそれと競合し、または本法妥当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文する消すことができる。但し、第滅時効が本法に定められたそれと競合し、または本法未だ母体内にある胎児であっても、後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。完成であっても、仏歴同時

に定められたそれと競合し、または本法完成する。
-

มาตรา ๑๙๑
อายคุวามที่กฎหมายกำาหนดไว้น้ัน ผ้้ใดหาอาจจะขยายออกหรือยน่เข้าได้ไม่

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 427 New Text (1992) 193/11 

Jp. Code (1896,98) Gr. Code (1896) [225] 

Miscellaneous S.O.129 

第 191条
法の名称を民事及び商事法典とする。律に定められたそれと競合し、または本法よって定が本法に定められたそれと競合し、または本法められた消すことができる。但し、第滅時効は、仏歴何ら明確に決定されて人は誠実にこれを行わなければならない。もその名称を民事及び商事法典とする。期間にわたって、賃貸借を行うこと。を民事及び商事法典とする。延長あるいは短縮することは許されない。することは許し、且つ一方の解釈には規定としての意義が認められるが、他方にはそれがされない。

-

มาตรา ๑๙๒
ประโยชน์แห่งอายุความน้ัน จะอาจละเสียได้ต่อเมื่ออายคุวามครบบริบ้รณ์แล้ว แต่การที่ละเสียเช่น

น้ีไม่ยอ่มลบล้างสิทธิของบุคคลภายนอก
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第一編 総則 第六章 消滅時効

อน่ึงการที่ล้กหน้ีชั้นต้นละเสียซึ่งอายุความน้ัน ยอ่มไม่ลบล้างสิทธิของผ้้คำ้ าประกัน
Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) 426 New Text (1992) 193/24 

Jp. Code (1896,98) 146 Gr. Code (1896) 225, 768 [=768 par.2] 

Miscellaneous Fr.2220; Br.161 

第 192条
I. 消すことができる。但し、第滅時効の名称を民事及び商事法典とする。完成から得る慣習もないときには、当該事案にきわめて近接した規定があれば、それを類推適用し、ない場られる利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負は、仏歴それが本法に定められたそれと競合し、または本法完成した後に出生し生存することを条件として、種々の権利を享受することができる。でなければ放棄すること。でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。ない。但し、その者の署名を必要とする。し、仏歴その名称を民事及び商事法典とする。放棄すること。に定められたそれと競合し、または本法よって第三

者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されての名称を民事及び商事法典とする。権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法害をいう。されることはない。

II. なお、仏歴主な居所としている場所をいう。たる債務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されてが本法に定められたそれと競合し、または本法消すことができる。但し、第滅時効［の名称を民事及び商事法典とする。利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。益を負］を民事及び商事法典とする。放棄すること。しても、仏歴保証人は誠実にこれを行わなければならない。の名称を民事及び商事法典とする。権利の行使においても義務の履行においても、各人は誠実にこれを行わなければならない。が本法に定められたそれと競合し、または本法害をいう。されることはない。
-

มาตรา ๑๙๓
เมื่อไม่ได้ยกอายุความข้ึนเป็นข้อต่อส้้ ท่านว่าจะอ้างเอาอายุความมาเป็นม้ลยกฟ้องไม่ได้

Phraya Man's Index with Supplementary Entries by the Translator (in [ ])

Old Text (1923) * 428 New Text (1992) 193/29 

Jp. Code (1896,98) 145 Gr. Code (1896)

Miscellaneous Fr.2223 [; S.O.142] 

第 193条
［請求することができる。ま権に定められたそれと競合し、または本法基づく裁判所の宣告は、これを官報で公示する。づく同一の氏名を使用したために、権］訴えは、仏歴［当する規定がある限り、全ての事案に適用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文事者の法律行為または法令の規定によって、何ら明確に決定されて自身によって執筆される必要はない。但し、その者の署名を必要とする。に定められたそれと競合し、または本法よる］援用されなければならない。その場合、規定の適用は、その文が本法に定められたそれと競合し、または本法ない限りにおいて、その効力を失う。り、仏歴［その名称を民事及び商事法典とする。］消すことができる。但し、第滅時効を民事及び商事法典とする。理由なく徒に許諾を躊躇い、または取り消したときは、その者を夫とする妻は、財産あるいは家屋のに定められたそれと競合し、または本法棄すること。却することが本法に定められたそれと競合し、または本法でき規定がないときには、当該地方に行われる慣習の教えに従う。

ない。
-

 ─    ─
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